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第１  基本的事項  

１  目的  

本方針は、公共工事における資材（材料及び機材を含む。以下同じ。）、建設機械、工法、目的物

などについて、環境物品等 1の使用及び環境影響物品等 2（原材料の調達や製造に環境破壊を伴う

もの、使用することにより環境に悪影響を与えるもの、エネルギーや資源を浪費するものなどを

いう。以下同じ。）の使用抑制に関し必要な事項を定め、これに基づく環境物品等の使用の推進及

び環境影響物品等の使用抑制を行うことにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会

の構築を図り、もって現在及び将来の都民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的と

する。  

 

２  根拠規定  

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号。以下

「グリーン購入法」という。）第 10 条及び東京都建設リサイクルガイドライン（以下「ガイドラ

イン」という。）  

 

３  適用範囲  

本方針は、都が令和 8 年度に施工する公共工事のうち、起工額が 500 万円以上の建設工事等（解

体工事のみの場合を除く。）に適用するものとし、都の 政策連携団体が施工するものを含むものと

する。都の事業協力団体が施工する工事についてもできる限り本方針に基づき環境物品等の使用

の推進及び環境影響物品等の使用抑制に努めることが望ましい。  

また、区市町村が発注する工事については、グリーン購入法第 10 条及びガイドラインに基づき、

独自の環境物品等の調達方針（公共工事）を作成し公表することが望ましい。ただし、独自の環

境物品等の調達方針（公共工事）が未整備の段階においては、本方針を準用して環境物品等の調

達を推進するよう努める。  

 

４  基本的考え方  

①建設資源循環への寄与  

環境への負荷の低減に資する資材、建設機械、工法及び目的物の使用を推進し、建設資源循環の構築

を図る。  

②廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化  

一般廃棄物焼却灰、浄水場発生土、下水汚泥焼却灰など廃棄物処理に伴う副産物をもとに製造等され

る資材、建設機械、工法及び目的物の使用を推進し、廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化を図る。  

③他産業廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化  

他産業から発生する廃棄物の処理に伴う副産物をもとに製造等される資材、建設機械、工法及び目的

物の使用を推進し、廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化を図る。  

④都内産の資材の活用  

多摩産材（多摩地域で生育し、適正に管理された森林から生産され、生産から販売までの全ての流通

工程で多摩産材認証登録事業者が扱う木材及び製材品等をいう。以下同じ。）、都 市鉱山（都内の建築物

や土木工作物に蓄積された鉄、コンクリート、アスファルト・コンクリートなど）、街の森（都内の住

宅等に蓄積された木材など）、その他都内で発生する 廃棄物などから製造等される資材、工法及び目的

物の使用を推進し、建設資源の循環、森林の育成、自然環境の保全、地場産業の振興等を図る。  

 

1 (巻末)用語の解説「環境物品等」  

2 (巻末)用語の解説「環境影響物品等」  
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⑤島内産の資材の活用  

島内から産出する岩石、溶岩、火山礫などから製造等される資材、工法及び目的物の使用を推進し、

建設資源の循環、自然環境の保全、地場産業の振興等を図る。  

⑥温室効果ガスの削減  

最高水準の省エネルギー性能を有する資材、建設機械、工法及び目的物、及び、再生可能エネルギー

を利活用又は創出する資材、建設機械、工法及び目的物の使用を推進し、温室効果ガスの削減を図る。  

⑦環境影響物品等の使用抑制  

原材料の調達や製造に環境破壊を伴うもの、使用することにより環境に悪影響を与えるもの、エネル

ギーや資源を浪費するもの等の環境影響物品等については、使用しない又は使用抑制することとし、都

民の健康で安全な生活の確保、自然環境の保全等を図る。  

（例）  

・フロン含有資材  ・アスベスト含有資材  

・適切に管理されていない森林から伐採された熱帯雨林材や針葉樹材  

・鉛や六価クロムを含む顔料、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を大気中に排出する塗料や資材  

・六価クロム、水銀、カドミウム、鉛及び難燃剤にポリ臭化ビフェニル及びポリ臭化ジフェニルエーテ

ルを含む資材  

・ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどのシックハウス原因物質を放出する資材  

・山砂等を土砂利用工事に使用する場合  

・製造、施工、使用等の過程において、温室効果ガスを大量に発生するもの  

・その他環境に影響を与えるもの  

⑧関係法令等の遵守  

環境物品等の調達に当たっては、本方針に基づくほか、関係法令並びに都の条例・各種計画・指針類

等を遵守若しくは準拠・整合する必要がある。  

 

 

 

図－1 調達方針の位置付け  

（公共、民間を合わせた総合的計画）

東 京 都 建 設 リ サ イ ク ル 推 進 計 画

東京都建設リサイクル
ガイドライン

東京都建設リサイクル
ガイドライン（民間事業版）

東京都建設泥土
リサイクル指針

各種調査要領、
受入要領等

建設リサイクルの手引類等

（発注部局の基準類等への整合） （施策の実施、実施体制の整備）

《設計関係の
基準類》

・設計基準
・積算基準
・設計単価
等

《仕様書類》

・工事標準仕
様書

・設計委託標
準仕様書

・工事特記仕
様書

・設計委託特
記仕様書
等

《施工関係の
基準類》

・受注者等提
出書類処理
基準

・施工管理基
準

・工事記録写
真撮影基準

・監督基準
等

《材料関係の
基準類》

・材料検査実
施基準

・材料仕様書
等

各局・都政策連携団体・事業協力団体・
区市町村

東京都環境物品等
調達方針（公共工事）

建設リサイクル法

資源有効利用促進法

グリーン購入法 関

係

法

令

東京都建設リサイクルガイ
ドライン（島しょ地域版)
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第２  調達方針  

１  調達する環境物品等  

都、都政策連携団体、都事業協力団体及び区市町村（以下「都等」という。）が公共工事におい

て調達する資材、建設機械、工法、目的物などの環境物品等は、グリーン購入法第２条で規定す

る環境物品等に相当するものとし、公共工事の実施に当たっては、本方針に基づき、事業計画の

趣旨、事業の特性、工事の種類、必要とされる機能・強度・耐久性、供給状況、コスト等 （以下

「工事条件等3」という。）を踏まえ、特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の３品目からな

る環境物品等 を調達す る。なお、３ 品目にお いて重複する もの又は 類似するもの がある場 合は、

特別品目の調達を優先する。  

 
図－２  建設グリーン調達の考え方 4 

 

（１）特別品目  

 ①特別品目の定義  

  特別品目は、都が政策として独自に定める環境物品等である。東京都建設リサイクル推進計画な

どの 都 の 計画 で 取り 組 む 建設 副 産 物対 策 や環 境 負 荷軽 減 策 を推 進 する 品 目 を指 定 し 、目 的 別に 以

下の 11 項目に分類する。  

１ 建設発生土の有効利用を図るもの  

２ 建設泥土の有効利用を図るもの  

３ 建設発生木材の有効利用を図るもの  

４ 熱帯雨林材及び針葉樹材(以下「熱帯雨林材等」という。)の使用を抑制するもの  

５ コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの  

６ 廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの  

７ 島内産材料の使用を促進するもの  

８ 都内の森林育成のため多摩産材の有効利用を図るもの  

９ 温室効果ガスの削減を図るもの  

10 ヒートアイランド対策を図るもの  

11 その他環境負荷の低減に寄与するもの  

 ②令和 8 年度に調達する特別品目  

  令和 8 年度に調達する特別品目は、P20～「特別品目」に掲載されたものを対象とする。  

  特別品目の調達は、製造事業者等のホームページなどで製品の名称、規格番号、原料供給先・製

造場所（会社名）、連絡先、品質規格、単価、申し込み方法等が確認できることなどの要件を満た

すものを対象に行う。  

 ③製造事業者等の責務  

  製造事業者などは、自ら率先して特別品目の使用促進及び再生・再々生などを可能とする技術の

 

3 (巻末)用語の解説「工事条件等」  

4 (巻末)用語の解説「建設グリーン調達の考え方」  

環境物品等  

特定調達品目  特別品目  調達推進品目  

【使用可能な場合】  

②-1 環境物品等を調達（建設グリーン調達の実施）  

【使用不可の場合】  

②-2 工事条件等を踏まえ  

適切な資材等を調達  

①工事条件等から環境物品等が使用可能か検討  
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開発 や 条 件整 備 に勉 め る とと も に 、当 該 品目 の 強 度、 性 能 、品 質 等を 検 証 する 必 要 があ る 場合 に

は、試験施工を行うなど必要な措置を行わなければならない。  

また、製造に当たっては、有害物質を使用してはならない。加えて、温室効果ガスの削減等環境

配慮に努める必要がある。  

 

（２）特定調達品目  

 ①特定調達品目の定義  

  特定調達品目は、国がグリーン購入法に基づき策定する「環境物品等の調達の推進に関する基本

方針」（以下「国の基本方 針」という。）のうち、「公 共工事」に分類される資材、建設機械、工法、

目的 物 な どの 環 境物 品 等 と原 則 と して 同 じも の と する 。 た だし 、 都等 で 調 達す る こ とが 適 当で な

いものは除くこととし、用語の表現や仕様等の一部については都独自の表現に改める。  

 ②令和 8 年度に調達する特定調達品目  

  令和 8 年度に調達する特定調達品目は、P42～「特定調達品目」に掲載されたものを対象とする。 

 

（３）調達推進品目  

 ①調達推進品目の定義  

  調達推進品目とは、以下に該当するものをいう。  

  国 の 基 本 方 針 の 更 新 時 に 応 募 し た が 審 査 の 結 果 採 用 さ れ ず さ ら に 検 討 を 行 う も の と し て 残 っ た

ものであり、「グリーン購 入法に係る公共工事の特定調達品目候補群」（以下「 ロングリスト」とい

う。）に掲載され公表され た資材、建設機械、工法及び目的物。（環境省のホー ムページを参照）  

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kakonooshirase.html  

(注) ロ ン グリ ス トは 4 種 類 に分 類 され て おり 、それ ぞ れ の基 本 方針 に 採用 さ れな か っ た理 由 が示 さ れて い

るの で 、こ れ を採 用 する 場 合 には 、 この 点 を十 分 認識 し た 上で 調 達す る 必要 が ある 。  

   グループＥ：期待される環境負荷低減効果が十分か、継続的な検討が必要と考えられるもの  

   グループＱ：ＪＩＳ・ＪＡＳ等の公的基準に適合していないなど、品質確保について不確実

性が残ると考えられるもの  

   グループＳ：特定調達品目に指定することにより本品目の普及を図ることができるか、継続

的な検討が必要と考えられるもの  

   グループＣ：比較対象品と比べてコストが高いと考えられるもの  

普及とともに比較対象品とコストが同程度になる見込みを確認する必要がある

と考えられるもの  

  都各局の新材料や新工法に関する取扱要領等により公募・評価のうえ採用された環境物品等に相

当する資材、建設機械、工法及び目的物であり、各局のホームページに掲載されているもの。  

  国（国土交通省）の「官庁 施設の環境保全性基準」に記載されている環境物品等に相当する資材、

建設機械、工法及び目的物。  

  環境省のホームページ（環境ラベル等の紹介ページ）に掲載されている環境ラベル等の実施元が

認定しているもののうち、環境物品等に相当する資材、建設機械、工法及び目的 物。（「環境ラベル

等データベース」のホームページを参照）  

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html  

   （掲載例）  

・エコマーク ・エコ商品ねっと ・エコリーフ環境ラベル ・ＰＣグリーンラベル ・その他  

  なお、環境省のホームページには、グリーン購入の取組事例等が掲載されている。  

（「グリーン購入法取組事 例データベース」のホームページを参照）  

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/jirei_db/index.html  

  
国（国土 交通 省）の 「新 技術情報 提供 システ ム」（ ＮＥＴＩＳ

ネ テ ィ ス

）に登 録さ れてい る環境 物品等に

相当する資材、建設機械、工法及び目的物。  

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kakonooshirase.html
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（「新技術情報提供システ ム」（ NETIS）のホームページを参照）  

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/jirei_db.html  

  (一 財 )建 材 試 験 セ ン タ ー そ の 他 の 公 的 機 関 が 運 用 す る 新 材 料 等 の 登 録 制 度 な ど の 対 象 と な っ て

いるもののうち、環境物品等に相当する資材、建設機械、工法及び目的物。  

  他の道府県等が運用する環境物品等の登録制度などの対象となっている資材、建設機械、工法及

び目的物。  

  建設業団体が団体独自の環境物品等を定めている場合はその品目、また、当該工事を請け負う建

設業者がＩＳ Ｏ14001 を取得するなど 環境管理 シス テムを有して おり、会 社独 自の環境物品 等を

定めているもの。  

 ②令和 8 年度に調達する調達推進品目  

  令和 8 年度に調達する調達推進品目は、上記①に該当する品目を対象とする。  

 

２  環境物品等の調達目標  

調達目標は、本方針に基づき最大限に環境物品等の調達を行うことをもって目標とし、今年度

以降の調達実績を踏まえて定量的な目標のあり方について検討していくものとする  

 

３  環境物品等の調達手順  

都等が公共工事において調達する資材、建設機械、工法、目的物などの環境物品等である特別

品目、特定調達品目及び調達推進品目は、以下の手順により調達するものとする。  

（１）設計業務段階の取組  

 ①設計者又は設計業務受託者は、設計基準、材料使用規定、管理者条件（占用（使用）工事の場合）等

に照らし合わせて、特別品目の使用が可能な場合は、特別品目を選択する。  

 ②発 注部 局 の事 業に 係 る 施策 等に お いて 、特 別 品 目、 特定 調 達品 目又 は 調 達推 進品 目 を使 用す る 必要

がある場合は、それを選択することができる。  

 ③設 計業 務 受託 者は 、 設 計業 務の 完 了時 に、 特 別 品目 、特 定 調達 品目 及 び 調達 推進 品 目の 選択 の 結果

について、特別品目の具体的品目を選択する場合は「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェ

ックリスト」を、特定調達品目の具体的品目を選択する場合は「環境物品等（特定調達品目）使用予

定（実績）チェックリスト」を、調達推進品目の具体的品目を選択する場合は「環境物品等（調達推

進品目）使用予定（実績）チェックリスト」を作成（チェックリストは都のホームページからダウン

ロードするなどして入手する。）し、「リサイクル計画 書」に添付して設計担当者に提出する。  

設計担当者は、設計業務受託者より提出された上記リストにより、意図した環境物品等が適切に

選択されているか確認を行う。  

(都のホームページ掲載箇所) 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_guido04.htm  

（２）設計書作成段階の取組  

 ①設計担当者は、特別品目、特定調達品目又は調達推進品目を設計段階で指定して使用する場合には、

その品目名、使用部位等を図面又は特記仕様書等に明示する。  

 ②特 定調 達品 目 のリ スト を図 面又 は特 記 仕様 書等 に添 付し （ホ ー ムペ ージ での 確認 とし て もよ い 。）、

リスト内の品目が当該工事で使用が可能な場合は、その使用に努めることを明示する。  

 ③調 達推 進品 目 の定 義を 図面 又は 特記 仕 様書 等に 添付 し（ ホー ム ペー ジで の確 認と して も よい 。）、 受

注者が希望する場合、当該調達推進品目の性能、使用の有効性、品質確保等について証明の上、これ

を使用できることを明示する。  

（３）施工計画段階の取組  

 ①受 注者 は 、図 面又 は 特 記仕 様書 等 に特 別品 目 、 特定 調達 品 目又 は調 達 推 進品 目の 具 体的 品目 が 明示

されている場合には、これを使用する。  

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/jirei_db.html
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 ②受 注者 は 、図 面又 は 特 記仕 様書 等 に特 定調 達 品 目の リス ト が明 示さ れ て おり 、リ ス ト内 の品 目 が当

該工 事で 使 用が 可能 な 場 合は 、そ の 使用 に努 め 、 その 使用 に 当た って は 、 必要 に応 じ て監 督員 の 承

諾を得る。  

 ③受 注者 は 、図 面又 は 特 記仕 様書 等 に調 達推 進 品 目の 定義 が 明示 され て い る場 合に お いて 、調 達 推進

品目 の使 用 を希 望す る 場 合は 、当 該 調達 推進 品 目 の性 能、 使 用の 有効 性 、 品質 確保 等 につ いて 証 明

し、監督員の承諾を受けた上で使用することができる。  

 ④受注者は、特別品目、特 定調達品目及び調達推進品目について品目ごとの「環境物品等使用予定（実

績）チェックリスト」を作成（都のホームページからダウンロードするなどして入手する。）し、施

工計画書に添付して監督員に提出する。  

 ⑤受 注者 は 、特 別品 目 、 特定 調達 品 目又 は調 達 推 進品 目の 各 物品 等の 仕 様 につ いて 、 監督 員へ の 材料

承諾申請手続き、材料検査等を通じて確認を行うものとする。  

（４）調達完了段階の取組  

 受注者は、環境物品等の調達が完了したときは、使用した環境物品等の種類に応じて、特別品目の場

合は「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、特定調達品目の場合は「環境物

品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、調達推進品目の場合は「環境物品等（調

達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」を監督員に提出する。  

また、併せて、上記のチェックリストの電子情報を格納した電子媒体等を監督員に提出する。  

監 督 員 は 、 受 注 者 か ら 提 出 さ れ た 電 子 媒 体 等 を 当 該 発 注 部 局 の 建 設 グ リ ー ン 調 達 担 当 部 署 に 送 付 す

る。  

（５）使用実績調査段階の取組  

 東京都建設副 産物対策協 議 会（以下「協 議会」とい う 。）は、必要に応 じて、環 境物品等の使 用実績

等について各発注部局が取りまとめた「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト」、

「環境物品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」、「環境物品等（調達推進品目）使用

予定（実績）チェックリスト」から得られた情報を活用し、集計、分析、見直し等の検討を行う。  

 

 設計業務受託者  

（又は設計担当者）  
設計担当者  受注者  監督員  検査員  

 

設計業務  

段階   

    

 

設計書作成  

段階  

     

 

施工計画  

段階  

     

特 別 品 目 等 の

使用 検 討  

チ ェ ッ ク リ ス ト の 作

成 （ リ サ イ ク ル 計 画

書に 添 付）  

特別 品 目等 の 積算  

図 面 又 は 特 記 仕 様 書

等に 条 件明 示  

特別 品 目等 使 用の 検 討  

チ ェ ッ ク リ ス ト の 作

成、施 工計 画 書に 添 付  

材 料 承 諾 申 請 書 の 作 成

（必 要 に応 じ て）  
承  諾  

確  認  



 

7 

 

材料検査  

段階  

     

 

調達完了  

段階  

     

図－３  事務処理フロー  

 

４  工事の種類に応じた環境物品等の調達に関する指針  

都等は、資材、建設機械、工法、目的物など環境物品等の調達に当たっては、工事の種類に応じ

てその用途に 適した環 境物品等の使 用を推進 するとともに 、環境影 響物品等の使 用を抑制 する。 

なお、指針によるほか、関係法令並びに都の関係条例・各種計画・指針類等に資材、建設機械、

工法又は目的物に関する規定がある場合には、これを遵守若しくは準拠・整合するよう資材、建

設機械、工法、目的物など環境物品等の使用及び環境影響物品等の使用抑制に努めるものとする。 

さらに、公共工事の計画・設計に当たっては、環境配慮型構造の採用に努めるものとする。  

 

（１）工事の種類に応じた環境物品等の使用推進  

①土砂利用工事  

 ○使用する環境物品等  

 埋立、盛土、築堤、埋戻し等に土砂が必要な工事（以下「土砂利用工事」という。）における土砂の

調達に当たっては、使用部位（工種）ごとに以下の環境物品等を使用する。  

なお、道路工事の埋戻し 等 に使用するものは、道路 管 理者が定める規則等に適 合 するものでなけれ

ばならない。  

  海面埋立材  建設発生土、しゅんせつ土、路盤材、分級処理土、一 体の施工システム内

処理土、建設泥土改良土又は混合処理土を使用する。  

  築堤材  建設発生土、分級処理土、一体の施工システム内処理土、混合処理土、建

設泥土改良土又はしゅんせつ土改良土を使用する。また、必要に応じて改良

土を使用する。  

  盛土材  建設発生土、路盤材、分級 処理土、一体の施工システム内処理土、混合処

理 土 又 は 建 設 泥 土 改 良 土 を 使 用 す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 改 良 土 を 使 用 す

る。  

  埋戻材  埋戻し位置により建設発生土、改良土、粒状改良土、流動化処理土又は再

生砂を使い分ける。ただし、道路工事の場合は道路管理者の定める規則、指

示等による。  

  浅 場 造 成 、 漁 場 整 備

材、養浜材  

しゅんせつ土を使用する。  

 ○環境物品等の調達方法  

  現 場 内 利 用 に よ る 調

達  

土砂の調達に当たっては、現場内利用を最優先する。  

  工 事 間 利 用 に よ る 調

達  

土砂の調達に当たり、現場 内利用だけでは不足する場合は、工事間利用に

より調達するものとし、利用範囲は当該工事から 50km（半径）以内の工事

とする。  

材 料 検 査 請 求 書

の作 成  受  理  

材  料  検  査  

チ ェ ッ ク リ ス ト

の作 成 ・報 告  

受  理  

工  事  完  了  検  査  

受  理  
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  建 設 発 生 土 受 入 施 設

や 土 質 改 良 プ ラ ン ト

からの調達  

土砂の調達に当たり、現場内利用や工事間利用で建設発生土の調達が困難

な場合、建設発生土受入施設（東京都建設発生土再利用センター（以下、「再

利用センター」という。）、 民間受入施設等）から調達する。  

改良土、粒状改良土を調達する場合は、土質改良プラント（再利用センタ

ー、民間施設等）を利用することができる。  

なお、品質等（土質、土壌成分など）は当該工事に適合するものに限る。 

 

②陸上処分場における廃棄物埋立  

 ○使用する環境物品等  

陸上処分場におけ る廃棄物 の埋立に当たって は、覆土 材等の使用部位ご とに下記 の環境物品等を使

用する。  

  覆土材  都関連工事から発生する建設発生土を使用する。  

  作業用道路造成材  都関連工 事から 発生す る コンクリ ート塊 を加工 し たもの（ 直径 30cm 程

度）を使用する。  

 

③海面処分場における廃棄物埋立  

 ○使用する環境物品等  

 海面処分場における廃棄 物 の埋立に当たっては、覆 土 材等の使用部位ごとに下 記 の環境物品等を使

用する。  

  中間覆土材  主に再利用センターに仮置きされている建設発生土を使用する。  

   再利用センター等で処理した混合処理土を使用する。  

   都 関 連 工 事 か ら 発 生 す る 一 体 の 施 工 シ ス テ ム 内 処 理 土 又 は 建 設 泥 土 改 良

土を使用する。  

  最終覆土材  主に再利用センターに仮置きされている建設発生土を使用する。  

  作業用道路造成材  都 関連 工 事 か ら発 生 す る コ ンク リ ー ト 塊を 加 工 し た もの （ 直径 30cm 程

度）又は道床砕石を使用する。  

 

④舗装工事  

 ○使用する環境物品等  

 舗装工事で路盤、舗装等 に 砕石やアスファルト混合 物 等を使用する場合は、原 則 として以下の環境

物品等を使用する。  

なお、道路工事の舗装等 に 使用するものは、道路管 理 者が定める規則等に適合 す るものでなければ

ならない。  

  路盤材  再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石又は再生アスファルト処理混合物

を使用する。  

  車道舗装材  

（表層・基層）  

再生加熱アスファルト混合物、供給状況・地域性等を 考慮して溶融スラグ

を 用 い た 再 生 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 又 は ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 用 汚 泥 焼 却

灰を用いた加熱アスファルト混合物等を使用する。なお、これらの環境物品

の使用が困難な場合において、調達が可能な場合 5は、「低炭素（中温化）ア

スファルト混合物［機械式フォームド方式］」の使用 を推進する。  

  歩道舗装材  歩道における透水性を有しない舗装材を使用する場合には、必要性・供給

状況・地域性・景観等を考 慮して再生加熱アスファルト混合物、溶融スラグ

を 用 い た 再 生 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 又 は ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 用 汚 泥 焼 却

灰を用いた加熱アスファルト混合物等を使用する。なお、これらの環境物品

の使用が困難な場合において、調達が可能な場合は、「低炭素（中温化）ア

 

5 (巻末)用語の解説「調達が可能な場合」  
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スファルト混合物［機械式フォームド方式］」の使用 を推進する。  

 ○環境配慮型構造の採用  

  環境配慮型舗装  低騒音舗装、保水性舗装、遮熱性舗装などの環境配慮型の舗装を採用する

と と も に 、 こ れ ら の 舗 装 の 再 生 利 用 技 術 等 の 開 発 や 試 験 施 工 の 実 施 な ど に

努める。  

 

⑤土木工事  

 ○使用する環境物品等  

 土木工作物の建設工事で 資 材、建設機械、工法又は 目 的物を使用する場合は、 原 則として環境物品

等を使用するものとする。なお、道路工事の構造物に使用するものは、道路管理者が定める規則等に

適合するものでなければならない。  

  基礎  基礎には再生クラッシャランを使用する。  

  躯体本体  土木工事で均し（捨て）コンクリート 等を使用する場合において、調達が

可能な場合は、「再生骨材 Ｌを用いたコンクリート」の使用を、無筋コンク

リ ー ト 構 造 の 築 造 物 に レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 に お

いて、調達が可能な場合は、「再生骨材Ｍを用いたコ ンクリート」の使用を、

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 の 築 造 物 に レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す

る場合において、調達が可能な場合は、「再生骨材Ｈを用いたレディーミク

ストコンクリート」の使用を推進する。  

   均し（捨て）コンクリート等を使用する場合において、調達が可能な場合

は、原則として、「エコセメントを用いた均し（捨て）コンクリート等」を

使用する。  

   躯 体 本 体 工 事 で 無 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 又 は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 に

レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 調 達 が 可 能 な 場

合は、「エコセメントを用 いたレディーミクストコンクリート」を使用する。 

   躯体本体工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、当該躯体

本 体 工 事 用 の 材 料 と し て 適 合 す る も の の 調 達 が 可 能 な 場 合 は 、 原 則 と し

て、「エコセメントを用い たコンクリート二次製品」を使用する。  

   現場内利用や工事間利用により調達が可能な場合には、護岸、護床、路盤、

基 礎 、 裏 込 め 等 に は コ ン ク リ ー ト 塊 を 加 工 し た コ ン ク リ ー ト 再 生 砕 石 等 を

使用する。  

   コンクリート型枠には環境配慮型型枠を使用する。  

   溶融スラグを用いたコンクリート二次製品を試験施工として 6使用する。  

   ｢スーパーアッシュ（粒度調整灰）｣(以下「スーパーアッシュ」という。) 

を 用 い た コ ン ク リ ー ト 二 次 製 品 及 び 土 木 材 料 を 調 達 可 能 な 場 合 に 使 用 す

る。  

   横断防止柵、転落防止柵その他木材の使用が可能なものには多摩産材をは

じめとした国産木材（以下、「多摩産材等」という 。）（間伐材を含む。）を使

用する。  

   主に島内において、島内産の原料（岩石、溶岩、火山礫等）を使用した資

材を使用する。  

   その他の特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の使用を推進する。  

  その他  サ ン ド ド レ ー ン な ど 地 盤 改 良 工 等 に お い て 、 そ の 使 用 が 適 し て い る 場 合

は、溶融スラグを使用する。  

 

6 (巻末)用語の解説「試験施工として」  
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   交通規制等の制約の少ない工事で使用する工事看板、一定の場所に固定で

きる広報板等の仮設材料には多摩産材を使用する。  

   土木設備等は、温室効果ガスの削減に資する資材、建設機械、工法又は目

的物を使用する。  

 ○環境配慮型構造の採用  

  道路工事  地域特性に応じて必要がある場合は、構造耐力に十分配慮しつつ多自然型

の構造を採用するものとし、生物多様性に配慮する。  

   雨 水 を 浸 透 さ せ 雨 水 循 環 に よ る 自 然 環 境 保 全 を 図 る べ き と こ ろ に 雨 水 浸

透型（流出抑制型）の排水施設を採用する。  

   道路施設で木材が使用可能な場合で、かつ、多摩産材 の調達が可能な場合

において、試験的に多摩産材（間伐材を含む。）を使 用することが可能な場

合は、これを試験施工として使用する。  

   道路施設で均し（捨て）コンクリート等を使用する場合は、前述の躯体本

体と同様とする。  

   道 路 施 設 で 無 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 又 は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 に レ デ

ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 は 、 前 述 の 躯 体 本 体 と 同 様 と す

る。  

   道路施設でコンクリート二次製品を使用する場合において、道路工事用の

材料として適合するものの調達が可能な場合は、原則として、「エコセメン

トを用いたコンクリート二次製品」を使用する。  

   歩道の植樹帯及び緩衝帯（ バッファーゾーン）等では 緑の量をできる限り

確保するとともに、必要がある場合は、植栽材料には地域特性に配慮する。 

   薬剤散布、施肥、せん定等を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容易な

植栽材料を使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

  河川、用水路工事  敷地等に余裕があるなどの場合は、治水安全度に十分 配慮しつつ、多自然

型で親水性の高い河川工法等を採用する。また、水生 生物や水辺生物が生息

しやすい構造にするものとし、必要に応じて魚道を設けるなど、生物多様性

に配慮する。  

   護岸、護床、転落防止施設等で木材が使用可能なものには多摩産材（間伐

材を含む。）の使用を検討 する。  

   河川、用水路工事で均し（ 捨て）コンクリート等を使用する場合は、前述

の躯体本体と同様とする。  

   河川、用水路工事で無筋コンクリート構造物又は鉄筋コンクリート構造物

に レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 は 、 前 述 の 躯 体 本 体 と 同

様とする。  

   河川、用水路工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、河川、

用 水 路 工 事 用 の 材 料 と し て 適 合 す る も の の 調 達 が 可 能 な 場 合 は 、 原 則 と し

て、「エコセメントを用い たコンクリート二次製品」を使用する。  

   必要がある場合は、植栽材料には地域特性に配慮する。  

   薬剤散布、施肥、せん定等を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容易な

植栽材料を使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

  公園、緑化工事  構造耐力に十分配慮しつつ多自然型の構造物（擁壁、法留、水路等）を採

用するなど、生物多様性に配慮する。  
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   雨 水 を 浸 透 さ せ 雨 水 循 環 に よ る 自 然 環 境 保 全 を 図 る べ き と こ ろ に 雨 水 浸

透型（流出抑制型）の排水施設を採用する。  

   必要がある場合は、植栽材料には地域特性に配慮する。  

   公園施 設で 木材 の使 用が 可能な もの は多 摩産 材（ 間伐材 を含 む。） を使用

する。  

   公園、緑化工事で均し（捨 て）コンクリート等を使用する場合は、前述の

躯体本体と同様とする。  

   公園、緑化工事で無筋コンクリート構造物又は鉄筋コンクリート構造物に

レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 は 、 前 述 の 躯 体 本 体 と 同 様

とする。  

   公園、緑化工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、公園、

緑 化 工 事 用 の 材 料 と し て 適 合 す る も の の 調 達 が 可 能 な 場 合 は 、 原 則 と し

て、「エコセメントを用い たコンクリート二次製品」を使用する。  

   薬剤散布、施肥、せん定等を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容易な

植栽材料を使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

  上下水道工事  下水道の管工事に当たっては、適合する材料の調達が 可能な場合は、スー

パーアッシュを含むコンクリート二次製品の管材料等を使用する。  

   水道の管工事に当たっては、耐久性及び漏水防止・鉛 溶出防止効果のある

管材料を使用する。  

   浄水場等で舗装材を使用する場合には、浄水場発生土を用いた土ブロック

を調達可能な場合に使用する。  

   上下水道工事で均し（捨て）コンクリート等を使用する場合は、前述の躯

体本体と同様とする。  

   上 下 水 道 工 事 で 無 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 又 は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 に

レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 は 、 前 述 の 躯 体 本 体 と 同 様

とする。  

   上下水道工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、上下水道

工事用の材料として適合するものの調達が可能な場合は、原則として、「エ

コセメントを用いたコンクリート二次製品」を使用する。  

   薬剤散布、施肥、せん定等を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容易な

植栽材料を使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

  港湾工事  生物の生息環境の保全・回 復のため、人工砂浜や干潟 などを整備するとと

もに、護岸の形状を緩傾斜型、近自然型等に改善していくなど、生物多様性

に配慮する。  

   港湾工事で均し（捨て）コンクリート等を使用する場合は、前述の躯体本

体と同様とする。  

   港 湾 工 事 で 無 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 又 は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 に レ デ

ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 は 、 前 述 の 躯 体 本 体 と 同 様 と す

る。  

   港湾工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、港湾工事用の

材料として適合するものの調達が可能な場合は、原則として、「エコセメン

トを用いたコンクリート二次製品」を使用する。  

   薬剤散布、施肥、せん定等を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容易な
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植栽材料を使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

  その他の土木工事  トンネル、橋梁、市街地整 備、鉄道、軌道 、農林、水 産その他の土木工事

においても、多自然型、雨 水浸透、長寿命化等の環境配慮型構造の採用に努

める。また、生物多様性に配慮する。  

   その他の土木工事で均し（捨て）コンクリート等を使用する場合は、前述

の躯体本体と同様とする。  

   そ の 他 の 土 木 工 事 で 無 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 又 は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造

物 に レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 は 、 前 述 の 躯 体 本 体 と

同様とする。  

   その他の土木工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、その

他 の 土 木 工 事 用 の 材 料 と し て 適 合 す る も の の 調 達 が 可 能 な 場 合 は 、 原 則 と

して、「エコセメントを用 いたコンクリート二次製品」を使用する。  

   薬剤散布、施肥、せん定等を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容易な

植栽材料を使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

 

⑥建築工事  

 ○使用する環境物品等  

 建築物の建設工事で資材 、 建設機械、工法又は目的 物 を使用する場合は、原則 と して環境物品等を

使用するものとする。  

  （建築工事の例）  

・庁舎営繕  ・公営住宅  ・医療施設  ・教育施設  ・福祉施設  ・市場施設   

・地下鉄等駅舎  ・港湾施設  ・空港施設  ・廃棄物処理施設  ・浄水場(ポンプ場)  

・水再生センター(ポンプ場) ・警察署(交番等) ・消防署(出張所) ・宿泊施設   

・文化施設  ・スポーツ施設  ・その他の公共建築物  

 

  

  建築物  基礎（直接基礎を除く。） には再生クラッシャランを使用する。  

   調達が可能な場合には、再生木質ボード類（樹脂混入木材を含む。）、電炉

鋼 材 な ど の リ サ イ ク ル 鋼 材 又 は オ ゾ ン 層 を 破 壊 し な い 物 質 に よ る 断 熱 材 を

使用する。  

   コンクリート型枠には環境配慮型型枠を使用する。  

   木材が使用できる部位において、調達が可能な場合に 多摩産材（間伐材を

含む。）を使用する。  

   均し（捨て）コンクリート 等を使用する場合において、調達が可能な場合

は、「再生骨材Ｌを用いた コンクリート」、又は「再 生骨材Ｍを用いたコンク

リート」、「エコセメントを 用いた均し（捨て）コンクリート等」の使用を推

進する。  

   鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 の 築 造 物 に レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用

する場合において、調達が可能な場合は、「再生骨材Ｈを用いたレディーミ

ク ス ト コ ン ク リ ー ト 」、「 エ コ セ メ ン ト を 用 い た レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ

ート」の使用を推進する。  

   温室効果ガスの削減に資する資材、建設機械、工法又 は目的物を使用する。 

   その他の特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の使用を推進する。  

  建築設備  特別品目に指定されている電線・ケーブルの使用を推進する。  
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   オゾン層を破壊しない空気調和設備用冷媒等を使用する。  

   温室効果ガスの削減に資する資材、建設機械、工法又 は目的物等を使用す

る。  

   その他の特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の使用を推進する。  

  外構  コンクリート型枠には環境配慮型型枠を使用する。  

   均し（捨て）コンクリート 等を使用する場合において、調達が可能な場合

は、原則として、「エコセメントを用いた均し（捨て）コンクリート等」を

使用する。  

   外 構 工 事 で 無 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 又 は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 の 築 造 物 に

レ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 調 達 が 可 能 な 場

合は、「エコセメントを用 いたレディーミクストコンクリート」を使用する。 

 

   外構工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、外構工事用の

材料として適合するものの調達が可能な場合は、原則として、「エコセメン

トを用いたコンクリート二次製品」を使用する。  

 

   外構工事で均し（捨て）コンクリート 等を使用する場合において、調達が

可能な場合は、「再生骨材 Ｌを用いたコンクリート」、又は「再生骨材Ｍを用

いたコンクリート」の使用を推進する。  

なお、当該築造物が、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1

項及び第 2 項に規定する工作物である場合は、予め建築主事等と協議する

必要がある。  

外構工事で、鉄筋コンクリート構造の築造物にレディーミクストコンクリ

ートを使用する場合において、調達が可能な場合は、「再生骨材Ｈを用いた

レディーミクストコンクリート」の使用を推進する。  

 

   溶融スラグを用いたコンクリート二次製品を試験施工として使用する。  

   薬剤散布、施肥、せん定等 を最小限に抑制できるなど植栽管理の容易な植

栽材料を使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

  その他  交通規制等の制約の少ない工事で使用する工事看板、一定の場所に固定で

きる広報板等の仮設材料には多摩産材を使用する。  

 その他の特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の使用を推進する。  

なお、建築基準法第 37 条が適用される材料は、あらかじめ建築主事等と

協議する必要がある。  

 ○環境配慮型構造の採用  

  建築物  周辺環境への配慮  

    ・建築物の配置は、地形の改変を最小限にとどめる等、周辺環境に与

える影響の軽減に配慮して計画する。  

・施設内の緑化率を高めること、高反射率塗料・保水性建材の使用等

により、熱負荷の低滅、地域生態系の保護育成、ヒートアイランド

現象の緩和等を図る。  

・有害物質の排出を抑制する等、大気・水質・土壌などの周辺環境の

汚染防止を図る。  
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・敷地周辺の景観保存を図る。  

   負荷の抑制  

    ・断熱性の高い工法・資材の採用により、躯体を通した熱負荷の低減

を図る。  

・断熱・日射遮蔽性の高い窓ガラスや庇等の採用により、開口部を通

した熱負荷の低減に努める。  

・室内で発生した熱や汚染物質の拡散を抑制し、空調・換気量の低減

を図る。  

   自然エネルギー利用  

    ・自然光の積極的活用により、照明負荷の低減を図る。  

・自然通風の積極的活用により、冷房負荷の低減を図る。  

・太陽光発電、風力発電、太陽熱給湯、外気冷房、地中熱など自然エ

ネルギーの利用を図る。  

   エネルギー・資源の有効利用  

    ・エネルギーの有効かつ効率的な利用を図る。  

・電力負荷の平準化に配慮する。  

・施設部位に応じた運転制御方式により、搬送エネルギーの最小化を

図る。  

・照明方法、高効率照明器具の採用、施設部位に応じた点灯方式など

により、照明エネルギーの最小化を図る。  

・雨水又は排水処理水を施設の雑用水の一部として利用すると同時

に、各節水システムを採用することにより、水資源の消費低減に努

める。  

・信頼性が高く、適正な運転管理が可能な管理システムを構築し、施

設の消費エネルギーの最小化を図る。  

   長寿命化  

    ・階高、床面積、構造耐力、設備スペースなどにゆとりを持たせ、内

部機能の変化に柔軟に対応可能で、維持管理が容易になるよう検討

する。  

・耐久性・耐震性等に優れた建築材料・工法の活用により、建築物の

長寿命化を図る。  

・維持管理・更新が容易であるなど合理的耐久性を有する設備機器・

システムの採用を図る。  

   建設資材の再使用  

    再使用が可能な構造材、内装材及び外装材の使用に配慮する。  

   人にやさしい資材  

    クロルピリホス、ＣＣＡ、クロルデンなどを使用しないものや、ホル

ムアルデヒド・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などの発散量の少ない資材

を採用する。  

  建築設備  設備システムの省エネルギー  

    ①空気調和の熱源側設備、②空気調和の二次側設備、③機械換気設備、

④照明設備、⑤給湯設備、⑥エレベーター設備において、効率的な設備

機器のシステム及び制御のシステムを採用する。  

   最適運用のための計量及びエネルギー管理システム  

    建築設備の運転時に、エネルギー利用の効率的な運用を可能にするた

め ① 電 気 、 ガ ス 及 び 冷 温 熱 の エ ネ ル ギ ー の 量 並 び に 給 水 量 の 計 量 設 備

の 系 統 別 の 設 置 、 ② ビ ル エ ネ ル ギ ー マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 、 を 採 用 す
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る。  

   水循環  

   
 

水 の 有 効 利 用 及 び 下 水 道 施 設 へ の 負 荷 低 減 を 図 る た め 雑 用 水 利 用 設

備（雨水利用、下水再生水 利用、循環利用等）をでき る限り採用する。 

  外構  水循環  

   
 

望ましい水循環の保全を図るため、雨水浸透施設（流出抑制施設）を

採用する。  

   緑の量の確保  

    ①地上部、②建築物上、において緑の量の確保を図る。  

   多自然型構造  

   
 

構造耐力に十分配慮しつつ多自然型の構造物（擁壁、法留等）をでき

る限り採用するなど、生物多様性に配慮する。  

   地域固有種等  

    必要がある場合は、植栽材料には地域特性に配慮する。  

   
 

薬剤散布、施肥、せん定等 を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容

易な植栽材料をできる限り使用する。  

 

⑦設備工事  

 ○使用する環境物品等  

 設備工事（建築設備以外のプラント工事等をいう。以下同じ。）で資材、建設機械、工法又は目的物

を使用する場合は、原則として環境物品等を使用するものとする。  

なお、道路工事の構造物 に 使用するものは、道路管 理 者が定める規則等に適合 す るものでなければ

ならない。  

  （設備工事の例）  

・トンネル設備  ・水門設備  ・雨水調整池設備  ・発電設備  ・水処理設備   

・汚泥処理設備  ・ポンプ設備  ・焼却炉  ・燃料タンク  ・台貫設備  ・荷揚げ設備   

・港湾設備  ・その他の設備  

 

  

  基礎等  基礎には再生クラッシャランを使用する。  

   コンクリート型枠には環境配慮型型枠を使用する。  

   その他の特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の使用を推進する。  

  設備本体  特別品目に指定されている電線・ケーブルの使用を推進する。  

   温室効果ガスの削減に資する資材、建設機械、工法、目的物等を使用する。 

   その他の特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の使用を推進する。  

  外構  

 

調達が可能な場合には、溶融スラグを用いたコンクリート二次製品を試験

施工として使用する。  

   コンクリート型枠には環境配慮型型枠を使用する。  

   均し（捨て）コンクリート 等を使用する場合において、調達が可能な場合

は、原則として、「エコセメントを用いた均し（捨て）コンクリート等」を

使用する。  

   外 構 工 事 で 無 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 又 は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 に レ デ

ィ ー ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 調 達 が 可 能 な 場 合

は、「エコセメントを用い たレディーミクストコンクリート」を使用する。 

   外構工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、外構工事用の

材料として適合するものの調達が可能な場合は、原則として、「エコセメン

トを用いたコンクリート二次製品」を使用する。  
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   外溝工事で均し（捨て）コンクリート 等を使用する場合において、調達が

可能な場合は、「再生骨材 Ｌを用いたコンクリート」、又は「再生骨材Ｍを用

いたコンクリート」の使用を、鉄筋コンクリート構造の築造物にレディーミ

クストコンクリートを使用する場合において、調達が可能な場合は、「再生

骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート」の使用を推進する。  

   その他の特別品目、特定調達品目及び調達推進品目の使用を推進する。  

  その他  交通規制等の制約の少ない工事で使用する工事看板、一定の場所に固定で

きる広報板等の仮設材料には多摩産材を使用する。  

 ○環境配慮型構造（設備）の採用  

  基礎等  耐久性、耐震性、耐火性及び保守性に優れた材料、耐久性を高める工法、

部分更新可能な構造等の長寿命化に資するものを採用する。  

   人体に無害な材料（ＶＯＣ発生のない資材等）を採用する。  

  設備本体  で き る 限 り 太 陽 光 発 電 な ど 自 然 エ ネ ル ギ ー 利 用 の 促 進 に 資 す る 設 備 を 採

用する。  

   できる限りコージェネレーション、燃料電池、バイオ マス利用等のエネル

ギーの効率的利用に資する設備を採用する。  

   耐久性、耐震性、耐火性及び保守性に優れた材料、耐久性を高める材料の

使い方、交換容易な構造等の長寿命化に資するものを採用する。  

   ノンフロン製品を採用する。  

  外構  構造耐力に十分配慮しつつ、できる限り多自然型の構造物（擁壁、法留等）

を採用するなど、生物多様性に配慮する。  

   雨 水 を 浸 透 さ せ 雨 水 循 環 に よ る 自 然 環 境 保 全 を 図 る べ き と こ ろ に 雨 水 流

出抑制型の排水施設を採用する。  

   緩衝帯（バッファーゾーン ）としてできる限り多く緑 の量を確保するとと

も に 、 地 域 特 性 に 応 じ て 必 要 が あ る 場 合 は 植 栽 材 料 に は 地 域 固 有 種 を で き

る限り使用する。  

   薬剤散布、施肥、せん定等を最小限に抑制できるなど、植栽管理の容易な

植栽材料をできる限り使用する。  

   植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な限り、

都内産の緑化植物を使用する。  

 

（２）工事の種類に応じた環境影響物品等の使用  

①土砂利用工事  

環境影響物品等を使用

しない品目  

・土砂の調達に当たっては、以下の環境影響物品等を使用しない。  

・汚染土壌  

※土 壌 汚染 対 策法 第 6 条 及 び 第 11 条 によ り、「 要措 置 区域 」あ る いは 「 形質 変 更時 要 届

出区 域 」に 指 定さ れ た区 域 の 土壌 を いう 。  

環境影響物品等の使用

を抑制する品目  

・土砂の調達に当たっては、以下の環境影響物品等の使用を抑制する。  

・山砂、川砂、海砂  

 

②海面処分場における廃棄物埋立  

環境影響物品等を使用

しない品目  

・覆土材等の調達に当たっては、以下の環境影響物品等を使用しない。  

・汚染土壌  

※土 壌 汚染 対 策法 第 6 条 及 び 第 11 条 によ り、「 要措 置 区域 」あ る いは 「 形質 変 更時 要 届

出区 域 」に 指 定さ れ た区 域 の 土壌 を いう 。  

環境影響物品等の使用

を抑制する品目  

・覆土材等の調達に当たっては、以下の環境影響物品等の使用を抑制する。  

・山砂、川砂、海砂  
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③舗装工事  

環境影響物品等を使用

しない品目  

・路盤材の調達に当たっては、原則として新材（購入材）は使用しない。  

・舗装材の調達に当たっては、原則として新材（購入材）は使用しない（Ｎ７

(旧Ｄ交通)の表層、低騒音舗装等の特殊舗装は除く。）  

 

④土木工事  

環境影響物品等を使用

しない品目  

有害物質等  アスベストを含む資材を使用しない。  

 ＣＣＡ、クロルデン類など の防腐・防蟻材が注入又は塗布され

た木材を使用しない。  

 その他  関 係 法 令 等 で 製 造 、 使 用 等 が 禁 止 さ れ て い る も の は 使 用 し な

い。  

環境影響物品等の使用

を抑制する品目  

熱帯雨林材等  熱帯雨林材等を使用する場合は、原木の伐採に当たって生産さ

れ た 国 に お け る 森 林 に 関 す る 法 令 に 照 ら し て 合 法 な 木 材 で あ

り、かつ、持続可能な森林 経営が営まれている森林から産出され

たものである必要がある。  

 鉛や揮発性有機

化合物（ＶＯ

Ｃ）  

鉛や六価クロムを含む顔料や揮発性有機化合物（ＶＯ Ｃ）を含

む塗料等の使用を抑制する。  

 外来種  樹木等の造園材料には外来種の使用を抑制する。特に 、地域本

来の自然生態を保全・再生・創出すべき地域では外来種は使用し

ない。  

また、外来生物法等の関係 法令を遵守するととともに、有害な

外来生物を駆除し拡散防止に努める。さらに、それに より発生し

たせん定枝葉、伐採材等を防護柵等の材料として有効利用する。 

 その他  植 物 防 疫 法 の 対 象 と な る 動 植 物 や イ エ シ ロ ア リ 等 の 生 活 環 境

に影響を与える動植物の防疫に配慮する。  

 主に島内において、道路照 明等は、ウミガメ等の動植 物の生態

に配慮した構造・機能とする。  

 木材の使用においては、都内の森林育成のため都内産木材の有

効 利 用 を 図 る 観 点 か ら 、 本 来 の 自 然 素 材 を 使 用 し て い な い も の

の使用を抑制し、自然素材からなる建設資材の使用に努める。  

  パリ協定の発効に伴い、温室効果ガスの削減等に努める。  

 

⑤建築工事  

環境影響物品等を使用

しない品目  

非飛散性アスベ

スト  

アスベストを含む資材を使用しない。  

 ＣＣＡ、クロル

デン類  

ＣＣＡ、クロルデン類など防腐・防蟻材が注入又は塗布された

木材は使用しない。  

 フロン類  冷媒として、フロン類を使用した業務用冷蔵機器及び冷凍機器

等は使用しない。  

 ハロン  ハロン消火剤を用いた消火設備機器は使用しない。ただし、や

む を 得 ず 、 必 要 不 可 欠 な 分 野 に お け る ハ ロ ン １ ３ ０ １ の 使 用 は

この限りでない。  

 フロン含有断熱

材  

フロン類を用いた断熱材は使用しない。  
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 ひ素又はカドミ

ウムが混入した

石膏ボード  

ひ素又はカドミウムが混入した石膏ボードは使用しない。  

 その他  関 係 法 令 等 で 製 造 、 使 用 等 が 禁 止 さ れ て い る も の は 使 用 し な

い。  

環境影響物品等の使用

を抑制する品目  

熱帯雨林材等  熱帯雨林材等を使用する場合は、原木の伐採に当たって生産さ

れ た 国 に お け る 森 林 に 関 す る 法 令 に 照 ら し て 合 法 な 木 材 で あ

り、かつ、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出され

たものである必要がある。  

 鉛や揮発性有機

化合物（ＶＯ

Ｃ）  

鉛や六価クロムを含む顔料及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を

含む塗料等の使用を抑制する。  

 外来種  樹木等の造園材料には外来種の使用を抑制する。特に、地域本

来の自然生態を保全・再生・創出すべき地域では外来種は使用し

ない。  

また、外来生物法等の関係法令を遵守するととともに、有害な

外来生物を駆除し拡散防止に努める。さらに、それにより発生し

たせん定枝葉、伐採材等を防護柵等の材料として有効利用する。 

 その他  植 物 防 疫 法 の 対 象 と な る 動 植 物 や イ エ シ ロ ア リ 等 の 生 活 環 境

に影響を与える動植物の防疫に配慮する。  

 主に島内において、道路照明等は、ウミガメ等の動植物の生態

に配慮した構造・機能とする。  

 木材の使用においては、都内の森林育成のため都内産木材の有

効 利 用 を 図 る 観 点 か ら 、 本 来 の 自 然 素 材 を 使 用 し て い な い も の

の使用を抑制し、自然素材からなる建設資材の使用に努める。  

  パリ協定の発効に伴い、温室効果ガスの削減等に努める。  

 

⑥設備工事  

環境影響物品等を使用

しない品目  

有害物質等  アスベストを含む資材を使用しない。  

 ＣＣＡ、クロルデン類などの防腐・防蟻材が注入又は塗布され

た木材を使用しない。  

 その他  関 係 法 令 等 で 製 造 、 使 用 等 が 禁 止 さ れ て い る も の は 使 用 し な

い。  

環境影響物品等の使用

を抑制する品目  

熱帯雨林材等  熱帯雨林材等を使用する場合は、原木の伐採に当たって生産さ

れた国における森林に関する法令に照らして合法な木材であり、

かつ、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたも

のである必要がある。  

 鉛や揮発性有

機化合物（Ｖ

ＯＣ）  

鉛や六価クロムを含む顔料及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を

含む塗料等の使用を抑制する。  

 外来種  樹木等の造園材料には外来種の使用を抑制する。特に、地域本

来の自然生態を保全・再生・創出すべき地域では外来 種は使用し

ない。  

また、外来生物法等の関係法令を遵守するととともに、有害な

外来生物を駆除し拡散防止に努める。さらに、それにより発生し

たせん定枝葉、伐採材等を防護柵等の材料として有効利用する。 
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 その他  植 物 防 疫 法 の 対 象 と な る 動 植 物 や イ エ シ ロ ア リ 等 の 生 活 環 境

に影響を与える動植物の防疫に配慮する。  

 主に島内において、道路照明等は、ウミガメ等の動植物の生態

に配慮した構造・機能とする。  

 木材の使用においては、都内の森林育成のため都内産木材の有

効利用を図る観点から、本来の自然素材を使用していないものの

使用を抑制し、自然素材からなる建設資材の使用に努める。  

 パリ協定の発効に伴い、温室効果ガスの削減等に努める。  
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特別品目 
【注意事項１】  

道路工事で使用するものについては、道路管理者の定める規則等による。  

なお、特別品目は  

 ①試験施工・評価等が完了しており使用が支障ないもの  

 ②試験施工・評価等が進行中で使用に当たっては道路管理者と協議するもの  

 ③試験施工、評価等を今後行うもので試験施工の実施に当たっては道路管理者と協議するもの  

の３種に分かれるため、使用に当たっては道路管理者に相談する必要がある。  

 

・資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮され

ていること。  

 

【注意事項２】  

・公共工事の実施に当たっては、本方針に基づき工事条件等を踏まえて環境物品等を調達する。  

・P3 図－２  建設グリーン調達の考え方を参照  

※旧分類 7は、令和 5 年度から廃止されている  

 

品目分類  品目名  要件  使用用途等  

建 設 発 生 土 の 有

効 利 用 を 図 る も

の  

※詳細は P7～

P8 を確認  

建設発生土  ・建設工事から発生した建設発生土や、

建設発生土受入地のストックヤードに

仮置きされた建設発生土であること。

当該工事に適合する品質等（土質、土

壌成分など）であること。  

・海面埋立、築堤、盛土、

埋戻し等に土砂が必要な

場合は、その使用を推進

する。  

 （旧分類：原則使用）  

 改良土  ・建設発生土を石灰により、道路工事の

埋戻し等に使用できる状態に改良した

ものであり、第１種改良土、第２種改

良土のいずれかであること。移動式の

土質改良機により工事現場で製造する

もの、又は土質改良プラントのいずれ

かで製造したものであること。  

・築堤、盛土、道路工事の

管周りなどの埋戻し等に

改良土が必要な場合は、

その使用を推進する。  

（旧分類：原則使用）  

 粒状改良土  

(注 1)  

・建設発生土を石灰及び高分子改良材に

より、道路工事の埋戻し等に使用でき

る状態に改良したものであり、土質改

良プラントで製造したものであるこ

と。  

・道路工事の管周りなどの

埋戻し等に粒状改良土が

必要な場合は、その使用

を推進する。  

 

 流動化処理土  

(注 1)  

・建設発生土を水とセメント等により、

道路工事の地下鉄駅舎などの大規模な

埋戻し等に使用できるよう流動化した

状態にまで改良したものであり、土質

改良プラントで製造されたものである

こと。  

・道路工事の地下鉄駅舎な

ど大規模な埋戻し等に流

動化処理土が必要な場合

は、その使用を推進す

る。  

 

 一体施工システ

ム内処理土  

・建設泥土が発生する工法において、一

体の施工システム内のホッパー、ピッ

・海面埋立、築堤、盛土、

海面処分場の覆土材等に

 

7（巻末）用語の解説「旧分類」  
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ト等の手前に処理工程を設置し、泥状

を呈しない状態にまで改良し、建設発

生土として扱うものであること。  

・東京都建設泥土リサイクル指針（以下

「泥土指針」という。）に 規定する要

件を満たすこと。また、建設発生土対

策部会で決定したものであること。  

土砂が必要な場合は、そ

の使用を推進する。  

 分級処理土  ・一体の施工システム内の分級により発

生した玉石、礫、砂分等であること。  

・海面埋立、築堤、盛土、

海面処分場の覆土等に土

砂が必要な場合は、その

使用を推進する。  

 しゅんせつ土  ・河川、港湾の維持しゅんせつ、工事し

ゅんせつ等により発生するしゅんせつ

土であること。  

・海面埋立、浅場造成、漁

場整備等にしゅんせつ土

が必要な場合は、その使

用を推進する。  

 しゅんせつ土改

良土  

・河川、港湾の維持しゅんせつ、工事し

ゅんせつ等により発生するしゅんせつ

土を石灰、セメント等により築堤等に

使用できる状態まで改良したものであ

ること。  

・河川の築堤、護岸、テラ

ス等にしゅんせつ土改良

土が必要な場合は、その

使用を推進する。  

建 設 泥 土 の 有 効

利用を図るもの  

※詳細は P7～

P8 を確認  

建設泥土改良土  ・建設泥土が発生する工法において、一

体の施工システム内に処理工程を設置

できず、一体の施工システム外で泥状

を呈しない状態にまで改良し、建設泥

土として扱うものであること。  

・重金属等有害物質の含有及び溶出につ

いては、土壌汚染対策法（平成 14 年

5 月 29 日法律第 53 号）及び土壌の汚

染に係る環境基準（平成 3 年 8 月 23

日環境庁告示第 46 号）を満たすこ

と。  

・工事間利用の場合は、再生利用指定制

度（個別指定）の手続きをしたもので

あること。  

・埋立、盛土、築堤、海面

処分場の覆土等に土砂が

必要な場合は、その使用

を推進する。  

 流動化処理土  

(注 1)  

・建設泥土を水とセメント等により、道

路工事の地下鉄駅舎などの大規模な埋

戻し等に使用できるよう流動化した状

態にまで改良したものであり、土質改

良プラント（建設泥土の再資源化施

設）で製造されたものであること。  

・道路工事の地下鉄駅舎な

ど大規模な埋戻し等に流

動化処理土が必要な場合

は、その使用を推進す

る。  

建 設 発 生 木 材 の

有 効 利 用 を 図 る

もの  

※詳細は P12～

P15、P55~P56

を確認  

再生木質ボード

類  

・特定調達品目の「再生木質ボード」の

判断の基準と同じとする。  

・建築工事の内装工事等に

おいて、使用部位、必要

な強度等を十分検討し、

使用可能な場合に、その

使用を推進する。  

熱 帯 雨 林 材 等 の 環境配慮型型枠  ・工事の種類、工種、使用部位等に対応 ・土木工事、建築工事、設
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使 用 を 抑 制 す る

もの  

※詳細は P9～

P19 を確認  

する最適なコンクリート型枠を使用す

るものとし、熱帯雨林材を使用しない

か又は使用を抑制した型枠（合板型枠

（材料は以下ただし書きの①、②を満

たすものに限る。）、金属型 枠、再生木

材型枠、再生樹脂混入木材型枠、樹脂

製型枠、再生樹脂製型枠等）であるこ

と。  

・再資源化施設や熱利用（回収、供給）

が可能な施設において再資源化等が可

能なものであること。  

・製品に使用されるプラスチックは、使

用後に回収し、再リサイクルを行う際

に支障を来さないものであること  

・中古品を使用した場合でも、環境配慮

型型枠であると区別できるものは環境

配慮型型枠として扱う。  

・ただし、施工管理上の理由などにより

やむを得ず熱帯雨林材合板を使用する

場合は、認証材（FSC、PEFC 又は

SGEC によるもの※）、又 は以下の

①、②の条件を全て満たすものである

こと  

①原木の伐採に当たって生産された国に

おける森林に関する法令に照らして合

法な木材  

②持続可能な森林経営が営まれている森

林から産出されたもの  

 なお、国産材合板又は針葉樹材合板、

若しくは複合合板を使用する場合も認

証材、又は上記①、②の条件を全て満

たすものであること  

※FSC：Forest Stewardship Council(森林 管

理協 議 会) 

PEFC：Programme for the 

Endorsement of Forest 

Certification schemes  

SGEC：Sustainable Green 

Ecosystem Council(緑の循環

認証会議) 

備工事において、その使

用を推進する。  

・熱帯雨林材合板の使用

は、やむを得ない場合に

限る  

・使用する木材型枠の証明

等を監督員に求められた

場合には、それらを提示

する。  

・証明等については、特定

調達品目のコンクリート

型枠・合板型枠：備考

３、及び製材等：備考４

を参考とする。  

（旧分類：原則使用）  

コ ン ク リ ー ト

塊 、 ア ス フ ァ ル

ト ・ コ ン ク リ ー

ト 塊 等 の 有 効 利

用を図るもの  

※詳細は P8～

P17 を確認  

再生クラッシャ

ラン  

・コンクリート塊又はアスファルト・コ

ンクリート塊から製造した骨材が含ま

れていること。  

・路盤、基礎、裏込め等に

砕石が必要な場合は、そ

の使用を推進する。（旧分

類：原則使用）  

再生砕石（擁壁

等裏込め用）  

・コンクリート構造物の解体にともなっ

て発生するコンクリート塊を主体とし

て製造されたものであること。  

・不純物の量は別表１の規定に適合して

いること。また、石綿を検出しないこ

・擁壁等裏込め用に砕石が

必要な場合は、その使用

を推進する。  
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と。  

・六価クロム化合物の溶出試験と含有量

試験を行い、別表２の基準値を満足す

ること。  

 再生砕石（グラ

ベルコンパクシ

ョンパイル工法

用）  

・コンクリート構造物の解体にともなっ

て発生するコンクリート塊を主体とし

て製造されたものであること。  

・不純物の量は別表１の規定に適合して

いること。また、石綿を検出しないこ

と。  

・六価クロム化合物の溶出試験と含有量

試験を行い、別表２の基準値を満足す

ること。  

・グラベルコンパクション

パイル工法（陸上施工）

用に砕石が必要な場合

は、その使用を推進す

る。  

 再生単粒度砕石

（浸透トレンチ

用）  

・コンクリート構造物の解体にともなっ

て発生するコンクリート塊を主体とし

て製造されたものであること。  

・不純物の量は別表１の規定に適合して

いること。また、石綿を検出しないこ

と。  

・六価クロム化合物の溶出試験と含有量

試験を行い、別表２の基準値を満足す

ること。  

・浸透トレンチや浸透ます

の周囲の充てん材料用に

砕石が必要な場合は、そ

の使用を推進する。  

 再生粒度調整砕

石  

・コンクリート塊又はアスファルト・コ

ンクリート塊から製造した骨材が含ま

れていること。  

・路盤等に砕石が必要な場

合は、その使用を推進す

る。（旧分類：原則使用）  

 再生砂  ・コンクリート塊又はアスファルト・コ

ンクリート塊から製造した骨材が含ま

れていること。  

・敷地内の埋戻し等に砂が

必要な場合は、その使用

を推進する。  

 再生加熱アスフ

ァルト混合物  

・アスファルト・コンクリート塊から製

造した骨材が含まれていること。  

・表層、基層の舗装に加熱

アスファルト混合物が必

要な場合は、その使用を

推進する。（旧分類：原則

使用）  

 再生加熱アスフ

ァルト処理混合

物  

・アスファルト・コンクリート塊から製

造した骨材が含まれていること。  

・路盤に加熱アスファルト

処理混合物が必要な場合

は、その使用を推進す

る。（旧分類：原則使用）  

 再生コンクリー

ト路盤材  

・都関連工事から発生するコンクリート

塊を直径 30cm 程度に加工した路盤材

であること。  

・利用する工事は、建設発生土利用調整

会議で決定したものであること。  

・海面処分場の作業用道路

の路盤材として、その使

用を推進する。  

 再生コンクリー

ト砕石等  

 

・都関連工事から発生するコンクリート

塊をその使用用途に応じて加工した護

岸、護床、路盤、基礎、裏込め等に使

用する再生砕石等であること。  

・工事間利用の場合は、再生利用指定制

・土木工作物、建築物の外

構等の護岸、護床、路

盤、基礎、裏込め等の用

途に、その使用を推進す

る。  



 

24 

度（個別指定）の手続きをしたもので

あること。  

 再生コンクリー

ト埋立材  

・都関連工事から発生するコンクリート

塊をその使用用途に応じて加工した港

湾等の埋立などに使用する再生埋立材

であること。  

・港湾等の埋立などの用途

に、その使用を推進す

る。  

 道床砕石  ・都関連工事から発生する鉄道、地下鉄

等の線路に使用された道床砕石である

こと。  

・工事間利用の場合は、再生利用指定制

度（個別指定）の手続きをしたもので

あること。  

・海面処分場の作業用道路

の路盤材として、その使

用を推進する。  

 再生骨材Ｌを用

いたコンクリー

ト  

・構造物の解体などにより発生したコン

クリート塊を破砕して造ったコンクリ

ート用再生骨材Ｌを、骨材の全部又は

一部に用いたコンクリートであるこ

と。  

・均し（捨て）コンクリー

ト、裏込めコンクリート

等の高い強度、高い耐久

性が要求されない部材及

び部位について、その使

用を推進する。  

・供給施設の以下の情報

や、他情報も参考に活用

検討を行う。  

・再生骨材コンクリート普

及連絡協議会

（https://acrac.org/）  

 再生骨材Ｍを用

いたコンクリー

ト  

・構造物の解体などにより発生したコン

クリート塊を破砕、磨砕、分級して造

ったコンクリート用再生骨材Ｍを、骨

材の全部又は一部に用いたコンクリー

トであること。  

・乾燥収縮や塩害を受けに

くい構造部材や無筋コン

クリート部材について、

その使用を推進する。  

・供給施設の以下の情報

や、他情報も参考に活用

検討を行う。  

・再生骨材コンクリート普

及連絡協議会

（https://acrac.org/）  

再生骨材Ｈを用

いたレディーミ

クストコンクリ

ート  

(注 ２ )  

・構造物の解体などにより発生したコン

クリート塊に対し、破砕、磨砕、分級

等の高度な処理を行い、必要に応じて

粒度調整したコンクリート用再生骨材

Ｈを用いたレディーミクストコンクリ

ートであること。  

・レディーミクストコンク

リートを使用する用途

に、その使用を推進す

る。（軽量コンクリート及

び高強度コンクリートへ

の使用を除く）  

・供給施設の以下の情報

や、他情報も参考に活用

検討を行う。  

・再生骨材コンクリート普

及連絡協議会

（https://acrac.org/）  

廃 棄 物 処 理 に 伴 エコセメントを ・原材料に都市ごみ焼却灰をセメント化 ・均し（捨て）コンクリー

https://acrac.org/
https://acrac.org/
https://acrac.org/
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う 副 産 物 の 有 効

利用を図るもの  

※詳細は P9～

P16 を確認  

用いた均し（捨

て）コンクリー

ト等  

したものを用いていること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・エコセメントを用いた均し（捨て）コ

ンクリート等であることを証明できる

こと。  

ト、基礎コンクリート、

裏込めコンクリートなど

の用途に、その使用を推

進する。  

 エコセメントを

用いたレディー

ミクストコンク

リート  

・原材料に都市ごみ焼却灰をセメント化

したものを用いていること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・エコセメントを用いたレディーミクス

トコンクリートであることを証明でき

ること。  

・レディーミクストコンク

リートを使用する用途

に、その使用を推進す

る。  

 エコセメント  

（直接利用）  

・都市ごみ焼却灰をセメント化したもの

であること。  

・製品 1t につき、都市ごみ焼却灰等が

乾燥ベースで 500kg 以上 使用されて

いること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・エコセメント（直接利用）であること

を証明できること。  

・地盤改良材等にセメント

が必要な場合は、試験施

工として、その使用を推

進する。  

 エコセメントを

用いたコンクリ

ート二次製品  

(注 ３ ) 

・原材料に都市ごみ焼却灰をセメント化

したものを用いていること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・エコセメントを用いたコンクリート二

次製品であることを証明できること。  

・コンクリート二次製品に

おいて、その使用を推進

する。（旧分類：原則使用  

 溶融スラグ（直

接利用）  

・都市ごみ焼却灰又は直接都市ごみを溶

融スラグ化したものであること。  

・重金属等有害物質の含有及び溶出につ

いて溶融スラグ JIS 基準値以下である

こと。  

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ 8、土

砂の性状改良等の材料と

して適している場合に、

試験施工等として使用す

る。  

 溶融スラグを用

いたコンクリー

ト二次製品  

・原材料に都市ごみ焼却灰又は直接都市

ごみを溶融スラグ化したものを用いて

いること。  

・重金属等有害物質の含有及び溶出につ

いて溶融スラグ JIS 基準値以下である

こと。  

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、側

溝などの高強度を必要と

しないコンクリート二次

製品において、試験施工

等として、その使用を推

進する。  

 

8 (巻末)用語の解説「供給状況に地域格差があることに留意しつつ」  
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 溶融スラグを用

いた再生加熱ア

スファルト混合

物  

・原材料に都市ごみ焼却灰又は直接都市

ごみを溶融スラグ化したものを用いて

いること。  

・重金属等有害物質の含有及び溶出につ

いて溶融スラグ JIS 基準値以下である

こと。  

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、原

材料に溶融スラグを用い

て再生加熱アスファルト

混合物を製造するプラン

トが舗装現場の近くに立

地している場合に、試験

施工等として、その使用

を推進する。  

 スーパーアッシ

ュを用いたコン

クリート二次製

品  

(注 1) 

・原材料に都の下水道管理者が下水汚泥

を焼却灰化したものを粒度調整等して

製造したスーパーアッシュ（粒度調整

灰）を用いて製造したコンクリート二

次製品（管渠、人孔、ボックスカルバ

ート、セグメント）であること。製品

には、ER と表示されたものであるこ

と。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準以下であること。  

・下水道管渠などのコンク

リート二次製品におい

て、その使用を推進す

る。  

  ・原材料に都の下水道管理者が下水汚泥

を焼却灰化したものを粒度調整等して

製造したスーパーアッシュ（粒度調整

灰）を用いて製造した基礎くいで、

JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリ

ート製品Ⅱ類、 JIS A 5373 プレキャ

ストプレストレストコンクリート製品

Ⅱ類規格に適合し、製品には ER と表

示されたものであること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準以下であること。  

・下水道施設内の建築物等

の基礎くいとして使用す

るほか、公共用地管理者

自らが建築物等の基礎く

いとして、その使用を推

進する。  

 スーパーアッシ

ュを用いた土木

材料  

・原材料に都の下水道管理者が下水汚泥

を焼却灰化したものを粒度調整等して

製造したスーパーアッシュを用いて製

造した土木材料であること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・セメント混合工法用のベ

ントナイト等の土木材料

として、その使用を推進

する。  

 アスファルト混

合物用汚泥焼却

灰を用いた加熱

アスファルト混

合物（再生・一

般）  

・原材料に都の下水道管理者が下水汚泥

を焼却灰化したものを粒度調整等して

製造したアスファルト混合物用汚泥焼

却灰を用いた加熱アスファルト混合物

（再生・一般）であること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、原

材料にアスファルト混合

物用汚泥焼却灰を用いて

再生加熱アスファルト混

合物を製造するプラント

が舗装現場の近くに立地

している場合に、試験施
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工等として、その使用を

推進する。  

 浄水場発生土を

用いたグランド

舗装材  

・都の水道事業から発生する上水汚泥を

脱水、乾燥等した浄水場発生土を用い

たグランド舗装材であること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・グランド舗装材として、

その使用を促進する。  

 浄水場発生土を

用いた緑化用土  

・都の水道事業から発生する上水汚泥を

脱水、乾燥等した浄水場発生土を用い

た緑化用土であること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・緑化用土として、その使

用を促進する。  

 浄水場発生土を

用いた土ブロッ

ク  

・都の水道事業から発生する上水汚泥を

脱水、乾燥等した浄水場発生土を用い

た土ブロックであること。  

・施工時及び使用時に雨水等による重金

属等有害物質の溶出がないこと又は環

境基準値以下であること。  

・浄水場等の舗装材料とし

て、その使用を推進す

る。  

島 内 産 材 料 の 利

用 を 促 進 す る も

の（岩石、溶岩、

火山礫等）  

※詳細は P7～

P19 を確認  

抗火石（石英粗

面岩）を用いた

土木材料等  

・島内で産出する抗火石（石英粗面岩）

であること。  

・主に島内において、自然

公園法特別区域内の道路

擁壁等に貼り付けるな

ど、その使用を推進す

る。  

火山礫を用いた

土木材料等  

・島内で産出する火山礫であること。  ・主に島内において、道路

の下層路盤材（都単独事

業）、ブロック擁壁の裏込

材、運動場、テニスコー

ト等の路盤材として、そ

の使用を推進する。  

溶岩を用いた土

木材料等  

・島内で産出する溶岩であること。  ・主に島内において、自然

公園法特別区域内の石積

み擁壁等として、その使

用を推進する。  

その他の岩石を

用いた土木材料

等  

・島内で産出する岩石を加工した港湾等

の埋立、自然再生事業、景観回復事業

等に使用する岩石加工品であること。  

・主に島内において、港湾

等の埋立、自然再生事

業、景観回復事業等の用

途に、その使用を推進す

る。  

都 内 の 森 林 育 成

の た め 多 摩 産 材

の 有 効 利 用 を 図

るもの  

※詳細は P9～

P19 を確認  

多摩産材等  

（直接利用）  

・多摩地域で生育し、適正に管理された

森林から生産され、生産から販売まで

の全ての流通工程で多摩産材認証登録

事業者が扱う木材及び製材品等である

こと。  

・国産木材の原料の原木は、伐採に当た

って、森林に関する法令に照らして手

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、丸

太材料として、その使用

を促進する。  

・大規模に木材を使用する

場合や、多摩産材の供給

の不足が見込まれる場合
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続きが適切になされたものであるこ

と。  

等は、多摩産材以外の国

産木材についても積極的

な使用に努めるものとす

る。  

 多摩産材等を用

いた道路(林道

を含む)施設材

料  

・多摩地域で生育し、適正に管理された

森林から生産され、生産から販売まで

の全ての流通工程で多摩産材認証登録

事業者が扱う木材及び製材品等である

こと。  

・国産木材の原料の原木は、伐採に当た

って、森林に関する法令に照らして手

続きが適切になされたものであるこ

と。  

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、道

路（林道を含む）施設材

料として、その使用を促

進する。  

・大規模に木材を使用する

場合や、多摩産材の供給

の不足が見込まれる場合

等は、多摩産材以外の国

産木材についても積極的

な使用に努めるものとす

る。  

 多摩産材等を用

いた河川(治山

を含む)施設材

料  

・多摩地域で生育し、適正に管理された

森林から生産され、生産から販売まで

の全ての流通工程で多摩産材認証登録

事業者が扱う木材及び製材品等である

こと。  

・国産木材の原料の原木は、伐採に当た

って、森林に関する法令に照らして手

続きが適切になされたものであるこ

と。  

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、河

川（治山を含む）施設材

料として、その使用を促

進する。  

・大規模に木材を使用する

場合や、多摩産材の供給

の不足が見込まれる場合

等は、多摩産材以外の国

産木材についても積極的

な使用に努めるものとす

る。  

 多摩産材等を用

いた建築材料  

・多摩地域で生育し、適正に管理された

森林から生産され、生産から販売まで

の全ての流通工程で多摩産材認証登録

事業者が扱う木材及び製材品等である

こと。  

・国産木材の原料の原木は、伐採に当た

って、森林に関する法令に照らして手

続きが適切になされたものであるこ

と。  

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、建

築材料として、その使用

を促進する。  

・大規模に木材を使用する

場合や、多摩産材の供給

の不足が見込まれる場合

等は、多摩産材以外の国

産木材についても積極的

な使用に努めるものとす

る。  

 多摩産材等を用

いた仮設材料  

・多摩地域で生育し、適正に管理された

森林から生産され、生産から販売まで

の全ての流通工程で多摩産材認証登録

事業者が扱う木材及び製材品等である

こと。  

・国産木材の原料の原木は、伐採に当た

って、森林に関する法令に照らして手

続きが適切になされたものであるこ

・供給状況に地域格差があ

ることに留意しつつ、交

通規制等の制約の少ない

工事で使用する工事看

板、一定の場所に固定で

きる広報板等の仮設材料

として、その使用を促進

する。  
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と。  ・大規模に木材を使用する

場合や、多摩産材の供給

の不足が見込まれる場合

等は、多摩産材以外の国

産木材についても積極的

な使用に努めるものとす

る。  

温 室 効 果 ガ ス の

削減を図るもの  

※詳細はＰ9～

P16 を確認  

温室効果ガス

の削減に資す

る資材、建設

機械、工法、

目的物 (注 ４ ) 

・温室効果ガスの削減に資するものであ

ること。  

（例）  

・発生抑制により搬出及び搬入時の運搬

を抑制し温室効果ガスの削減を図るも

の（非開削工法、管更正工法、組立式

人孔、小型マンホール、省面積立坑、

高強度セグメント、シールド二次覆工

の減少又は省略等による建設発生土や

建設泥土の発生土量の削減等）  

・現場内利用により搬出及び搬入時の運

搬を抑制し温室効果ガスの削減を図る

もの（建設発生土や建設泥土改良土等

を現場内で盛土、埋立、裏込、埋戻し

等に利用）  

・多摩産材をはじめとした国産木材、都

内産の植栽材料等の活用による運搬距

離の短縮により温室効果ガスの削減を

図るもの  

・省エネルギー技術等により温室効果ガ

スの削減を図るもの（躯体断熱、開口

部断熱、日射遮蔽、照明、衛生設備等

の採用）  

・土木工事、建築工事、設

備工事において、その使

用を推進する。  

 高効率空調用機

器（熱源機器）  

 

・省エネ技術等により温室効果ガスの削

減を図るもの。別表３に掲げた各機器

において、成績係数（定格ＣＯＰ又は

ボイラ効率）が数値以上であること。  

 

・建築工事において、施設

毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、原則と

して、その使用を推進す

る。（旧分類：原則使用）  

 高効率空調用機

器（熱源以外の

空調機器）  

・省エネ技術等により温室効果ガスの削

減を図るもの。  

・パッケージ形空調機については、別表

４で定める基準を満たすこと。  

・上記のほか、別表５に掲げた各機器に

おいて、該当する部品のいずれかを採

用していること。  

・建築工事において、施設

毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、原則と

して、その使用を推進す

る。（旧分類：原則使用）  

 ガスエンジンヒ

ートポンプ式空

気調和機  

・省エネ技術等により温室効果ガスや窒

素酸化物排出ガスの削減を図るもの。  

・期間成績係数が別表６に示された区分

の数値以上であり、窒素酸化物の排出

濃度が別表５に示された区分の数値以

・建築工事において、施設

毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、その使

用を推進する。  
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下であること  

・冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用

されていないこと。  

 発光ダイオード

を用いた交通信

号機  

・発光ダイオードを用いた交通信号機で

あること。  

・交通信号機を新設、更

新、維持補修する場合

は、原則として、その使

用を推進する。（旧分類：

原則使用）  

 ＬＥＤを光源と

する照明器具  

・別表７で定める基準を満たすこと。  ・施設照明を新設、更新す

る場合は、原則として、

その使用を推進する。（旧

分類：原則使用）  

 高効率のランプ

等を使用した照

明器具（道路照

明) 

・道路照明においては、光源にＬＥＤを

用いたものを標準とするが、セラミッ

クメタルハライドランプ、高圧ナトリ

ウムランプを使用した照明施設を選択

する場合、水銀ランプを使用した場合

と比較して電力消費量が 45％以上削

減されるものであること。  

・設置場所に求められる光色、演色性及

び配光特性を検討し、適切な光源及び

照明器具を選択すること。  

・道路照明を新設、更新す

る場合は、原則として、

その使用を推進する。（旧

分類：原則使用）  

 ノンフロン断熱

材  

・オゾン層を破壊する物質が使用されて

いないこと。  

・ハイドロフルオロカーボン(いわゆる

代替フロン)が使用されていないこ

と。  

・再生資源を使用している又は使用後に

再生資源として使用できること。  

・建築設備工事における内

外装材などで、材料の特

性に応じた使用を推進す

る。（旧分類：原則使用）  

 低炭素（中温

化）アスファル

ト混合物［機械

式フォームド方

式］  

・機械により水蒸気を添加しアスファル

トを発泡させた材料であり、通常のア

スファルト混合物（再生材の場合は、

再生加熱アスファルト混合物）と比較

して、製造温度を 10 度以上温度低減

可能であること。  

・通常混合物と同等以上の締固め性能を

確保できるものとして、製造された混

合物であること。  

・表層、基層の舗装に加熱

アスファルト混合物が必

要な場合は、その使用を

推進する。  

 

ヒ ー ト ア イ ラ ン

ド 対 策 を 図 る も

の  

※詳細は P9～

P16 を確認  

ヒートアイラン

ド対策に資する

資材、建設機

械、工法、目的

物  

(注 5)  

・温度を下げることによりヒートアイラ

ンド対策に資するものであること。  

（例）  

・植物の蒸散による気化熱により温度を

下げるもの（屋上緑化、壁面緑化、護

岸緑化、校庭芝生化等）  

・高反射率塗料の採用により太陽光線中

の近赤外線領域を効率的に反射して、

昼間の建築物外装・外構資材への蓄熱

・土木工事、建築工事、設

備工事において、その使

用を推進する。  
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を抑制し、夜間の大気への放熱を緩和

するもの  

・環境配慮型舗装（保水性舗装、遮熱性

舗装等）を採用し、路面温度を下げる

もの  

 高反射率塗料  ・太陽光線中の近赤外線領域を効率的に

反射して、昼間の建築物外装・外構資

材への蓄熱を抑制し、夜間の大気への

放熱を緩和するものであること。  

・近赤外波長域日射反射率が別表８に示

す数値以上であること。  

・近赤外波長域の日射反射率保持率の平

均が 80%以上であること。  

・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等

の有害金属類を添加していない塗料で

あって、従来型の溶剤系塗料と比較し

VOC 含有量を低減した塗料であるこ

と。  

・工事等に使用する場合

は、その使用を推進す

る。  

そ の 他 環 境 負 荷

の 低 減 に 寄 与 す

るもの  

※詳細はＰ９～

Ｐ16 を確認  

ＬＥＤを光源と

する非常用照明

器具  

・蓄電池内蔵の非常用照明器具は、光源

にＬＥＤを用い、光源を含む器具に六

価クロム及び鉛又は、これらを含む化

合物並びに水銀を含まないものである

こと。  

・蓄電池の容量は、光源をミニハロゲン

電球とするものの 50％以下であるこ

と。  

・非常用照明を新設、更新

する場合は、その使用を

推進する。  

 照明制御システ

ム  

・ＬＥＤ照明器具及びそれらの照明器具

を制御する照明制御装置（回路分割制

御に用いる手動スイッチを含む。）か

らなるものであること。  

・分割制御、人感制御、明るさ制御等の

電力節減機能を有していること。  

・施設照明を新設、更新す

る場合は、その使用を推

進する。  

 環境配慮形(Ｅ

Ｍ)電線・ケー

ブル  

・被覆材料は、燃焼時において腐食性ガ

スを発生せず、発煙濃度が非常に低い

こと。  

・被覆材料の有害物質（鉛、水銀、カド

ミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェ

ニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル）

含有率が RoHS 指令に適合しているこ

と。  

・工事等（工事で設置する

機材内配線を含む。）に敷

設する場合は、原則とし

て、その使用を推進す

る。（旧分類：原則使用）  

 RoHS 指令対応

電線・ケーブル  

 

・被覆材料の有害物質（鉛、水銀、カド

ミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェ

ニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル）

含有率が RoHS 指令に適合しているこ

と。  

・主に屋外の工事等（工事

で設置する機材内配線を

含む。）に使用する場合

は、その使用を推進す

る。  

 鉛フリー亀甲金

網  

・ポリ塩化ビニル被覆金網において、材

料として有害物質（鉛、水銀、カドミ

・工事等に使用する場合

は、その使用を推進す
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ニウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェ

ニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル）

(注 6)を添加しないポリ塩化ビニルで被

覆した金網であること。  

る。  

 低ＶＯＣ塗料  

（建築物内装用

に限る。）  

・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等

の有害金属類を添加していない塗料で

あって、VOC 含有量１％以下（鉄部

用は５%以下）の水性塗料であるこ

と。  

・塗料を使用する場合は、

その使用を推進する。  

 低ＶＯＣ塗料  

（建築物外装

用に限る。）  

・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等

の有害金属類を添加していない塗料で

あって、粉体・無溶剤系塗料、又は水

性塗料であること。  

・塗料を使用する場合は、

その使用を推進する。  

 低ＶＯＣ塗料  

（構造物用（建

築物内装用及び

外装用を除

く。）に限る。）  

・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等

の有害金属類を添加していない塗料で

あって、粉体・無溶剤系塗料、水性塗

料、又は VOC 含有量が 30％以下の低

VOC 塗料（溶剤系）であること。  

・塗料を使用する場合は、

その使用を推進する。  

 都内産の緑化植

物（支給材）  

・出荷時点において、１年以上継続して

都内の農地で栽培管理しているもので

あること。  

・支給材とは、発注者が支給する苗木を

指すものとする。  

・植栽材料として、その使

用を促進する。  

 都内産の緑化植

物（請負材）  

・出荷時点において、１年以上継続して

都内の農地で栽培管理しているもので

あること。  

・請負材とは、受注者が自ら購入する苗

木等を指すものとする。  

・都内産の緑化植物（請負材）であるこ

とを証明できること。  

・植栽材料として、その使

用を促進する。  

 電炉鋼材などの

リサイクル鋼材  

・鉄スクラップを原料として使用してい

ること。  

・土木工事、建築工事等に

おいて、その使用を推進

する。  

 排出ガス対策型

建設機械  

・別表９に掲げる建設機械の内、発動発

電機について、搭載されているディー

ゼルエンジンから排出される各排出ガ

ス成分及び黒煙の量が、それぞれ第３

次基準又はこれより優れるものである

こと。  

・土木工事等において、そ

の使用を推進する。  

 電気便座  ・別表 10 で定める基準を満たすこと。  ・電気便座を新設、更新す

る場合は、原則として、

その使用を推進する。（旧

分類：原則使用）  

（注 １ ）道 路 管理 者 等と 協 議 の上 使 用  

（注 ２ ）現 場 に搬 入 され る ま だ固 ま らな い コン ク リー ト で 、 JIS A 5308「レ デ ィ ーミ ク スト コ ンク リ ート 」 の規 定 に相

当ず る もの  

（注 ３ ）工 事 の種 類 に応 じ た 材料 と して 適 合す る もの の 調 達が 可 能な 場 合は 、 原則 と し て使 用 する 。  

また 、 国道 で 使用 す る場 合 は 、道 路 管理 者 との 協 議が 必 要  
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（注 ４ ）資 材 、建 設 機械 、 工 法、 目 的物 は 、温 室 効果 ガ ス 削減 に 資す る もの を 標準 と す る。 具 体的 に は、 工 事の 種 類、

建築 物 や工 作 物な ど の使 用 用 途、面積 、階数 、構 造、意 匠 など を 踏ま え て工 事 毎に 検 討 し、採用 可 能な も のを 使

用す る。別 表 11「 温室 効 果ガ スに 資 する 資 材、建設 機 械、工法 、目 的 物の 例」を掲 載 し てい る ので 参 考と さ れた

い。  

（注 ５ ）資 材 、建 設 機械 、 工 法、 目 的物 は 、ヒ ー トア イ ラ ンド 対 策に 資 する も のを 標 準 とす る 。具 体 的に は 、工 事 の種

類、使用 用 途、構 造な ど を踏 まえ て 工事 毎 に検 討 し、採用 可能 な もの を 使用 す る。なお 、具 体的 品 目を 特 定し て

いな い ため 、 実績 調 査の 対 象 外と す る。  

（注 ６）RoHS 指 令（ 鉛、水 銀、六価 ク ロム 、ポ リ 臭化 ビ フェ ニ ル、ポリ 臭 化ジ フ ェニ ルエ ー テル 、フ タ ル酸 エ ステ ル類

４種 は 含有 率 1,000ppm 以下 、カ ド ミウ ム は含 有 率 100ppm 以下 ）に 適 合す る 製品 と す る。  

 

別表 １  不 純 物量 の 上限 値  

分類  不純 物 の内 容  上限 値 （ 注 )（ ％）  

A タイ ル 、れ ん が、 陶 磁器 類 、 アス フ ァル ト ・コ ン クリ ー ト 塊  2.0 

B ガラ ス 片  0.5 

C 石こ う 及び 石 こう ボ ード 片  0.1 

D C 以外 の無 機 系ボ ー ド片  0.5 

E プラ ス チッ ク 片  0.5 

F 木片 、 竹片 、 布切 れ 、紙 く ず 、ア ス ファ ル ト塊  0.1 

G 金属 片  1.0 

－  不純 物 の合 計 （上 記 A～G の 不純 物 の合 計 ）  3.0 

（注)上限 値 は質 量 比で 表 し 、各 分 類に お ける 不 純物 の 内 容の 合 計に 対 する 値 を示 し て いる 。  

（備 考 ）JIS A 5023「 再生 骨 材 L を 用 いた コ ン クリ ー ト」 付属 書 A の A.4.2 に よっ て 試 験を 行 う。  

 

別表 ２  六 価 クロ ム 化合 物 の 基準 値  

試験 方 法  試料 形 態  六価 ク ロム 化 合物 基 準値  

溶出 試 験  

（JIS K 0058-1）  
有姿  0.05mg/L 以 下  

含有 量 試験  

（JIS K 0058-2）  
粉砕  250mg/kg 以 下  

 

別表 ３  高 効 率空 調 用機 器 （ 熱源 機 器）  

熱源 機 種  
温熱 源 基準 （ 定 格 COP 又は  

ボイ ラ ー効 率 （高 位 発熱 量 基 準の 数 値）  
冷熱 源 基準 （ 定 格 COP）  

蒸気 ボ イラ ー （伝 熱 面 積 10 ㎡以 上 ）  0.838   

温水 ボ イラ ー  0.855   

直焚 吸 収冷 温 水機  0.864  1.283 

排熱 投 入型 直 焚吸 収 冷温 水 機  0.823  1.250 

小型 吸 収冷 温 水機 ユ ニッ ト  0.847  1.209 

空気 熱 源ヒ ー トポ ン プユ ニ ッ ト  3.650  4.126 

熱回 収 ヒー ト ポン プ ユニ ッ ト  2.630  2.558 

熱回 収 ター ボ 冷凍 機  5.386  4.438 

水冷 チ リン グ ユニ ッ ト   5.120 

空冷 チ リン グ ユニ ッ ト   3.918 

ター ボ 冷凍 機   6.00 

ブラ イ ンタ ー ボ冷 凍 機   4.634 

蒸気 吸 収冷 凍 機   1.227 

温水 吸 収冷 凍 機   0.700 

※冷 温 共用 が ある 機 器の 場 合 、高 い 数値 を 採用 す るこ と 。  

 

（参 考 ）熱 源 機種 の 判断 基 準  

熱源 機 種  判断 基 準  
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蒸気 ボ イラ ー  鋼製 ボ イラ ー （炉 筒 煙管 ボ イ ラー 、 水管 ボ イラ ー 等）、鋼 製簡 易 ボイ ラ ー、 小 型貫 流 ボ イラ ー 、鋳 鉄

製ボ イ ラー （ セク シ ョナ ル ボ イラ ー 等）、鋳 鉄 製簡 易 ボイ ラー 等 、燃 料 の燃 焼 によ り 蒸 気ま た は高 温

水を 製 造す る もの 。  

温水 ボ イラ ー  鋼製 ボ イラ ー 、鋼 製 簡易 ボ イ ラー 、 小型 貫 流ボ イ ラー 、 鋳 鉄製 ボ イラ ー 、鋳 鉄 製簡 易 ボ イラ ー 、真

空式 温 水発 生 機、 無 圧式 温 水 発生 機 等、 燃 料の 燃 焼に よ り 温水 を 製造 す るも の 。  

直焚 吸 収冷 温 水

機  

直（ ガ ス・ 油 ）焚 吸 収冷 温 水 機、 直 焚二 重 効用 吸 収冷 温 水 機、 直 焚三 重 効用 吸 収冷 温 水 機、 ガ ス

（油 ） 冷温 水 発生 機 等、 加 熱 源が ガ ス又 は 油の 吸 収冷 温 水 機で 冷 温水 を 切換 又 は同 時 取 出で 製 造す

るも の 。  

排熱 投 入型 直 焚

吸収 冷 温水 機  

排熱 投 入型 直 （ガ ス ・油 ） 焚 吸収 冷 温水 機 、ジ ェ ネリ ン ク 、排 熱 投入 型 直焚 二 重効 用 吸 収冷 温 水

機、 排 熱投 入 型ガ ス （油 ） 冷 温水 発 生機 等 、加 熱 源が コ ー ジェ ネ レー シ ョン 等 の排 熱 及 びガ ス 又は

油の 吸 収冷 温 水機 で 冷温 水 を 切換 又 は同 時 取出 で 製造 す る もの 。  

小型 吸 収冷 温 水

機ユ ニ ット  

小型 吸 収冷 温 水機 ユ ニッ ト 、 小型 吸 収冷 温 水機 、 パネ ル 型 吸収 冷 温水 機 、冷 却 塔一 体 型 吸収 冷 温水

機等 、 加熱 源 がガ ス 又は 油 の 冷凍 能 力が 単 体 で 281ｋ Ｗ （ 80RT)未 満の 吸 収冷 温 水機 又 は GHP チ ラ

ーで 冷 温水 を 製造 す るも の 。  

空気 熱 源ヒ ー ト

ポン プ ユニ ッ ト  

空気 熱 源ヒ ー トポ ン プユ ニ ッ ト、 空 冷ヒ ー トポ ン プ、 空 冷 スク リ ュー ヒ ート ポ ンプ チ ラ ー、 氷 蓄熱

ユニ ッ ト、 水 熱源 ヒ ート ポ ン プユ ニ ット （ 温熱 源）、 ヒー ティ ン グタ ワ ーヒ ー トポ ン プ （温 熱 源）

等、 往 復動 圧 縮機 、 スク リ ュ ー圧 縮 機、 ス クロ ー ル圧 縮 機 によ る 空気 熱 源ヒ ー トポ ン プ で冷 温 水を

製造 す るも の 。  

熱回 収 ヒー ト ポ

ンプ ユ ニッ ト  

熱回 収 ヒー ト ポン プ ユニ ッ ト 、熱 回 収チ ラ ー、 冷 温水 同 時 取出 型 空冷 ヒ ート ポ ンプ チ ラ ー等 、 往復

動圧 縮 機、 ス クリ ュ ー圧 縮 機 、ス ク ロー ル 圧縮 機 によ る ヒ ート ポ ンプ 又 は、 遠 心圧 縮 機 によ る ヒー

ティ ン グタ ワ ーヒ ー トポ ン プ （冷 房 、暖 房 及び 熱 回収 運 転 が可 能 なも の。） で、 冷 水と 温水 を 同時 に

製造 す るも の 。  

熱回 収 ター ボ 冷

凍機  

熱回 収 ター ボ 冷凍 機 、ダ ブ ル バン ド ルタ ー ボ冷 凍 機等 、 遠 心圧 縮 機に よ る水 熱 源ヒ ー ト ポン プ で、

冷水 と 温水 を 同時 に 製造 す る もの 。  

水冷 チ リン グ ユ

ニッ ト  

水冷 チ リン グ ユニ ッ ト、 水 冷 チラ ー 、水 冷 スク リ ュー 冷 凍 機、 水 熱源 ス クリ ュ ーヒ ー ト ポン プ チラ

ー、 ブ ライ ン チラ ー 、水 熱 源 ヒー ト ポン プ ユニ ッ ト（ 冷 熱 源）、ヒ ー ティ ン グタ ワ ーヒ ート ポ ンプ

（冷 熱 源） 等 、往 復 動圧 縮 機 、ス ク リュ ー 圧縮 機 、ス ク ロ ール 圧 縮機 に よる 水 冷式 冷 凍 機又 は 冷暖

房切 替 式の 水 熱源 ヒ ート ポ ン プで 、 冷水 （ ブラ イ ンを 含 む 。） 又は 冷 温水 を 製造 す るも の。  

空冷 チ リン グ ユ

ニッ ト  

空冷 チ リン グ ユニ ッ ト、 空 冷 チラ ー 、空 冷 スク リ ュー 冷 凍 機等 、 往復 動 圧縮 機 、ス ク リ ュー 圧 縮

機、 ス クロ ー ル圧 縮 機に よ る 空冷 式 冷凍 機 で冷 水 （ブ ラ イ ンを 含 む。）を 製 造す る もの 。  

ター ボ 冷凍 機  ター ボ 冷凍 機 、遠 心 冷凍 機 、 イン バ ータ タ ーボ 冷 凍機 、 小 型タ ー ボ冷 凍 機、 蒸 気タ ー ビ ン駆 動 ター

ボ冷 凍 機等 、 遠心 圧 縮機 に よ る水 冷 式冷 凍 機で 冷 水を 製 造 する も の。  

ブラ イ ンタ ー ボ

冷凍 機  

ター ボ 冷凍 機 、遠 心 冷凍 機 、 イン バ ータ タ ーボ 冷 凍機 、 小 型タ ー ボ冷 凍 機、 蒸 気タ ー ビ ン駆 動 ター

ボ冷 凍 機等 、 遠心 圧 縮機 に よ る水 冷 式冷 凍 機で 冷 水（ ブ ラ イン の 場合 に 限る 。） を 製造 する も の。  

蒸気 吸 収冷 凍 機  蒸気 吸 収冷 凍 機、 蒸 気二 重 効 用吸 収 冷凍 機 、 一 重 二重 効 用 吸収 冷 凍機 、 排熱 投 入型 蒸 気 吸収 冷 凍機

等、 加 熱源 が 蒸気 の 吸収 冷 凍 機で 冷 水を 製 造す る もの 。  

温水 吸 収冷 凍 機  温水 吸 収冷 凍 機、 低 温水 吸 収 冷凍 機 、温 水 単効 用 吸収 冷 凍 機等 、 排ガ ス 排温 水 投入 型 吸 収冷 温 水機

（冷 熱 源） 等 、加 熱 源が 温 水 の吸 収 冷凍 機 で冷 水 を製 造 す るも の 。  

 

別表 ４  パ ッ ケー ジ 形空 調 機 の判 断 基準  

環境 配 慮仕 様  備考  

【判 断 の基 準 】  

① 家 庭 用 の パ ッ ケ ー ジ 形 空 調 機 の う ち 、 表 １

の も の に あ っ て は 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が

表 １ に 示 さ れ た 区 分 ご と の 基 準 エ ネ ル ギ ー

消費 効 率に 114/100 を 乗じ て 小数 点 以下 １

桁 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 て た 数 値 を 下 回 ら な

いこ と 。  

② 上 記 ① 以 外 の 家 庭 用 の エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ

ー に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 表 ２

に 示 さ れ た 区 分 ご と の 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効率 に 114/100 を 乗 じ て小 数 点以 下 １桁 未

満 の 端 数 を 切 り 捨 て た 数 値 を 下 回 ら な い こ

１  次 のい ず れか に 該当 す る もの に つい て は、本項 の 判断 の基 準 の対 象

に含 ま れな い もの と する 。  

①冷 房 能力 が 28kW（ マ ルチ タイ プ のも の は 50.4kW） を 超え る もの  

②ウ ィ ンド 形 ・ウ ォ ール 形 及 び冷 房 専用 の もの  

③水 冷 式の も の  

④圧 縮 用電 動 機を 有 しな い 構 造の も の  

⑤電 気 以外 の エネ ル ギー を 暖 房の 熱 源と す る構 造 のも の  

⑥機 械 器具 の 性能 維 持若 し く は飲 食 物の 衛 生管 理 を目 的 と する も の  

⑦専 ら 室外 の 空気 を 冷却 し て 室内 に 送風 す る構 造 のも の  

⑧ス ポ ット エ アコ ン ディ シ ョ ナー  

⑨車 両 その 他 の輸 送 機関 用 に 設計 さ れた も の  

⑩高 気 密・ 高 断熱 住 宅用 ダ ク ト空 調 シス テ ム  
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と。  

③ 業 務 の 用 に 供 す る パ ッ ケ ー ジ 形 空 調 機 に つ

い て は 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 表 ３ に 示 さ

れ た 区 分 ご と の 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 又

は 算 定 式 を 用 い て 算 定 し た 基 準 エ ネ ル ギ ー

消費 効 率を 下 回ら な いこ と 。  

④ 家 庭 用 パ ッ ケ ー ジ 形 空 調 機 及 び 業 務 用 に 供

す る パ ッ ケ ー ジ 形 空 調 機 （ 冷 房 能 力 が

22.4kW 以 上の も のを 除 く。） につ い ては 、

冷 媒 に 使 用 さ れ る 物 質 の 地 球 温 暖 化 係 数 は

750 以 下 であ る こ と。 そ れ 以 外に つ い ては

冷 媒 に 可 能 な 限 り 地 球 温 暖 化 係 数 の 小 さ い

物質 が 使用 さ れて い るこ と 。  

⑤ 特 定 の 化 学 物 質 が 含 有 率 基 準 値 を 超 え な い

こ と 。 ま た 、 当 該 化 学 物 質 の 含 有 情 報 が ウ

エブ サ イト 等 で容 易 に確 認 で きる こ と。  

 

【配 慮 事項 】  

① 資 源 有 効 利 用 促 進 法 の 判 断 の 基 準 を 踏 ま

え 、 製 品 の 長 寿 命 化 及 び 省 資 源 化 又 は 材 料

の 再 生 利 用 の た め の 設 計 上 の 工 夫 が な さ れ

てい る こと 。  

② 製 品 を 設 計 し 、 製 造 す る 場 合 は 、 冷 媒 の 充

填 量 の 低 減 、 一 層 の 漏 え い 防 止 、 回 収 の し

や す さ な ど に 配 慮 し 、 併 せ て こ れ ら の 情 報

の開 示 がな さ れて い るこ と 。  

③ プ ラ ス チ ッ ク 部 品 が 使 用 さ れ る 場 合 に は 、

再 生 プ ラ ス チ ッ ク が 可 能 な 限 り 使 用 さ れ て

いる こ と。  

④ 製 品 の 包 装 又 は 梱 包 は 、 可 能 な 限 り 簡 易 で

あ っ て 、 再 生 利 用 の 容 易 さ 及 び 廃 棄 時 の 負

荷低 減 に配 慮 され て いる こ と 。  

⑤ 包 装 材 等 の 回 収 及 び 再 使 用 又 は 再 生 利 用 の

ため の シス テ ムが あ るこ と 。  

⑪ 冷 房 の た め の 熱 を 蓄 え る 専 用 の 蓄 熱 槽 (暖 房 用 を 兼 ね る も の を 含

む。)を有 す る構 造 のも の  

⑫ 専 用 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル で 発 生 し た 電 力 に よ っ て 圧 縮 機 、 送 風

機そ の 他主 要 構成 機 器を 駆 動 する 構 造の も の  

⑬床 暖 房又 は 給湯 の 機能 を 有 する も の  

⑭熱 回 収式 マ ルチ エ アコ ン  

２  「 マル チ タイ プ のも の」とは 、１の 室 外機 に ２以 上 の 室内 機 を接 続

する も のを い う。  

３  判 断の 基 準④ に つい て は 、経 済産 業 省関 係 フロ ン 類の 使用 の 合理 化

及び 管 理の 適 正化 に 関す る 法 律施 行 規則 （ 平 成 27 年 経済 産業 省 令第

29 号 ） 第 3 条 に 規定 す る家 庭用 エ アコ ン ディ シ ョナ ー 及 び店 舗 ・事

務所 用 エア コ ンデ ィ ショ ナ ー のう ち 、平 成 27 年 経済 産 業省 告示 第 50

号 （ エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー の 製 造 業 者 等 の 判 断 の 基 準 と な る べ き 事

項）によ り 目標 値 及び 目 標年 度が 定 めら れ る製 品 に適 用 す るも の とす

る。  

４  「 地球 温 暖化 係 数」とは 、地 球 の温 暖 化を も たら す 程 度の 二 酸化 炭

素に 係 る当 該 程度 に 対す る 比 を示 す 数値 を いう 。  

５  「 特定 の 化学 物 質」とは 、鉛及 び その 化 合物 、水銀 及 び その 化 合物 、

カド ミ ウム 及 びそ の 化合 物 、六価 ク ロム 化 合物 、ポリ ブ ロ モビ フ ェニ

ル並 び にポ リ ブロ モ ジフ ェ ニ ルエ ー テル を いう 。  

６  判 断の 基 準⑤ に つい て は 、ユ ニ ット 型 エア コ ンデ ィ シ ョナ ー（パ ッ

ケ ー ジ 用 の も のを 除 く 。） に 適 用 す る こ と とし 、 特 定 の 化 学 物 質 の含

有率 基 準値 は 、 JIS C 0950:2008（ 電気 ・ 電子 機 器の 特 定 の化 学 物質

の含 有 表示 方 法）の 附属 書 Ａ の 表 A.1（特 定 の化 学 物 質、化学 物 質記

号、算 出対 象 物質 及 び含 有 率 基準 値 ）に 定 める 基 準値 と し 、基 準 値を

超え る 含有 が 許容 さ れる 項 目 につ い ては 、上 記 JIS の 附属 書Ｂ に 準ず

る も の と す る 。 な お 、 そ の 他 付 属 品 等 の 扱 い に つ い て は JIS C 

0950:2008 に 準 ずる も のと す る。  

７  「 再生 プ ラス チ ック 」と は、使 用さ れ た後 に 廃棄 さ れ たプ ラ スチ ッ

ク 製 品 の 全 部 若 し く は 一 部 又 は 製 品 の 製 造 工 程 の 廃 棄 ル ー ト か ら 発

生 す る プ ラ ス チ ッ ク 端 材 若 し く は 不 良 品 を 再 生 利 用 し た も の を い う

（た だ し、 原 料と し て同 一 工 程内 で 再生 利 用さ れ るも の は 除く 。）。  

８  調 達を 行 う各 機 関は 、化 学物 質 の適 正 な管 理 のた め 、物品 の 調達 時

に確 認 した 特 定の 化 学物 質 の 含有 情 報を 、当 該 物品 を 廃棄 する ま で管

理・ 保 管す る こと 。  

 

表１  家庭 用 品品 質 表示 法 施 行令 別 表第 ３ 号（ 一 ）の エ ア コン デ ィシ ョ ナー で あっ て 直 吹き 形 で壁 掛 け形 の もの （ マル

チタ イ プの も のの う ち室 内 機 の運 転 を個 別 制御 す るも の を 除く 。） の うち 冷 房能 力 が 4.0kW 以 下 のも の に係 る 基準 エ ネ

ルギ ー 消費 効 率  

区分  
基準 エ ネル ギ ー消 費 効率  

冷房 能 力  室内 機 の寸 法 タイ プ  

3.2kW 以下  
寸法 規 定タ イ プ  5.8 

寸法 フ リー タ イプ  6.6 

3.2kW 超  

4.0kW 以下  

寸法 規 定タ イ プ  4.9 

寸法 フ リー タ イプ  6.0 

（備 考 ）  

１  家 庭用 品 品質 表 示法 施 行 令別 表 第３ 号 （一 ） のエ ア コ ンデ ィ ショ ナ ーと は 、電 動 機 の定 格 消費 電 力の 合 計が 3kW

以下 、電熱 装 置を 有 する も の にあ っ ては 、その 電 熱装 置 の 定格 消 費電 力 が 5kW 以 下の もの に 限り 、電気 冷 風機 及 び

熱電 素 子を 使 用す る もの を 除 く。  

２  「室 内 機の 寸 法タ イ プ」とは 、室 内 機の 横 幅寸 法 800 ミリ メ ート ル 以下 か つ高 さ 295 ミ リメ ー トル 以 下の 機 種を

寸法 規 定タ イ プと し 、そ れ 以 外を 寸 法フ リ ータ イ プと す る 。  

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 算 定 法 に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 経 済 産 業 省 告 示 第

213 号 （平 成 21 年 6 月 22 日 ）の 「 ３エ ネ ルギ ー 消費 効 率 の測 定 方法 (2)」に よ る。 表 ２に お いて 同 じ。  
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表２  家庭 用 のパ ッ ケー ジ 形 空調 機 に係 る 基準 エ ネル ギ ー 消費 効 率  

区 分  基準 エ ネル ギ ー  

消費 効 率  ユニ ッ トの 形 態  冷房 能 力  

直吹 き 形で 壁 掛け 形 のも の  

4.0kW 超 5.0kW 以 下  5.5 

5.0kW 超 6.3kW 以 下  5.0 

6.3kW 超 28.0kW 以 下  4.5 

直吹 き 形で 壁 掛け 形 以外 の も の

（マ ル チタ イ プの も のの う ち 室内

機の 運 転を 個 別制 御 する も の を除

く。）  

3.2kW 以下  5.2 

3.2kW 超 4.0kW 以 下  4.8 

4.0kW 超 28.0kW 以 下  4.3 

マル チ タイ プ のも の であ っ て 室内

機の 運 転を 個 別制 御 する も の  

4.0kW 以下  5.4 

4.0kW 超 7.1kW 以 下  5.4 

7.1kW 超 28.0kW 以 下  5.4 

 

表３  業務 の 用に 供 する パ ッ ケー ジ 形空 調 機に 係 る基 準 エ ネル ギ ー消 費 効率  

区 分  
基準 エ ネル ギ ー消 費 効率 又 は 算定 式  

形態 及 び機 能  室内 機 の種 類  冷房 能 力  

複数 組 合せ 形 のも の 及び 下 記

以外 の もの  

（室 内 機の 運 転を 個 別制 御 し

ない も の）  

四方 向 カセ ッ ト形  

3.6kW 未満  E=6.0 

3.6kW 以上 10.0kW 未 満  E=6.0-0.083×(A-3.6) 

10.0kW 以上 20.0kW 未 満  E=6.0-0.12×(A-10) 

20.0kW 以上 28.0kW 以 下  E=5.1-0.060×(A-20) 

四方 向 カセ ッ ト形

以外  

3.6kW 未満  E=5.1 

3.6kW 以上 10.0kW 未 満  E=5.1-0.083×(A-3.6) 

10.0kW 以上 20.0kW 未 満  E=5.1-0.10×(A-10) 

20.0kW 以上 28.0kW 以 下  E=4.3-0.050×(A-20) 

マル チ タイ プ のも の で室 内 機

の運 転 を個 別 制御 す るも の  

（主 に ビル 用 マル チ エア コ

ン）  

 10.0kW 未満  E=5.7 

 10.0kW 以上 20.0kW 未 満  E=5.7-0.11×(A-10) 

 20.0kW 以上 40.0kW 未 満  E=5.7-0.065×(A-20) 

 40.0kW 以上 50.4kW 以 下  E=4.8-0.040×(A-40) 

室内 機 が床 置 きで ダ クト 接 続

形の も の及 び これ に 類す る も

の（ 設 備用 エ アコ ン で工 場 な

ど大 空 間に 使 用さ れ るも の ）  

直吹 き 形  
20.0kW 未満  E=4.9 

20.0kW 以上 28.0kW 以 下  E=4.9 

ダク ト 形  
20.0kW 未満  E=4.7 

20.0kW 以上 28.0kW 以 下  E=4.7 

（備 考 ）  

１  「 ダク ト 接続 形 のも の 」 とは 、 吹き 出 し口 に ダク ト を 接続 す るも の をい う 。  

２  E 及 び A は 次 の数 値 を表 すも の とす る 。  

E： 基準 エ ネル ギ ー消 費 効率 （単 位 ：通 年 エネ ル ギー 消 費 効率 ）  

A： 冷房 能 力（ 単 位： kW）  

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 算 定 法 に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 経 済 産 業 省 告 示 第

213 号 （平 成 21 年 6 月 22 日 ）の 「 ３エ ネ ルギ ー 消費 効 率 の測 定 方法 (3)」に よ る。  

 

別表 ５  高 効 率空 調 用機 器 （ 熱源 以 外の 空 調機 器 ）  

 部品 名  部品 名  部品 名  部品 名  

 モー タ 直結 型 ファ

ン  

永久 磁 石（IPM）

モー タ  
プラ グ ファ ン  楕円 管 熱交 換 器  

冷却 塔  ○  
ファ ン 用又 は  

散水 ポ ンプ 用  
  

空調 用 ポン プ   ○    

空調 機  

(いわ ゆるｴｱﾊﾝﾄﾞﾘ

ﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ) 

○  ○  ○  ○  
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ファ ン  
○  ○    

（備 考 ）  

１  別 表５ に 掲げ た 各機 器 に おい て 、該 当 する 部 品の い ず れか を 採用 し てい る こと 。  

２  冷 却塔 、空 調 用ポ ン プ、空調 機（ い わゆ る エア ハ ンド リン グ ユニ ッ ト）、空 調・換 気設 備 用フ ァ ンに つ いて も、 イ

ンバ ー ター 制 御機 器 の導 入 を 検討 し 、そ の 使用 を 推進 す る こと 。  

 

別表 ６  期 間 成績 係 数及 び 窒 素酸 化 物排 出 濃度  

区分  期間 成 績係 数(APFp)  窒素 酸 化物 排 出濃 度 (12 モー ド) 

冷房 能 力 が 28kW 以 上 35.5kW 未 満  1.27 以 上  100ppm 以下  

冷房 能 力 が 35.5kW 以 上、 45kW 未 満  1.46 以 上  100ppm 以下  

冷房 能 力 が 45kW 以 上 56kW 未満  1.59 以 上  90ppm 以下  

冷房 能 力 が 56kW 以 上  1.70 以 上  90ppm 以下  

1 窒 素酸 化 物排 出 濃度 の 測定 方法 は 、 JIS B 8627 に 定め る 窒素 酸 化物 濃 度試 験 方法 に よ る。  

2 窒 素酸 化 物排 出 濃度 の 数値 は、 酸 素濃 度 0%換 算 値と す る。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 とす る「 ガ スエ ン ジン ヒ ート ポン プ 式空 気 調和 機」は、JIS B 8627 に 規 定さ れ るも の で、

定格 冷 房能 力 が 28kW 以 上 の もの と する 。  

２  期 間成 績 係数 （APFp） の算 出 方法 は 、 JIS B 8627 に よる 。  

 

別表 ７  Ｌ Ｅ Ｄを 光 源と す る 照明 器 具の 判 断の 基 準  

環境 配 慮仕 様  

LED 照明 器 具  【判 断 の基 準 】  

①投 光 器及 び 防犯 灯 を除 く LED 照明 器 具で あ る場 合 は、 次の 要 件を 満 たす こ と。  

ア．基 準値 １ は 、固 有 エネ ル ギー 消 費効 率 が表 １ －１ に 示 され た 基準 を 満た す こと 、又 は、固 有エ

ネル ギ ー消 費 効率 が 表１ － ２ に示 さ れた 基 準を 満 たし 、か つ、初 期照 度 補正 制 御、人感 セン サ

制御 、 あか る さセ ン サ制 御 、 調光 制 御等 の 省エ ネ ルギ ー 効 果の 高 い機 能 があ る こと 。  

イ． 基 準値 ２ は、 固 有エ ネ ル ギー 消 費効 率 が表 １ －２ に 示 され た 基準 を 満た す こと 。  

ウ． 演 色性 は 平均 演 色評 価 数 Ra が 80 以上 で ある こ と。 た だし 、 ダウ ン ライ ト 及び 高 天 井器 具 の

場合 は 、平 均 演色 評 価 数 Ra が 70 以 上で あ るこ と 。  

②投 光 器及 び 防犯 灯 であ る 場 合は 、 次の 要 件を 満 たす こ と 。  

ア． 固 有エ ネ ルギ ー 消費 効 率 が表 ２ に示 さ れた 基 準を 満 た すこ と 。  

イ． 演 色性 は 平均 演 色評 価 数 Ra が 70 以上 で ある こ と。  

③LED モ ジ ュー ル 寿命 は 40,000 時 間以 上 であ る こと 。  

④特 定 の化 学 物質 が 含有 率 基 準値 を 超え な いこ と。ま た、当該 化 学物 質 の含 有 情報 が ウ エブ サ イト 等

で容 易 に確 認 でき る こと 。  

 

【配 慮 事項 】  

①初 期 照度 補 正制 御 、人感 セ ンサ 制 御 、あ か るさ セ ンサ 制 御 、調 光 制御 等 の省 エ ネル ギ ー効 果 の高 い

機能 が ある こ と。  

②製 品 の原 材 料調 達 から 廃 棄・リサ イ クル に 至る ま での ラ イフ サ イク ル にお け る温 室 効 果ガ ス 排出 量

を 地 球 温 暖 化 係 数 に 基 づ き 二 酸 化 炭 素 相 当 量 に 換 算 し て 算 定 し た 定 量 的 環 境 情 報 が 開 示 さ れ て い

るこ と 。  

③ラ イ フサ イ クル 全 般に わ た りカ ー ボン ・ オフ セ ット さ れ た製 品 であ る こと 。  

④分 解 が容 易 であ る 等材 料 の 再生 利 用の た めの 設 計上 の 工 夫が な され て いる こ と。  

⑤使 用 され る 塗料 は 、有 機 溶 剤及 び 臭気 が 可能 な 限り 少 な いも の であ る こと 。  

⑥製 品 の包 装 又は 梱 包は 、可 能な 限 り簡 易 であ っ て、再生 利用 の 容易 さ 及び 廃 棄時 の 負 荷低 減 に配 慮

され て いる こ と。  

⑦包 装 材等 の 回収 及 び再 使 用 又は 再 生利 用 のた め のシ ス テ ムが あ るこ と 。  

LED を光 源 とし

た内 照 式表 示 灯  

【判 断 の基 準 】  

①定 格 寿命 は 30,000 時間 以 上で あ るこ と 。  

②特 定 の化 学 物質 が 含有 率 基 準値 を 超え な いこ と。ま た、当該 化 学物 質 の含 有 情報 が ウ エブ サ イト 等

で容 易 に確 認 でき る こと 。  
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【配 慮 事項 】  

①分 解 が容 易 であ る 等材 料 の 再生 利 用の た めの 設 計上 の 工 夫が な され て いる こ と。  

②使 用 され る 塗料 は 、有 機 溶 剤及 び 臭気 が 可能 な 限り 少 な いも の であ る こと 。  

③プ ラ スチ ッ ク部 品 が使 用 さ れる 場 合に は 、再 生 プラ ス チ ック が 可能 な 限り 使 用さ れ て いる こ と。  

④製 品 の包 装 又は 梱 包は 、可 能な 限 り簡 易 であ っ て、再生 利用 の 容易 さ 及び 廃 棄時 の 負 荷低 減 に配 慮

され て いる こ と。  

⑤包 装 材等 の 回収 及 び再 使 用 又は 再 生利 用 のた め のシ ス テ ムが あ るこ と 。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 とす る 「 LED 照 明 器具 」 と は、 照 明用 白 色 LED を用 い た、 つ り下 げ 形、 じ か付 け 形、

埋込 み 形及 び 壁 付け 形 とし て 使用 す る照 明 器 具並 び に投 光 器及 び 防犯 灯 と する 。 ただ し 、従 来 の蛍 光 ラ ンプ で 使用

され て いる 口 金と 同 一形 状 の 口金 を 有す る LED ラン プ を 装着 で きる 照 明器 具 のう ち 、口金 を 経 て LED ラ ン プへ 給

電す る 構造 を 持つ 照 明器 具 に つい て は 、当 面 の間 、対 象外 とす る 。また 、「誘 導 灯及 び 誘 導標 識 の基 準」（ 平 成 11 年

消防 庁 告示 第 ２号 ）に 定 める 誘導 灯 又は 建 築基 準 法施 行 令（ 昭 和 25 年政 令 第 338 号 ）第 126 の ５に 定 める 非 常用

の照 明 装置 の うち 、蓄 電池 や 非常 用 電源 に より 停 電時 の み 点灯 す る専 用 型は 、LED 照 明 器具 に は含 ま れな い もの と

する 。  

２  本 項 の LED 照 明 器具 の 「 LED 照 明 器具 の 固有 エ ネ ルギ ー 消費 効 率」 と は、 器 具 から 出 る全 光 束を 定 格消 費 電力

で割 っ た値 と す る（ 定 格消 費 電力 は 、器 具 外 部に 独 立型 電 源装 置 を設 置 す る必 要 があ る 場合 は その 電 源 装置 の 定格

消費 電 力と す る。）。 な お、 調 光・ 調 色機 能 付 器具 の 固有 エ ネル ギ ー消 費 効 率に つ いて は 、最 大 消費 電 力 時に お ける

全光 束 から 算 出さ れ た値 と す る。  

３  「 平均 演 色評 価 数 Ra」 の測 定 方法 は 、 JIS C 7801（ 一般 照 明用 光 源の 測 光方 法 ） 及 び JIS C 8152-2（ 照 明用 白 色

発光 ダ イオ ー ド（ LED）の 測 光方 法 －第 2 部 ：LED モ ジ ュー ル 及び LED ラ イト エ ン ジン ） に規 定 する 光 源色 及 び

演色 評 価数 測 定に 準 ずる も の とす る 。  

４  本 項 の LED 照 明 器具 の「ダ ウン ラ イ ト」とは 、JIS Z 8113:1998「 照明 用 語」に 規 定さ れ るダ ウ ンラ イ トを い う。  

５  本 項 の LED 照 明 器具 の「 高天 井 器具 」とは 、JIS Z 8113:1998「 照 明用 語 」に 規 定 され る 天井 灯 のう ち 、定格 光束

11,000lm 以 上 のも の をい う 。  

６  本 項 の LED 照 明 器具 の 「投 光 器」 と は、 JIS Z 8113:1998「 照明 用 語」 に 規定 さ れ る投 光 器を い う。  

７  本 項 の LED 照 明 器具 の「防 犯 灯」と は、道 路等 に 設 置し 、犯罪 の 防止 と 安全 通 行 の確 保 等を 図 る観 点 から 必 要な

照度 を 確保 す るこ と を目 的 と した 照 明灯 を いう 。  

８  本 項 の LED 照 明 器具 の「 LED モジ ュ ール 寿 命 」と は 、光源 の 初期 の 光束 が 70％ まで 減衰 す るま で の時 間 とす る 。

また 、 その 測 定方 法 は、 JIS C 8152-3（ 照 明用 白 色発 光 ダ イオ ー ド（ LED）の 測 光方 法 － 第 3 部： 光 束維 持 率の 測

定方 法 ）に 準 ずる も のと す る 。  

９  LED 照 明器 具 の全 光 束 測定 方 法に つ いて は 、 JIS C 8105-5:2011（ 照 明器 具 － 第 5 部 ：配 光 測定 方 法） に 準ず る

もの と する 。  

10 「 特 定 の 化 学物 質 」 と は 、 鉛 及 びそ の 化 合 物 、 水 銀及 び そ の 化合 物 、 カ ド ミ ウ ム及 び そ の 化合 物 、 六 価 ク ロ ム化

合物 、 ポリ ブ ロモ ビ フェ ニ ル 並び に ポリ ブ ロモ ジ フェ ニ ル エー テ ルを い う。  

11 特定 の 化学 物 質の 含 有率 基準 値 は、 JIS C 0950（ 電気 ・電 子 機器 の 特定 の 化学 物 質 の含 有 表示 方 法） の 附属 書 Ａ

の 表 A.1（ 特定 の 化学 物 質 、化学 物 質記 号 、算出 対 象物 質 及び 含 有率 基 準値 ）に 定め る 基準 値 とし 、基 準値 を 超え る

含有 が 許容 さ れる 項 目に つ い ては 、上 記 JIS の附 属 書Ｂ に 準ず る もの と する 。なお 、そ の他 付 属品 等 の扱 い につ い

て は JIS C 0950 に 準ず る も の とす る 。  

12 「 地 球 温 暖 化係 数 」 と は 、 地 球 の温 暖 化 を も た ら す程 度 の 二 酸化 炭 素 に 係 る 当 該程 度 に 対 する 比 を 示 す 数 値 をい

う。  

13 配 慮 事 項② の 定量 的 環境 情報 は、カ ーボ ン フッ ト プリ ント（ ISO 14067）、ラ イ フサ イ ルア セ スメ ン ト（ ISO 14040）

等に 準 拠し た もの と する 。  

14 「 ラ イ フ サ イク ル 全 般 に わ た り カー ボ ン ・ オ フ セ ット さ れ た 製品 」 と は 、 当 該 製品 の ラ イ フサ イ ク ル に お け る温

室効 果 ガス 排 出 量の 算 定基 準 に基 づ き、 第 三 者機 関 によ り 検証 等 を受 け た ライ フ サイ ク ル全 般 にわ た る 温室 効 果ガ

ス排 出 量の 全 部を 認 証さ れ た 温室 効 果ガ ス 排出 削 減・吸 収 量（以 下 本項 に おい て「 クレ ジッ ト 」とい う。）を 調達 し 、

無効 化 又は 償 却し た 上で 埋 め 合わ せ た（ 以 下本 項 にお い て 「オ フ セッ ト 」と い う。）製 品を い う。  

15 オ フ セ ット に 使用 で きる クレ ジ ット は 、当 面 の間 、J-クレ ジ ット 、二国 間 クレ ジ ッ ト（ JCM）、地 域 版 J-ク レ ジッ

トな ど 我が 国 の 温室 効 果ガ ス イン ベ ント リ に 反映 で きる も のを 対 象と す る 。な お 、ク レ ジッ ト の更 な る 活用 を 図る

観点 か ら、 ク レ ジッ ト に関 す る国 内 外の 議 論 の動 向 や市 場 動向 を 踏ま え つ つ、 対 象品 目 及び 対 象ク レ ジ ット を 拡大

する 等 、需 要 拡大 に 向け た 検 討を 実 施す る もの と する 。  

16 本 項 の 「LED を 光 源と した 内 照式 表 示灯 」 とは 、 内 蔵す る LED 光 源 によ っ て 文 字等 を 照ら す 表示 板 、案 内 板等
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とし 、 放熱 等 光源 の 保護 に 対 応し て いる も のと す る。 た だ し、「誘 導 灯及 び 誘導 標 識の 基準 」（ 平 成 11 年 消防 庁 告

示第 ２ 号） に 定め る 誘導 灯 は 、内 照 式表 示 灯に は 含ま れ な いも の とす る 。  

17 本 項 の LED を 光源 と し た内 照 式表 示 灯の 「 定格 寿 命 」と は 、光 源 の初 期 の光 束 が 50％ま で 減 衰す る まで の 時間

とす る 。  

18 「 再 生 プ ラ スチ ッ ク 」 と は 、 使 用さ れ た 後 に 廃 棄 され た プ ラ スチ ッ ク 製 品 の 全 部若 し く は 一部 又 は 製 品 の 製 造工

程の 廃 棄ル ー ト から 発 生す る プラ ス チッ ク 端 材若 し くは 不 良品 を 再生 利 用 した も のを い う（ た だし 、 原 料と し て同

一工 程 内で 再 生利 用 され る も のは 除 く。）。  

19 調 達 を 行う 各 機関 は 、安 全管 理 ・品 質 管理 が 十分 な さ れた も のを 、 比較 検 討の 上 、 選択 す るよ う 留意 す るこ と 。  

20 調 達 を 行 う 各機 関 は 、 化 学 物 質 の適 正 な 管 理 の た め、 物 品 の 調達 時 に 確 認 し た 特定 の 化 学 物質 の 含 有 情 報 を 、当

該物 品 を廃 棄 する ま で管 理 ・ 保管 す るこ と 。  

 

表１ － １ LED 照明 器 具に 係 る固 有 エネ ル ギー 消 費効 率 の 基準 値 １（ 投 光器 及 び防 犯 灯 を除 く。）  

光源 色  固有 エ ネル ギ ー消 費 効率  

昼光 色  

144lm/W 以 上  昼白 色  

白色  

温白 色  
102lm/W 以 上  

電球 色  

（備 考 ）  

１  「 光源 色 」は 、JIS Z 9112（蛍 光 ラン プ ・LED の光 源 色及 び 演色 性 によ る 区分 ） に 規定 す る光 源 色の 区 分に 準ず

るも の とす る （表 １ －２ 及 び 表２ に おい て 同じ 。）。  

２  昼 光色 、昼白 色、白 色、温白 色 及び 電 球色 以 外の 光 を 発す る もの は 、本 項 の「 LED 照明 器 具」に 含ま れ ない も の

とす る 。  

３  ダ ウン ラ イト の うち 、 器 具埋 込 穴寸 法 が 300mm 以 下 であ っ て、 光 源色 が 昼光 色 、 昼白 色 及び 白 色の も のに つい

ては 、 固有 エ ネル ギ ー消 費 効 率の 基 準を 114lm/W 以上 、 温白 色 及び 電 球色 の もの に つ いて は 、固 有 エネ ル ギー 消

費効 率 の基 準 を 96lm/W 以 上 とす る 。  

４  高 天 井 器 具 の う ち 、 光 源 色 が 昼 光 色 、 昼 白 色 及 び 白 色 の も の に つ い て は 、 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 基 準 を

156lm/W 以 上 とす る 。  

 

表１ － ２ LED 照明 器 具に 係 る固 有 エネ ル ギー 消 費効 率 の 基準 値 ２（ 投 光器 及 び防 犯 灯 を除 く。）  

光源 色  固有 エ ネル ギ ー消 費 効率  

昼光 色  

120lm/W 以 上  昼白 色  

白色  

温白 色  
85lm/W 以 上  

電球 色  

（備 考 ）  

１  ダ ウン ラ イト の うち 、 器 具埋 込 穴寸 法 が 300mm 以 下 であ っ て、 光 源色 が 昼光 色 、 昼白 色 及び 白 色の も のに つい

ては 、固 有エ ネ ルギ ー 消費 効 率の 基 準 を 95lm/W 以 上 、温 白色 及 び電 球 色の も のに つ い ては 、固 有エ ネ ルギ ー 消費

効率 の 基準 を 80lm/W 以上 と する 。  

２  高 天 井 器 具 の う ち 、 光 源 色 が 昼 光 色 、 昼 白 色 及 び 白 色 の も の に つ い て は 、 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 基 準 を

130lm/W 以 上 とす る 。  

 

表２  投 光 器及 び 防犯 灯 に係 る固 有 エネ ル ギー 消 費効 率 の 基準  

光源 色  
固有 エ ネル ギ ー消 費 効率  

投光 器  防犯 灯  

昼光 色  

105lm/W 以 上  80lm/W 以 上  昼白 色  

白色  

温白 色  
90lm/W 以 上  対象 外  

電球 色  

 

別表 ８  近 赤 外波 長 域日 射 反 射率  
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明度 L*値  近赤 外 波長 域 日射 反 射率 （ ％ ）  

40.0 以 下  40.0 

40.0 を 超 え 80.0 未 満  明度 L*値の値  

80.0 以 上  80.0 

（備 考 ）近 赤 外波 長 域日 射 反 射率 、 明 度 L*値 、日 射 反射 率 保持 率 の測 定 及び 算 出方 法 は 、 JIS K 5675 に よる 。  

 

別表 ９  一 般 工事 用 建設 機 械  

機種  摘要  

発動 発 電機  ディ ー ゼル エ ンジ ン 出 力 8kW 以 上 560kW 以 下、 可 搬式 （溶 接 兼用 機 を含 む ）  

 

第３ 次 基準 値  

対象 物 質  

（単 位 ）  

出力 区 分  

NMHC+NOx(g/kW・h)  
CO 

(g/kW・h) 

PM 

(g/kW・h) 

黒煙  

(%) HC(g/kW・h) NOx(g/kW・h) 

8kW 以 上 19kW 未 満  7.5 5.0 0.8 40 

19kW 以 上 37kW 未 満  1.0 6.0 5.0 0.4 40 

37kW 以 上 56kW 未 満  0.7 4.0 5.0 0.3 35 

56kW 以 上 75kW 未 満  0.7 4.0 5.0 0.25 30 

75kW 以 上 130kW 未満  0.4 3.6 5.0 0.2 25 

130kW 以 上 560kW 以下  0.4 3.6 3.5 0.17 25 

※測 定 方法 は 、別 途 定め る 「 排出 ガ ス対 策 型原 動 機の 認 定 及び 排 出ガ ス 対策 型 建設 機 械 の指 定 に関 す る技 術 基準 の 取扱

いに つ いて 」（ 平 成 18 年 ３月 17 日 付国 土 交通 省 国総 施 第 195 号 ）に よ る。  

 

別 表 10 電 気便 座 の判 断 の基 準  

環境 配 慮仕 様  備考  

【判 断 の基 準 】  

○ エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 表 に 示 さ

れ た 区 分 ご と の 基 準 エ ネ ル ギ ー

消費 効 率を 上 回ら な いこ と 。  

【配 慮 事項 】  

①製 品 の原 材 料調 達 から 廃 棄・リサ

イ ク ル に 至 る ま で の ラ イ フ サ イ

ク ル に お け る 温 室 効 果 ガ ス 排 出

量 を 地 球 温 暖 化 係 数 に 基 づ き 二

酸 化 炭 素 相 当 量 に 換 算 し て 算 定

し た 定 量 的 環 境 情 報 が 開 示 さ れ

てい る こと 。  

② 分 解 が 容 易 で あ る 等 部 品 の 再 使

用 又 は 材 料 の 再 生 利 用 の た め の

設 計 上 の 工 夫 が な さ れ て い る こ

と。  

③ 一 度 使 用 さ れ た 製 品 か ら の 再 使

用 部 品 が 可 能 な 限 り 使 用 さ れ て

いる こ と、又 は 、プ ラ スチ ッ ク部

品が 使 用さ れ る場 合 には 、再 生プ

ラ ス チ ッ ク が 可 能 な 限 り 使 用 さ

れて い るこ と 。  

④製 品 の包 装 又は 梱 包は 、可 能な 限

り簡 易 であ っ て 、再 生 利用 の 容易

さ 及 び 廃 棄 時 の 負 荷 低 減 に 配 慮

され て いる こ と。  

⑤ 包 装 材 等 の 回 収 及 び 再 使 用 又 は

（備 考 ）  

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の は 、 本 項 の 判 断 の 基 準 の 対 象 と す る 「 電 気 便

座」 に 含ま れ ない も のと す る 。  

  ① 他の 給 湯設 備 から 温 水 の供 給 を受 け るも の  

  ② 温水 洗 浄装 置 のみ の も の  

  ③ 可搬 式 のも の のう ち 、 福祉 の 用に 供 する も の  

  ④ 専ら 鉄 道車 両 等に お い て用 い るた め のも の  

  ⑤ 幼児 用 大便 器 にお い て 用い る ため の もの  

  ⑥ 暖房 用 の便 座 のみ を 有 する も の  

２  「 地 球温 暖 化係 数 」とは 、地球 の 温暖 化 をも た らす 程 度の 二 酸化 炭 素に 係 る

当該 程 度に 対 する 比 を示 す 数 値を い う。  

３  配 慮 事 項 ① の 定 量 的 環境 情 報 は 、 カ ー ボ ン フ ッ ト プリ ン ト （ISO 14067）、

ライ フ サイ ク ルア セ スメ ン ト （ ISO 14040） 等に 準 拠し た もの と する 。  

４  「 再 生プ ラ スチ ッ ク 」と は 、使 用 され た 後に 廃 棄さ れ たプ ラ スチ ッ ク製 品 の

全 部 若 し く は 一 部 又 は 製 品 の 製 造 工 程 の 廃 棄 ル ー ト か ら 発 生 す る プ ラ ス チ ッ

ク 端 材 若 し く は 不 良 品 を 再 生 利 用 し た も の を い う （ た だ し 、 原 料 と し て 同 一

工程 内 で再 生 利用 さ れる も の は除 く。）。  

 

表 電気 便 座に 係 る基 準 エネ ルギ ー 消費 効 率  

区分  基準 エ ネル ギ ー消 費 効率  

温水 洗 浄便 座  

（洗 浄 機能 有 り）  

貯湯 式 （貯 湯 タン ク 有り ）  175 

瞬間 式 （貯 湯 タン ク 無し ）  97 

（備 考 ）  

１  「 温 水洗 浄 便座 」と は 、暖房 用 の便 座 に温 水 洗浄 装 置 を組 み 込ん だ もの を い

う。  

２  エ ネル ギ ー消 費 効率 の 算 定法 に つい て は、「 電気 便 座 のエ ネ ルギ ー 消費 性 能
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再 生 利 用 の た め の シ ス テ ム が あ

るこ と 。  

の向 上 に関 す るエ ネ ルギ ー 消 費機 器 等製 造 事業 者 等の 判 断 の基 準 等」（ 平 成 19 

年経 済 産業 省 告示 第 288 号 ）の「 ３ エネ ル ギー 消 費効 率 の測 定 方法  (2)」に

よる  

 

別 表 11 「温 室 効果 ガ ス削 減 に資 す る資 材 、 建 設 機械 、 工 法、 目 的物 の 例」（建 築 工事 にお け る一 例 ）  

種別  資材 、 建設 機 械、 工 法、 目 的 物な ど の一 例  

建築 躯 体  ・躯 体 断熱 （ 屋根 断 熱・ 外 壁 断熱 ）  

・開 口 部断 熱 （複 層 ガラ ス ・ 気密 サ ッシ ）  

電気 設 備  ・変 圧器（「エ ネ ルギ ー の使 用の 合 理化 に 関す る 法律 施 行 令 」に お いて 特 定機 器 に指 定 され た 変圧 器（ 新

基準 を 満た し たト ッ プラ ン ナ ー変 圧 器））  

・照 明 設備 （ ＬＥ Ｄ ）  

・ 照 明 制 御 設 備 （ 人 感 セ ン サ ー 連 動 制 御 、 適 正 照 度 調 整 シ ス テ ム 、 昼 光 連 動 制 御 シ ス テ ム 、 タ イ ム ス ケ

ジュ ー ル制 御 シス テ ム）  

・電 力 監視 設 備  

・高 輝 度誘 導 灯  

・高 輝 度放 電 ラン プ  

・コ ー ジェ ネ レー シ ョン シ ス テム  

機械 設 備  ○熱 源 設備  

・ト ッ プラ ン ナー 熱 源機 器  

・イ ン バー タ ー 制 御 設備 （ 冷 温水 ・ 冷却 水 ）  

・ク ー ルヒ ー トト レ ンチ  

○空 調 設備  

・大 温 度差 送 風方 式 、Ｖ Ａ V（変 風 量方 式）、 ＶＷ Ｖ （変 流量 方 式）  

・省 エ ネフ ァ ンベ ル ト  

・ト ッ プラ ン ナー エ アコ ン  

○換 気 設備  

・外 気 導入 制 御シ ス テム （ Ｃ Ｏ２ セ ンサ ー ）  

・外 気 冷房 （ 全熱 交 換ユ ニ ッ ト組 込 ）  

・全 熱 交換 器 （全 熱 交換 型 ユ ニッ ト ）  

・駐 車 場Ｃ Ｏ ２又 は ＣＯ ２ 制 御シ ス テム  

・省 エ ネフ ァ ンベ ル ト  

○自 動 制御 装 置  

・自 動 制御 設 備  

・中 央 監視 制 御設 備 （Ｂ Ｅ Ｍ Ｓ）  

○衛 生 設備  

・節 水 器具  

・ト イ レ擬 音 装置  

・雨 水 利用 設 備  

・再 利 用水 設 備  

・電 気 ＣＯ ２ 冷媒 ヒ ート ポ ン プ給 湯 器及 び 同等 器  

・ガ ス 潜熱 回 収型 給 湯器  

○搬 送 設備  

・エ ス カレ ー ター 人 感 セ ン サ ー  

・エ レ ベー タ ー電 力 回生 制 御  

・エ レ ベー タ ー回 生 電力 蓄 電 シス テ ム  
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特定調達品目 
【注意事項】  

道路工事で使用するものについては、道路管理者の定める規則等による。  

なお、特定調達品目は  

 ①試験施工・評価等が完了しており使用が支障ないもの  

 ②試験施工・評価等が進行中で使用に当たっては道路管理者と協議するもの  

 ③試験施工、評価等を今後行うもので試験施工の実施に当たっては道路管理者と協議するもの  

の３種に分かれるため、使用に当たっては道路管理者に相談する必要がある。  

 

・資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮され

ていること。  

 

【資材】  

品目分類  品目名  要件  使用用途等  

盛土材等  建設泥土から

再生した処理

土  

①建設泥土から再生された処理土であるこ

と。  

②重金属等有害物質の含有及び溶出について

は、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53

号）及び「土壌の汚染に係る環境基準」

（平成３年環境庁告示第 46 号）を満たす

こと。  

・再資源化施設への距離 9、建

設発生土の工事間利用、再

生材の発生状況などに留意

しつつ、埋戻し材、盛土

材、裏込め材等において、

その使用を促進する。  

 土工用水砕ス

ラグ  

○天然砂（海砂、山砂）、 天然砂利、砕砂若

しくは砕石の一部又は全部を代替して使用

できる高炉水砕スラグが使用された土工用

材料であること。  

 

【配慮事項】  

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握でき

るものであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、埋戻し

材、盛土材、裏込め材、埋

立材、覆土材等において、

その使用を推進する。  

 銅スラグを用

いたケーソン

中詰材  

○ケーソン中詰め材として、天然砂（海砂、

山砂）、天然砂利、砕砂若 しくは砕石の一

部又は全部を代替して使用することができ

る銅スラグであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、ケーソ

ン中詰めにおいて、その使

用を推進する。  

 フェロニッケ

ルスラグを用

いたケーソン

中詰材  

○ケーソン中詰め材として、天然砂（海砂、

山砂）、天然砂利、砕砂若 しくは砕石の一

部又は全部を代替して使用することができ

るフェロニッケルスラグであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、ケーソ

ン中詰めにおいて、その使

用を推進する。  

地盤改良材  地盤改良用製

鋼スラグ  

○サンドコンパクションパイル工法におい

て、天然砂（海砂、山砂）の全部を代替し

て使用することができる製鋼スラグである

こと。  

 

【配慮事項】  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意するとともに、

地盤の特性等を十分検討し

た上でサンドコンパクショ

ンパイルの地盤改良材とし

て、その使用を推進する。  

 
9 (巻末)用語の解説「再資源化施設への距離に留意しつつ」  
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○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握でき

るものであること。  

コ ン ク リ ー ト

用スラグ骨材  

高炉スラグ骨

材  

○天然砂（海砂、山砂）、 天然砂利、砕砂若

しくは砕石の一部又は全部を代替して使用

できる高炉スラグが使用された骨材である

こと。  

 

【配慮事項】  

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握でき

るものであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、沿岸部

におけるコンクリート構造

物及び消波ブロック等のコ

ンクリート製品において、

その使用を推進する。  

（備 考）「 高炉 ス ラグ 骨 材」 につ い ては 、 JIS A 5011-1 （コ ン クリ ー ト用 ス ラグ 骨 材 ―第 １ 部： 高 炉ス ラ グ骨 材 ） に適

合す る 資材 は 、本 基 準を 満 た す。  

 

コ ン ク リ ー ト

用スラグ骨材  

フェロニッケ

ルスラグ骨材  

○天然砂（海砂、山砂）、 天然砂利、砕砂若

しくは砕石の一部又は全部を代替して使用

できるフェロニッケルスラグが使用された

骨材であること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、コンク

リート単位体積重量が増加

する特徴を考慮し、重力式

擁壁などのコンクリート構

造物で、その使用を推進す

る。  

（備 考）「 フェ ロ ニッ ケ ルス ラグ 骨 材」 に つい て は、 JIS A 5011-2 （ コン ク リー ト 用 スラ グ 骨材 ― 第２ 部 ：フ ェ ロ ニッ

ケル ス ラグ 骨 材） に 適合 す る 資材 は 、本 基 準を 満 たす 。  

 

コ ン ク リ ー ト

用スラグ骨材  

銅スラグ骨材  ○天然砂（海砂、山砂）、 天然砂利、砕砂若

しくは砕石の一部又は全部を代替して使用

できる銅スラグ骨材が使用された骨材であ

ること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、コンク

リート単位体積重量が増加

する特徴を考慮し、重力式

擁壁などのコンクリート構

造物で、その使用を推進す

る。  

（備 考）「 銅ス ラ グ骨 材 」に つい て は、 JIS A 5011-3 （ コン ク リー ト 用ス ラ グ骨 材 ― 第３ 部 ：銅 ス ラグ 骨 材） に 適 合す

る資 材 は、 本 基準 を 満た す 。  

 

コ ン ク リ ー ト

用スラグ骨材  

電気炉酸化ス

ラグ骨材  

○天然砂（海砂、山砂）、 天然砂利、砕砂若

しくは砕石の一部又は全部を代替して使用

できる電気炉酸化スラグ骨材が使用された

骨材であること。  

 

【配慮事項】  

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握でき

るものであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、その使

用を推進する。  

（備 考）「 電気 炉 酸化 ス ラグ 骨材 」 につ い ては 、 JIS A 5011-4 （ コ ンク リ ート 用 スラ グ骨 材 ―第 ４ 部： 電 気炉 酸 化 スラ

グ骨 材 ）に 適 合す る 資材 は 、 本基 準 を満 た す。  

 

ア ス フ ァ ル ト

混合物  

再生加熱アス

ファルト混合

物  

○アスファルト・コンクリート塊から製造し

た骨材が含まれること。  

・再資源化施設への距離、再

生材の発生状況などに留意

しつつ、重交通ではない道

路や空港におけるアスファ
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ルト舗装の基層・表層材料

として、その使用を促進す

る。  

 鉄鋼スラグ混

入アスファル

ト混合物  

○加熱アスファルト混合物の骨材として、道

路用鉄鋼スラグが使用されていること。  

 

【配慮事項】  

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握でき

るものであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、その使

用を推進する。  

（備 考）「 道路 用 鉄鋼 ス ラグ 」に つ いて は 、 JIS A 5015 （ 道路 用 鉄鋼 ス ラグ ） に適 合 す る資 材 は、 本 基準 を 満た す 。  

 

路盤材  鉄鋼スラグ混

入路盤材  

○路盤材として、道路用鉄鋼スラグが使用さ

れていること。  

 

【配慮事項】  

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握でき

るものであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、その使

用を推進する。  

（備 考）「 道路 用 鉄鋼 ス ラグ 」に つ いて は 、 JIS A 5015 （ 道路 用 鉄鋼 ス ラグ ） に適 合 す る資 材 は、 本 基準 を 満た す 。  

 

路盤材  再生骨材等  ○コンクリート塊又はアスファルト・コンク

リート塊から製造した骨材が含まれるこ

と。  

・再資源化施設への距離、再

生材の発生状況などに留意

しつつ、構造物の基礎砕石

などの高強度を必要としな

い部位や路盤などにおい

て、積極的にその使用を推

進する。  

小径丸太材  間伐材  ①間伐材（林地残材・小径木等の再生資源を

含む。）であって、有害な 腐れ又は割れ等

の欠陥がないこと。  

②林地残材・小径木等の再生資源以外の場合

にあっては、伐採に当たって、原木の生産

された国又は地域における森林に関する法

令に照らして手続が適切になされたもので

あること。  

 

【配慮事項】  

○林地残材・小径木等の再生資源以外の場合

にあっては、原料の原木は、持続可能な森

林経営が営まれている森林から産出された

ものであること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、河川工

事における木材を使用する

多自然型護岸工、砂防工事

における山腹工、公園工

事・港湾植栽工事・道路植

栽工事における植栽支柱な

どで、高強度を必要としな

い場合などに、その使用を

推進する。  

（備 考 ）間 伐 材の 原 料と な る 原木 に つい て の合 法 性及 び 持 続可 能 な森 林 経営 が 営ま れ て いる 森 林か ら の産 出 に係 る 確認

を行 う 場合 に は、木材 関 連事 業者 に あっ て は、クリ ー ンウ ッド 法 に則 す ると と もに 、林 野庁 作 成の「木 材・木 材

製品 の 合法 性 、持 続 可能 性 の 証明 の ため の ガイ ド ライ ン （ 平 成 18 年２ 月 15 日）」 に準 拠し て 行う も のと す る。  

また 、 木材 関 連事 業 者以 外 に あっ て は、 同 ガイ ド ライ ン に 準 拠 し て行 う もの と する 。  

調達 す るに 当 たっ て は、 当 該 調達 品 目の 合 法性 証 明に 係 る 業界 等 の運 用 状況 等 を勘 案 す るこ と 。  
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混合セメント  高炉セメント  ○高炉セメントであって、原料に 30％を超

える分量の高炉スラグが使用されているこ

と。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、河川工

事における護岸基礎、道路

工事における橋梁下部工、

港湾工事や海岸工事におけ

る消波ブロック、空港工事

における舗装などで、早期

強度を必要としない場合

に、その使用を推進する。  

（備 考）「 高炉 セ メン ト 」に つい て は、 JIS R 5211 で 規定 され る Ｂ種 及 びＣ 種 に適 合 す る資 材 は、 本 基準 を 満た す 。  

 

混合セメント  フライアッシ

ュセメント  

○フライアッシュセメントであって、原料に

10％を超える分量のフライアッシュが使用

されていること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、ダム本

体工などのマスコンクリー

トで、早期強度を必要とし

ない場合に、その使用を推

進する。  

（備 考）「 フ ライ ア ッシ ュ セ メン ト 」につ い ては 、JIS R 5213 で 規定 さ れる Ｂ 種及 び Ｃ 種に 適 合す る 資材 は 、本基 準 を満

たす 。  

 

セメント  エコセメント  ○都市ごみ焼却灰等を主原料とするセメント

であって、製品１トンにつきこれらの廃棄

物が乾燥ベースで 500 ㎏以上使用されて

いること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、側溝な

どの高強度を必要としない

コンクリート構造物及びコ

ンクリート二次製品におい

て、その使用を推進する。  

（備 考 ）  

１  「 エ コ セ メ ン ト 」 は 、 高 強 度 を 必 要 と し な い コ ン ク リ ー ト 構 造 物 又 は コ ン ク リ ー ト 製 品 に お い て 使 用 す る も の と

する 。  

２  「 エコ セ メン ト 」に つ い ては 、 JIS R 5214 に適 合 する 資材 は 、本 基 準を 満 たす 。  

 

コ ン ク リ ー ト

及 び コ ン ク リ

ート製品  

透水性コンク

リート  

○透水係数１×10-2cm/sec 以上であるこ

と。  

・公園工事における園内舗装

など、建築工事における構

内舗装等高強度を必要とし

ない部位において、また、

側溝、集水桝等の水路に使

用するコンクリート二次製

品において、その使用を推

進する。  

（備 考 ）  

１  「 透 水 性 コ ン ク リ ー ト 」 は 、 雨 水 を 浸 透 さ せ る 必 要 が あ る 場 合 に 、 高 強 度 を 必 要 と し な い 部 分 に お い て 使 用 す る

もの と する 。  

２  「 透水 性 コン ク リー ト 」 につ い ては 、 JIS A 5371 （ プ レキ ャ スト 無 筋コ ン クリ ー ト 製品  附 属 書 B 舗 装・ 境 界ブ

ロッ ク 類 推奨 仕 様 B-1 平 板 ）で 規 定さ れ る透 水 性平 板 に 適合 す る資 材 は、 本 基準 を 満 たす  

 

鉄 鋼 ス ラ グ 水

和固化体  

鉄鋼スラグブ

ロック  

○骨材のうち別表に示された製鋼スラグを重

量比で 50％以上使用していること。か

つ、結合材に高炉スラグ微粉末を使用して

いること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、その使

用を推進する。  
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別表  

種  類  

転炉スラグ（銑鉄予備処理スラグを含む）  

電気炉酸化スラグ  

 

【配慮事項】  

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握でき

るものであること。  

吹 付 け コ ン ク

リート  

フライアッシ

ュを用いた吹

付けコンクリ

ート  

○吹付けコンクリートであって、1 ㎥当たり

100kg 以上のフライアッシュが混和材とし

て使用されていること。  

・供給状況に地域格差がある

ことに留意しつつ、道路ト

ンネル工事及び道路や河川

などの法面保護工事におけ

る吹付けコンクリートにお

いて、その使用を推進す

る。  

塗料  下塗用塗料

（重防食）  

○鉛又はクロムを含む顔料が配合されていな

いこと。  

・河川・ダム・港湾工事にお

ける機械設備、鋼管・鋼矢

板等の鋼材、道路工事等に

おける鋼構造物等などに重

防食下塗用塗料として、そ

の使用を推進する。  

 低揮発性有機

溶剤型の路面

標示用水性塗

料  

○水性型の路面標示用塗料であって、揮発性

有機溶剤（VOC）の含有率（塗料総質量に

対する揮発性有機溶剤の質量の割合）が

５％以下であること。  

・車道中央線等の区画線にお

いて、その使用を推進す

る。  

 高日射反射率

塗料  

①近赤外波長域日射反射率が表に示す数値以

上であること。  

②近赤外波長域の日射反射率保持率の平均が

80％以上であること。  

・建築の屋上・屋根等におい

て、金属面等に塗装を施す

工事に、その使用を推進す

る。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 とす る 高日 射 反射 率 塗料 は 、日射 反 射率 の 高い 顔 料を 含 有 する 塗 料で あ り 、建 物 の屋 上・

屋根 等 にお い て、 金 属面 等 に 塗料 を 施す 工 事に 使 用さ れ る もの と する 。  

２  近 赤外 波 長域 日 射反 射 率 、明 度 Ｌ *値 、日 射 反射 率 保 持率 の 測定 及 び算 出 方法 は 、 JIS K 5675 に よ る。  

３  「 高日 射 反射 率 塗料 」 に つい て は、 JIS K 5675 に適 合 する 資 材は 、 本基 準 を満 た す 。  

 

表  近 赤外 波 長域 日 射反 射 率  

明度 Ｌ*値  近赤 外 波長 域 日射 反 射率 (％)  

40.0 以 下  40.0 

40.0 を 越 え 80.0 未 満  明度 Ｌ*値 の 値  

80.0 以 上  80.0 

 

防水  高日射反射率

防水  

○近赤外域における日射反射率が 50.0％以

上であること。  

・建築の屋上・屋根等におい

て、その使用を推進する。  

（備 考 ）  

１  本 項 の 判 断 の 基 準 の 対 象 と す る 高 日 射 反 射 率 防 水 は 、 日 射 反 射 率 の 高 い 顔 料 が 防 水 層 の 素 材 に 含 有 さ れ て い る も

の又 は 日射 反 射 率の 高 い顔 料 を有 し た塗 料 を 防水 層 の仕 上 げと し て施 す も ので あ り、 建 築の 屋 上・ 屋 根 等に お いて

使用 さ れる も のと す る。  

２  日 射反 射 率の 求 め方 は 、 JIS K 5602 に 準 じる 。  
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舗装材  再生材料を用

いた舗装用ブ

ロック（焼

成）  

①原料に再生材料（別表の左欄に掲げるもの

を原料として、同表の右欄に掲げる前処理

方法に従って処理されたもの等）を用い、

焼成されたものであること。  

②再生材料が原材料の重量比で 20％以上

（複数の材料を使用している場合は、それ

らの材料の合計）使用されていること。た

だし、再生材料の重量の算定において、通

常利用している同一工場からの廃材の重量

は除かれるものとする。  

③「土壌の汚染に係る環境基準」（平成３年

環境庁告示第 46 号）の規定に従い、製品

又は使用している再生材料の焼成品を２

mm 以下に粉砕したものにおいて、重金属

等有害物質の溶出について問題のないこ

と。  

 

【配慮事項】  

○土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53

号）に関する規定に従い、製品又は使用し

ている再生材料の焼成品を２mm 以下に粉

砕したものにおいて、重金属等有害物質の

含有について問題のないこと。  

 

別表  

再生材料の原料となる

ものの分類区分  
前処理方法  

採石及び窯業廃土、無

機珪砂（キラ）、鉄鋼ス

ラグ、非鉄スラグ、鋳

物砂、陶磁器屑、石炭

灰、建材廃材、廃ガラ

ス（無色及び茶色の廃

ガラスびんを除く）、製

紙スラッジ、アルミス

ラッジ、磨き砂汚泥、

石材屑  

前処理方法によ

らず対象  

 

都市ごみ焼却灰  溶融スラグ化  

下水道汚泥  
焼却灰化又は溶

融スラグ化  

上水道汚泥  前処理方法によ

らず対象  湖沼等の汚泥  
 

・道路・公園工事及び建築工

事における外構等の歩行者

用舗装において、その使用

を推進する。なお、材料の

選択にあたっては、「土壌

の汚染に係る環境基準」

（平成３年 8 月 23 日環境

庁告示第 46 号）等に基づ

き、安全性の確保に留意す

る。  

 再生材料を用

いた舗装用ブ

ロック類（プ

レキャスト無

①原料に再生材料（別表の左欄に掲げるもの

を原料として、同表の右欄に掲げる前処理

方法に従って処理されたもの）が用いられ

たものであること。  

・道路・公園工事及び建築工

事における外構等の歩行者

用舗装において、その使用

を推進する。なお、材料の
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筋コンクリー

ト製品）  

②再生材料が原材料の重量比で 20％以上

（複数の材料が使用されている場合は、そ

れらの材料の合計）使用されていること。

なお、透水性確保のために、粗骨材の混入

率を上げる必要がある場合は、再生材料が

原材料の重量比 15％以上使用されている

こと。ただし、再生材料の重量の算定にお

いて、通常利用している同一工場からの廃

材の重量は除かれるものとする。  

③再生材料における重金属等有害物質の含有

及び溶出について問題がないこと。  

 

別表  

再生材料の原料となるものの

分類区分  
前処理方法  

都市ごみ焼却灰  溶融スラグ

化  下水道汚泥  
 

選択にあたっては、「土壌

の汚染に係る環境基準」

（平成３年８月 23 日環境

庁告示第 46 号）等に基づ

き、安全性の確保に留意す

る。  

（備 考 ）判 断 の基 準 ③に つ い ては 、 JIS A 5031（ 一 般廃 棄 物、 下 水汚 泥 又は そ れら の 焼 却灰 を 溶融 固 化し た コン ク リー

ト用 溶 融ス ラ グ骨 材 ）に 定 め る基 準 によ る 。  

 

園芸資材  バークたい肥  ○以下の基準を満たし、木質部より剥離され

た樹皮を原材料として乾燥重量比 50％以

上を使用し、かつ、発酵補助材を除くその

他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は

木質系廃棄物等の有機性資源を使用してい

ること。  

・有機物の含有率（乾物）70%以上  

・炭素窒素比〔C/N 比〕35 以下  

・陽イオン交換容量〔CEC〕（乾物）

70meq/100g 以上  

・pH5.5～7.5  

・水分 55～65% 

・幼植物試験の結果  生育阻害その他異常が

認められない  

・窒素全量〔N〕（現物）0.5%以上  

・りん酸全量〔P2O5〕（現物）0.2%以上  

・加里全量〔K2O〕（現物）0.1%以上  

・施工箇所の土壌及び植栽す

る植物の性質に留意しつ

つ、公園、緑地などにおけ

る植栽や緑化などの工事

で、その使用を推進する。  

 下水汚泥を使

用した汚泥発

酵肥料（下水

汚泥コンポス

ト）  

○以下の基準を満たし、下水汚泥を主原材料

として重量比（脱水汚泥ベース）25％以上

使用し、かつ、無機質の土壌改良材を除く

その他の原材料には畜ふん、動植物性残さ

又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用し

ていること。  

・有機物の含有率（乾物）35%以上  

・炭素窒素比〔C/N 比〕20 以下  

・pH8.5 以下  

・水分 50%以下  

・施工箇所の土壌及び植栽す

る植物の性質に留意しつ

つ、公園、緑地などにおけ

る植栽や緑化などの工事

で、その使用を推進する。  
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・窒素全量〔N〕（現物）0.8%以上  

・りん酸全量〔P2O5〕（現物）1.0%以上  

・アルカリ分（現物）15%以下（ただし、土

壌の酸度を矯正する目的で使用する場合は

この限りでない。）  

（備 考 ）  

１  「 下水 汚 泥を 用 いた 汚 泥 発酵 肥 料」 に は、 土 壌改 良 資 材と し て使 用 され る 場合 も 含 む。  

２  肥 料取 締 法（ 昭 和 25 年 法律 127 号） 第 ３条 及 び第 25 条 ただ し 書の 規 定に 基 づく 普通 肥 料の 公 定規 格 （昭 和 61

年農 林 水産 省 告示 第 284 号 ） に適 合 する も の。  

 

道路照明  LED 道路照

明  

【判断の基準】  

○LED を用いた道路照明施設であって、次

のいずれかの要件を満たすこと。  

①道路照明器具（連続照明、歩道照明、局部

照明）である場合は、次の基準を満たすこ

と。  

ア．標準皮相電力が表１に示された設計条

件タイプごとの値以下であること。  

イ．演色性は平均演色評価数 Ra が 60 以上

であること。  

ウ．LED モジュール及び LED モジュール

用 制 御 装 置 の 定 格 寿 命 は そ れ ぞ れ

60,000 時間以上であること。  

②トンネル照明器具（基本照明）である場合

は、次の基準を満たすこと。  

ア．標準皮相電力が表２に示された設計条

件タイプごとの値以下であること。  

イ．演色性は平均演色評価数 Ra が 60 以上

であること。  

ウ．LED モジュール及び LED モジュール

用 制 御 装 置 の 定 格 寿 命 は そ れ ぞ れ

90,000 時間以上であること。  

③トンネル照明器具（入口照明）である場合

は、次の基準を満たすこと。  

ア．標準皮相電力が表３に示された種別ご

との値以下であること。  

イ．演色性は平均演色評価数 Ra が 60 以上

であること。  

ウ．LEDモジュール及びLEDモジュール用

制御装置の定格寿命はそれぞれ75,000

時間以上であること。  

・道路照明を新設、更新する

場合は、その使用を推進す

る。  

（備 考 ）  

１  「 平均 演 色評 価 数 Ra」 の測 定 方法 は 、 JIS C 7801（ 一般 照 明用 光 源の 測 定方 法 ） 及 び JIS C 8152-2（ 照 明用 白 色

発光 ダ イオ ー ド（LED）の 測 定方 法 － 第 2 部：LED モ ジ ュ ール 及 び LED ラ イ トエ ン ジ ン）に規 定 する 光 源色 及 び演

色評 価 数測 定 に準 ず るも の と する 。  

２  「 定格 寿 命 」と は 、一 定 の期 間 に製 造 され た 、同一 形 式 の LED モ ジュ ー ルの 寿 命 及び 同 一形 式 の LED モ ジ ュ ール

用制 御 装置 の 寿命 の 残存 率 が 50％と な る 時間 の 平均 値 をい う。  

  な お、「LED モ ジュ ー ル の寿 命 」は 、 規定 す る条 件 で 点灯 さ せた LED モ ジ ュー ル が点 灯 しな く なる ま での 時 間又

は、光束 が 点灯 初 期に 測 定し た値（ LED モ ジ ュー ル の規 定 光束 ）の 80％ 未 満に な った 時 点（ 不点 灯 とみ な す）まで
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の 総 点灯 時 間 の い ず れか 短 い 時 間 とし 、「 LED モ ジュ ー ル 用 制 御装 置 の 寿 命 」 は、 規 定 す る 条件 で 使 用 し た とき 、

LED モ ジ ュ ール 用 制 御 装 置 が 故 障す る か 、 出 力 が定 格 出 力 未 満と な り 、 使 用 不能 と な る ま での 総 点 灯 時 間 とす る 。 

 

表１  道路 照 明器 具 （連 続 照 明、 歩 道照 明 、局 部 照明 ） の 標準 皮 相 電 力  

区分  設計 条 件タ イ プ  標準 皮 相電 力  

連続 照 明  

a ２車 線  路 面 輝度  1.0 cd/㎡  歩 道 有り  
125 VA 

b ２車 線  路 面 輝度  1.0 cd/㎡  歩 道 無し  

c ３車 線  路 面 輝度  1.0 cd/㎡  歩 道 有り  
180 VA 

d ３車 線  路 面 輝度  1.0 cd/㎡  歩 道 無し  

e ２車 線  路 面 輝度  1.0 cd/㎡  高 規 格  175 VA 

f ２車 線  路 面 輝度  0.7 cd/㎡  歩 道 有り  
95 VA 

g ２車 線  路 面 輝度  0.7 cd/㎡  歩 道 無し  

h ３車 線  路 面 輝度  0.7 cd/㎡  歩 道 有り  
125 VA 

i ３車 線  路 面 輝度  0.7 cd/㎡  歩 道 無し  

j ２車 線  路 面 輝度  0.7 cd/㎡  高 規 格  120 VA 

k 平均 路 面輝 度  0.5 cd/㎡  歩 道有 り  
 70 VA 

ℓ  平均 路 面輝 度  0.5 cd/㎡  歩 道無 し  

歩道 照 明  
－  平均 路 面照 度  5 lx  20 VA 

－  平均 路 面照 度  10 lx  40 VA 

局部 照 明  

m 十字 路 （2 車 線×2 車 線 ）20 lx 160 VA 

n 十字 路 （2 車 線×2 車 線 ）15 lx 125 VA 

o 十字 路 （2 車 線×2 車 線 ）10 lx  95 VA 

p 十字 路 （4 車線×2 車 線）20 lx 
連続 照 明用  125 VA 

交差 点 隅切 り 部用  120 VA 

q 十字 路 （4 車線×2 車 線）15 lx 
連続 照 明用   95 VA  

交差 点 隅切 り 部用   95 VA 

q' 十字 路 （4 車線×2 車 線）10 lx 
連続 照 明用   70 VA  

交差 点 隅切 り 部用   70 VA 

r 十字 路 （4 車線×4 車 線）20 lx 
連続 照 明用  125 VA 

交差 点 隅切 り 部用  120 VA 

s 十字 路 （4 車線×4 車 線）15 lx 
連続 照 明用   95 VA  

交差 点 隅切 り 部用   95 VA 

t 十字 路 （6 車線×4 車 線）20 lx 
連続 照 明用  125 VA 

交差 点 隅切 り 部用  120 VA 

u 十字 路 （6 車線×4 車 線）15 lx 
連続 照 明用   95 VA 

交差 点 隅切 り 部用   95 VA 

－  Ｔ字 路 （2 車線×2 車 線）20 lx  95 VA  

－  Ｔ字 路 （2 車線×2 車 線）15 lx  70 VA 

－  Ｔ字 路 （2 車線×2 車 線）10 lx  70 VA  

－  Ｔ字 路 （4 車線×2 車 線）20 lx 
連続 照 明用  125 VA 

交差 点 隅切 り 部用  120 VA  

－  Ｔ字 路 （4 車線×2 車 線）15 lx 
連続 照 明用   95 VA 

交差 点 隅切 り 部用   95 VA  

－  Ｔ字 路 （4 車線×2 車 線）10 lx 
連続 照 明用   70 VA 

交差 点 隅切 り 部用   70 VA  

－  Ｙ字 路 （4 車線×2 車 線）  20 lx 125 VA 

－  Ｙ字 路 （4 車線×2 車 線）  15 lx  95 VA  

－  Ｙ字 路 （4 車線×2 車 線）  10 lx  70 VA 

v 歩行 者 の背 景 を照 明 する 方 式  20 lx 180 VA  

－  歩行 者 の背 景 を照 明 する 方 式  10 lx  95 VA 

w 歩行 者 の自 身 を照 明 する 方 式  20 lx 180 VA  
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－  歩行 者 の自 身 を照 明 する 方 式  10 lx  95 VA 

（備 考 ）  

１  「 設計 条 件タ イ プ」 は、「 LED 道 路・ ト ンネ ル 照明 導 入ガ イ ドラ イ ン（ 案）（平 成 27 年 ３月  国土 交 通省 ）」 によ

る。  

２  「 標準 皮 相電 力 」は 、 LED 道路 照 明の 定 格寿 命 末期 の 皮相 電 力の 値 とす る 。  

３  電 球 色 LED を 用い る 場 合の 皮 相電 力 は、 上 表の 皮 相 電力 の 1.2 倍 の 値を 標 準と す る。  

 

表２  トン ネ ル照 明 器具 （ 基 本照 明 ）の 標 準皮 相 電力  

区分  設計 条 件タ イ プ  標準 皮 相電 力  

一般 国 道等  

 

車道 幅 員 6～7m 

（歩 道 有り の 断面 含 む）  

x 

(1/2 低 減) 

設計 速 度 40(km/h) 2 車 線  

0.75(cd/m2) 千鳥  
40 VA 

z 

(1/2 低 減) 

設計 速 度 50(km/h) 2 車 線  

0.95(cd/m2) 千鳥  
50 VA 

bb 

(1/2 低 減) 

設計 速 度 60(km/h) 2 車 線  

1.15(cd/m2) 千鳥  
65 VA 

x 
設計 速 度 40(km/h) 2 車 線  

1.5(cd/m2) 千鳥  
65 VA 

y 
設計 速 度 40(km/h) 2 車 線  

1.5(cd/m2 ) 向合 せ  
40 VA 

z 
設計 速 度 50(km/h) 2 車 線  

1.9(cd/m2 ) 千鳥  
75 VA 

aa 
設計 速 度 50(km/h) 2 車 線  

1.9(cd/m2 ) 向合 せ  
50 VA 

bb 
設計 速 度 60(km/h) 2 車 線  

2.3(cd/m2 ) 千鳥  
95 VA 

cc 
設計 速 度 60(km/h) 2 車 線  

2.3(cd/m2 ) 向合 せ  
65 VA 

高速 自 動車 国 道等  

dd 
設計 速 度 70(km/h) 2 車 線  

3.2(cd/m2) 千鳥  
95 VA 

ee 
設計 速 度 70(km/h) 2 車 線  

3.2(cd/m2) 向合 せ  
65 VA 

ff 
設計 速 度 80(km/h) 2 車 線  

4.5(cd/m2) 千鳥  
125 VA 

gg 
設計 速 度 80(km/h) 2 車 線  

4.5(cd/m2) 向合 せ  
95 VA 

（備 考 ）  

１  「 設計 条 件タ イ プ」 は、「 LED 道 路・ ト ンネ ル 照明 導 入ガ イ ドラ イ ン（ 案）（平 成 27 年 ３月  国土 交 通省 ）」 によ

る。  

２  「 標準 皮 相電 力 」は 、 LED 道路 照 明の 定 格寿 命 末期 の 皮相 電 力の 値 とす る 。  

 

表３  トン ネ ル照 明 器具 （ 入 口照 明 ）の 標 準皮 相 電力  

種別  標準 皮 相電 力  

NH 70W 相当  50 VA 

NH 110W 相当  75 VA 

NH 150W 相当  105 VA 

NH 180W 相当  160 VA 

NH 220W 相当  205 VA 

NH 270W 相当  250 VA 

NH 360W 相当  290 VA 

（備 考）「 種別 」 は高 圧 ナト リウ ム ラン プ 相当 の LED ト ンネ ル 照明 器 具を さ す。  

 

中 央 分 離 帯 ブ 再生プラスチ 【判断の基準】  ・中央分離帯ブロックを新
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ロック  ック製中央分

離帯ブロック  

○再生プラスチックが原材料の重量比で

70％以上使用されていること。  

 

【配慮事項】  

①撤去後に回収して再生利用するシステムが

あること。  

②製品に使用されるプラスチックは、使用後

に回収し、再リサイクルを行う際に支障を

来さないものであること。  

設、更新する場合は、その

使用を推進する。  

（備 考 ）  

１  「 再 生 プ ラ ス チ ッ ク 」 と は 、 使 用 さ れ た 後 に 廃 棄 さ れ た プ ラ ス チ ッ ク 製 品 の 全 部 若 し く は 一 部 又 は 製 品 の 製 造 工

程の 廃 棄ル ー ト から 発 生す る プラ ス チッ ク 端 材若 し くは 不 良品 を 再生 利 用 した も のを い う（ た だし 、 原 料と し て同

一工 程 内で 再 生利 用 され る も のは 除 く。）。  

２  「 再 生プ ラ スチ ッ ク製 中 央分 離 帯ブ ロ ック 」に つい て は 、JIS A 9401（ 再 生プ ラ ス チッ ク 製中 央 分離 帯 ブロ ッ ク）

に適 合 する 資 材は 、 本基 準 を 満た す 。  

 

タイル  セラミックタ

イル（陶磁器

質タイル）  

①原料に再生材料（別表の左欄に掲げるもの

を原料として、同表の右欄に掲げる前処理

方法に従って処理されたもの等）が用いら

れているものであること。  

②再生材料が原材料の重量比で 20％以上

（複数の材料を使用している場合は、それ

らの材料の合計）使用されていること。た

だし、再生材料の重量の算定において、通

常利用している同一工場からの廃材の重量

は除かれるものとする。  

③「土壌の汚染に係る環境基準」（平成３年

環境庁告示第 46 号）の規定に従い、製品

を２mm 以下に粉砕したものにおいて、重

金属等有害物質の溶出について問題のない

こと。  

 

【配慮事項】  

○土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53

号）に関する規定に従い、製品を２mm 以

下に粉砕したものにおいて、重金属等有害

物質の含有について問題のないこと。  

 

別表  

再生材料の原料となる

ものの分類区分  
前処理方法  

採石及び窯業廃土、無

機珪砂（キラ）、鉄鋼ス

ラグ、非鉄スラグ、鋳

物砂、陶磁器屑、石炭

灰、廃プラスチック、

建材廃材、廃ゴム、廃

ガラス（無色及び茶色

前処理によらず

対象  

 

 

・建築工事における床仕上げ

などで、その使用を推進す

る。  
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の廃ガラスびんを除

く）、製紙スラッジ、ア

ルミスラッジ、磨き砂

汚泥、石材屑  

都市ごみ焼却灰  溶融スラグ化  

下水道汚泥  
焼却灰化又は溶

融スラグ化  

上水道汚泥  前処理によらず

対象  湖沼等の汚泥  
 

建具  断熱サッシ・

ドア  

○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止す

る建具であって、次のいずれかに該当する

こと。  

①複層ガラスを用いたサッシであること。  

②二重サッシであること。  

③断熱材の使用その他これに類する有効な

断 熱 の 措 置 が 講 じ ら れ た ド ア で あ る こ

と。  

 

【配慮事項】  

①サッシの枠、障子の枠及びそれに使用され

るガラスに有効な断熱の措置が講じられて

いること、又は断熱性の高い素材を使用し

たものであること。  

②エネルギーの使用の合理化等に関する法律

（昭和 54 年政令第 267 号）第 21 条第２

号及び第３号に定めるサッシ及び複層ガラ

スについては、可能な限り熱損失防止性能

の数値が小さいものであること。  

・気温条件等が厳しい場所に

建設される庁舎の建築工事

で高い断熱性が要求される

開口部などで、その使用を

推進する。  

（備 考 ）｢熱損 失 防止 性 能｣の 定義 及 び測 定 方法 は 、｢サッ シ の性 能 の向 上 に関 す る熱 損 失 防止 建 築材 料 製造 業 者等 の 判断

の基 準 等｣（平 成 26 年 経済 産業 省 告示 第 234 号 ）、｢複 層ガ ラ スの 性 能の 向 上に 関 す る熱 損 失防 止 建築 材 料製 造

業者 等 の判 断 の基 準 等｣（平 成 26 年 経済 産 業省 告 示 第 235 号 ）に よ る。  

 

製材等  製材  【判断の基準】  

①間伐材、林地残材又は小径木であること、

かつ、間伐材は、伐採に当たって、原木の

生産された国又は地域における森林に関す

る法令に照らして手続が適切になされたも

のであること。  

②上記①以外の場合は、原料の原木は、伐採

に当たって、原木の生産された国又は地域

における森林に関する法令に照らして手続

きが適切になされたものであること。  

 

【配慮事項】  

○原料の原木は、持続可能な森林経営が営ま

れている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、林地残材、小径木等の再生資

源である原木は除く。  

・使用部位及び樹種の機能的

特性に留意しつつ、建築工

事において、その使用を推

進する。  
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 ・集成材  

・合板  

・単板積層材  

(LVL) 

・直交集成板  

(CLT) 

【判断の基準】  

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材

等の残材、林地残材又は小径木等の体積比

割合が 10％以上であり、かつ、合板・製

材工場から発生する端材等の残材、林地残

材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当

たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らして手続きが

適切になされたものであること。  

②上記①以外の場合は、合板・製材工場から

発生する端材等の残材、林地残材、小径木

以外の原料の原木は、伐採に当たって、原

木の生産された国又は地域における森林に

関する法令に照らして手続きが適切になさ

れたものであること。  

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒ

ドの放散量が平均値で 0.3 ㎎/L 以下かつ

最大値で 0.4 ㎎/L 以下であること。  

 

【配慮事項】  

①原料の原木は、持続可能な森林経営が営ま

れている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、林地残材、小径木等の再生

資源である原木は除く。  

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐

材の利用割合が可能な限り高いものである

こと。  

・使用部位及び樹種の機能的

特性に留意しつつ、建築工

事において、その使用を推

進する。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 とす る「 製 材」「 集成 材」「 合 板」「 単 板積 層 材 」及 び「 直 交 集成 板」（ 以 下「 製材 等 」とい

う。）は 、 建築 の 木工 事 にお いて 使 用さ れ るも の とす る 。  

２  「 製材 等 」の 判 断の 基 準 の② は 、機 能 的又 は 需給 上 の 制約 が ある 場 合と す る。  

３  ホ ルム ア ルデ ヒ ドの 放 散 量の 測 定方 法 は、 日 本農 林 規 格に よ る。  

４  製 材 、 集 成 材 等 の 原 料 と な る 原 木 に つ い て の 合 法 性 及 び 持 続 可 能 な 森 林 経 営 が 営 ま れ て い る 森 林 か ら の 産 出 に 係

る確 認 を行 う 場 合に は 、木 材 関連 事 業者 に あ って は 、ク リ ーン ウ ッド 法 に 則す る とと も に、 林 野庁 作 成 の「 木 材・

木材 製 品の 合 法性 、持 続 可能 性の 証 明の た めの ガ イド ラ イ ン（ 平 成 18 年２ 月 15 日）」に 準拠 し て行 う もの と する 。

また 、 木材 関 連事 業 者以 外 に あっ て は、 同 ガイ ド ライ ン に 準拠 し て行 う もの と する 。  

  調 達す る に当 た って は 、 当該 調 達品 目 の合 法 性証 明 に 係る 業 界等 の 運用 状 況等 を 勘 案す る こと 。  

  た だし 、平成 18 年 ４ 月 １日 よ り前 に 伐採 業 者が 加 工・流 通 業者 等 と契 約 を締 結 し てい る 原木 に つい て は、平 成 18

年４ 月 １日 の 時 点で 原 料・ 製 品等 を 保管 し て いる 者 が予 め 当該 原 料・ 製 品 等を 特 定し 、 毎年 １ 回林 野 庁 に報 告 を行

うと と もに 、 証 明書 に 特定 さ れた 原 料・ 製 品 等で あ るこ と を記 載 した 場 合 には 、 上記 ガ イド ラ イン に 定 める 合 法な

木材 で ある こ と の証 明 は不 要 とす る 。な お 、 本た だ し書 き の設 定 期間 に つ いて は 、市 場 動向 を 勘案 し つ つ、 適 切に

検討 を 実施 す るこ と とす る 。  

 

フローリング  フローリング  【判断の基準】  

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材

等の残材、林地残材又は小径木等を使用し

ていること、かつ、間伐材、合板・製材工

場から発生する端材等の残材、林地残材、

・建築工事における内装材な

どで、その使用を推進す

る。  
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小径木以外の原料の原木は、伐採に当たっ

て、原木の生産された国又は地域における

森林に関する法令に照らして手続きが適切

になされたものであること。  

②上記①以外の場合は、間伐材、合板・製材

工場から発生する端材等の残材、林地残材

又は小径木以外の原料の原木は、伐採に当

たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らし手続きが適

切になされたものであること。  

③基材に木材を使用した場合は、原料の間伐

材は伐採に当たって、原木の生産された国

又は地域における森林に関する法令に照ら

して手続が適切になされたものであるこ

と。  

④居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒ

ドの放散量が平均値で 0.3mg/L 以下かつ

最大値で 0.4mg/L 以下であること。  

 

【配慮事項】  

①原料の原木は、持続可能な森林経営が営ま

れている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、林地残材、小径木等の再生

資源、間伐材（基材に木材を使用しない場

合に限る。）である原木は 除く。  

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐

材の利用割合が可能な限り高いものである

こと。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 は、 建 築の 木 工事 に おい て 使 用さ れ るも の とす る 。  

２  判 断の 基 準の ② は、 機 能 的又 は 需給 上 の制 約 があ る 場 合と す る。  

３  ホ ルム ア ルデ ヒ ドの 放 散 量の 測 定方 法 は、 日 本農 林 規 格に よ る。  

４  フ ロ ー リ ン グ の 原 料 と な る 原 木 に つ い て の 合 法 性 及 び 持 続 可 能 な 森 林 経 営 が 営 ま れ て い る 森 林 か ら の 産 出 に 係 る

確認 を 行う 場 合に は 次に よ る 。  

ア ．基 材 に 木材 を 使用 し たも のに あ って は 、木 材関 連 事業 者は 、当 該 木材 に つい て はク リー ン ウッ ド 法に 則 する と と

もに 、林 野 庁作 成 の「 木 材・木 材製 品 の合 法 性、持続 可 能性 の証 明 のた め のガ イ ドラ イ ン (平成 18 年 ２ 月 15 日)」

に準 拠 して 行 うも の とす る 。また 、調 達 する に 当た っ ては 、当該 調 達 品目 の 合法 性 証明 に係 る 業界 等 の運 用 状況

等を 勘 案す る こと 。 木材 関 連 事業 者 以外 に あっ て は、 同 ガ イド ラ イン に 準拠 し て行 う も のと す る。  

イ．上記 ア 以外 の 物品 に あっ ては 、上 記 ガイ ド ライ ン に準 拠し て 行う も のと す る。なお 、都 道府 県 等に よ る森 林、木

材等 の 認証 制 度も 合 法性 の 確 認に 活 用で き るこ と とす る 。  

  た だし 、平成 18 年 ４ 月 １日 よ り前 に 伐採 業 者が 加 工・流 通 業者 等 と契 約 を締 結 し てい る 原木 に つい て は、平 成 18

年４ 月 １日 の 時 点で 原 料・ 製 品等 を 保管 し て いる 者 が予 め 当該 原 料・ 製 品 等を 特 定し 、 毎年 １ 回林 野 庁 に報 告 を行

うと と もに 、 証 明書 に 特定 さ れた 原 料・ 製 品 等で あ るこ と を記 載 した 場 合 には 、 上記 ガ イド ラ イン に 定 める 合 法な

木材 で ある こ と の証 明 は不 要 とす る 。な お 、 本た だ し書 き の設 定 期間 に つ いて は 、市 場 動向 を 勘案 し つ つ、 適 切に

検討 を 実施 す るこ と とす る 。  

５  判 断の 基 準③ に ある「 基 材に 木 材を 使 用し た 場合 」及 び、配 慮事 項 ①に あ る「（基 材に 木 材を 使 用し な い場 合 に限

る。）」、 備 考４ の アに あ る「 基材 に 木材 を 使用 し たも の 」 の木 材 とは ク リー ン ウッ ド 法 の対 象 とな る もの を 示す 。  
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再 生 木 質 ボ ー

ド  

・パーティク

ルボード  

・繊維板  

 

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材

等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、

製紙未利用低質チップ、林地残材・かん

木・小径木等の再生資源である木質材料や

植物繊維の重量比配合割合が 50％以上で

あること（この場合、再生資材全体に占め

る体積比配合率が 20％以下の接着剤、混

和剤等（パーティクルボードにおけるフェ

ノール系接着剤等で主要な原材料相互間を

接着する目的で使用されるもの。）を計上

せずに、重量比配合率を計算することがで

きるものとする。）。  

②間伐材、合板・製材工場から発生する端材

等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、

製紙未利用低質チップ、林地残材・かん

木、小径木以外の原料の原木は、伐採に当

たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らして手続きが

適切になされたものであること。  

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒ

ドの放散量が平均 0.3 ㎎/L 以下かつ最大

値で 0.4 ㎎/L 以下であること。  

 

【配慮事項】  

①原料の原木は持続可能な森林経営が営まれ

ている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包

材、製紙未利用低質チップ、林地残材・か

ん木、小径木等の再生資源、間伐材である

原木は除く。  

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐

材の利用割合が可能な限り高いものである

こと。  

・建築工事における内装材な

どで、その使用を推進す

る。  

 

 木質系セメン

ト板  

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材

等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、

製紙未利用低質チップ、林地残材・かん

木、小径木等の木質材料や植物繊維の重量

比配合割合が 50%以上であること（この

場合、再生資材全体に占める体積比配合率

が 20%以下の接着剤、混和剤等（木質系

セメント板におけるセメント等で主要な原

材料相互間を接着する目的で使用されるも

の）を計上せずに、重量比配合率を計算す

ることができるものとする。）。  

②合板・製材工場から発生する端材等の残

材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未

・建築工事における内装材な

どで、その使用を推進す

る。  
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利用低質チップ、林地残材・かん木、小径

木以外の原料の原木は、伐採に当たって、

原木の生産された国又は地域における森林

に関する法令に照らして手続が適切になさ

れたものであること。  

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒ

ドの放散量が平均値で 0.3mg/L 以下かつ

最大値で 0.4mg/L 以下であること。  

 

【配慮事項】  

①原料の原木は、持続可能な森林経営が営ま

れている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包

材、製紙未利用低質チップ、林地残材・か

ん木、小径木等の再生資源である原木は除

く。  

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐

材の利用割合が可能な限り高いものである

こと。  

（備 考 ）  

１  ホ ルム ア ルデ ヒ ドの 放 散 量の 測 定方 法 は、 JIS A 1460 によ る 。  

２  パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 、 繊 維 板 の 原 料 と な る 原 木 に つ い て の 合 法 性 及 び 持 続 可 能 な 森 林 経 営 が 営 ま れ て い る 森 林 か

らの 産 出に 係 る 確認 を 行う 場 合に は 、林 野 庁 作成 の 「木 材 ・木 材 製品 の 合 法性 、 持続 可 能性 の 証明 の た めの ガ イド

ライ ン （平 成 18 年２ 月 15 日）」に 準 拠し て 行う も のと する 。 なお 、 都道 府 県等 に よ る森 林 、木 材 等の 認 証制 度 も

合法 性 の確 認 に活 用 でき る こ とと す る。  

３  木 質 セ メ ン ト 板 の 原 料 と な る 原 木 に つ い て の 合 法 性 及 び 持 続 可 能 な 森 林 経 営 が 営 ま れ て い る 森 林 か ら の 産 出 に 係

る確 認 を行 う 場 合に は 、木 材 関連 事 業者 に あ って は 、ク リ ーン ウ ッド 法 に 則す る とと も に、 上 記ガ イ ド ライ ン に準

拠し て 行う も の とす る 。ま た 、調 達 する に 当 たっ て は、 当 該調 達 品目 の 合 法性 証 明に 係 る業 界 等の 運 用 状況 等 を勘

案す る こと 。 木材 関 連事 業 者 以外 に あっ て は、 上 記ガ イ ド ライ ン に準 拠 して 行 うも の と する 。  

４  「 パ ーテ ィ クル ボ ード 」及び「 繊 維板 」に つい て は 、判断 の 基準 ③ につ い て 、JIS A 5908 及 び A 5905 で 規 定さ れ

る F☆ ☆☆ ☆ 等級 に 適合 す る 資材 は 、本 基 準を 満 たす 。  

 

木 材 ・ プ ラ ス

チ ッ ク 複 合 材

製品  

木材・プラス

チック再生複

合材製品

(WPRC) 

【判断の基準】  

①リサイクル材料等として認められる原料が

原材料の重量比で 60%以上（複数の材料

が使用されている場合は、それらの材料の

合計）使用されていること。  

②原料として使用される木質材料は、リサイ

クル材料等として認められる木質原料の割

合が 100％であること。  

③重金属等有害物質の含有及び溶出について

問題がないこと。  

④製品に使用されるプラスチックは、使用後

に回収し、再リサイクルを行う際に支障を

来さないものであること。  

 

【配慮事項】  

○撤去後に回収して再生利用するシステムが

・建築の外構工事、都市公園

における園路広場工事、港

湾緑地の整備工事などで、

その使用を推進する。  
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あること。  

（備 考 ）  

１  本 項 の 判 断 の 基 準 の 対 象 と す る 「 木 材 ・ プ ラ ス チ ッ ク 再 生 複 合 材 製 品 」 は 、 建 築 の 外 構 工 事 、 都 市 公 園 に お け る

園路 広 場工 事 、港 湾 緑地 の 整 備工 事 にお い て使 用 され る も のと す る。  

２  判 断の 基 準① ② 及び ③ に つい て は、 JIS A 5741 で 規 定 され る 「木 材 ・プ ラ スチ ッ ク 再生 複 合材 」 に定 め る基 準に

よる 。  

３  判 断の 基 準① ③ 及び ④ に つい て は、 JIS A 5741 で 規定 され る 「木 材 ・プ ラ スチ ッ ク 再生 複 合材 」 4.2 リサ イ クル

材料 等 の含 有 率区 分 R60、R70、R80 及 び R90 は本 基 準を 満た す 。  

 

ビニル系床材  ビニル系床材  ○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の

総重量比で 15％以上使用されているこ

と。  

 

【配慮事項】  

○工事施工時に発生する端材の回収、再生利

用システムについて配慮されていること。  

・建築工事における内装材な

どで、その使用を推進す

る。  

（備 考 ）JIS A 5705（ ビニ ル 系床 材 ）に 規 定さ れ るビ ニ ル 系床 材 の種 類 で記 号 KS に 該 当す る もの に つい て は、本 項 の判

断の 基 準に 対 象と す る「 ビ ニ ル系 床 材」 に 含ま れ ない も の とす る 。  

 

断熱材  断熱材  ○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止

するものであって、次の要件を満たすもの

とする。  

①フロン類が使用されていないこと。  

②再生資源を使用しているか又は使用後に

再生資源として使用できること。  

 

【配慮事項】  

○押出法ポリスチレンフォーム断熱材、グラ

スウール断熱材、ロックウール断熱材、硬

質ウレタンフォーム断熱材２種及び硬質ウ

レタンフォーム断熱材３種については、可

能な限り熱損失防止性能の数値が小さいも

のであること。  

・建築設備工事における内外

装材などで、材料の特性に

応じた使用を推進する。  

（備 考 ）  

１  「 フロ ン 類」 と は、 フ ロ ン類 の 使用 の 合理 化 及び 管 理 の適 正 化に 関 する 法 律（ 平 成 13 年法 律 第 64 号 ） 第２ 条第

１項 に 定め る 物質 を いう 。  

２  「 熱 損失 防 止性 能 」の定 義及 び 測定 方 法は 、「断 熱 材 の性 能 の向 上 に関 す る熱 損 失 防止 建 築 材 料 製造 事 業者 等 の判

断の 基 準等 」（ 平 成 25 年 経済 産業 省 告示 第 270 号 ） によ る 。  

３  「 硬質 ウ レタ ン フォ ー ム 断熱 材 ２種 」、「硬 質 ウレ タ ン フォ ー ム断 熱 材３ 種 」と は 、 それ ぞ れ JIS A 9521 に規 定す

る硬 質 ウレ タ ンフ ォ ーム 断 熱 材の 種 類が ２ 種の も の、 ３ 種 のも の をい う 。  

 

照明機器  照明制御シス

テム  

○連続調光可能な LED 照明器具及びそれら

の照明器具を制御する照明制御装置からな

るもので、初期照度補正制御及び外光（昼

光）利用制御の機能を有していること。  

・建築工事における事務室の

照明など常時使用される室

等で、その使用を推進す

る。  

 

変圧器  変圧器  ○エネルギー消費効率が表に示された区分ご

との算定式を用いて算出した値を上回らな

いこと。  

・建築工事、設備工事におい

て、使用時の負荷率の実態

に留意しつつ、その使用を
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【配慮事項】  

○運用時の負荷率の実態に配慮されたもので

あること。  

推進する。  

（備 考 ）本 項 の判 断 の基 準 の 対象 と する「 変圧 器」は 、定 格一 次 電圧 が 600Ｖ を超 え 、7000Ｖ 以下 の もの で あっ て 、か

つ、 交 流の 電 路に 使 用さ れ る もの に 限り 、 次の い ずれ か に 該当 す るも の は、 こ れに 含 ま れな い もの と する 。  

①絶 縁 材料 と して ガ スを 使 用 する も の  

②Ｈ 種 絶縁 材 料を 使 用す る も の  

③ス コ ット 結 線変 圧 器  

④３ 以 上の 巻 線を 有 する も の  

⑤柱 上 変圧 器  

⑥単 相 変圧 器 であ っ て定 格 容 量 が 5kVA 以下 の もの 又 は 500kVA を 超え る もの  

⑦三 相 変圧 器 であ っ て定 格 容 量 が 10kVA 以下 の もの 又 は 2000kVA を 超 える も の   

⑧樹 脂 製の 絶 縁材 料 を使 用 す る三 相 変圧 器 であ っ て三 相 交 流を 単 相交 流 及び 三 相交 流 に 変成 す るた め のも の  

⑨定 格 二次 電 圧 が 100Ｖ 未 満 のも の 又 は 600Ｖ を 超え る も の  

⑩風 冷 式又 は 水冷 式 のも の  

 

表 変圧 器 に係 る 基準 エ ネル ギー 消 費効 率 の算 定 式  

区分  基準 エ ネル ギ ー  

消費 効 率の 算 定式  変圧 器 の種 類  相数  定格 周 波数  定格 容 量  

油入 変 圧器  

単相  50Ｈｚ   Ｅ＝11.2Ｓ 0.732  

三相  50Ｈｚ  
500ｋ ＶＡ 以 下  Ｅ＝16.6Ｓ 0.696 

500ｋ ＶＡ 超  Ｅ＝11.1Ｓ 0.809  

モー ル ド変 圧 器  

単相  50Ｈｚ   Ｅ＝16.9Ｓ 0.674  

三相  50Ｈｚ  
500ｋ ＶＡ 以 下  Ｅ＝23.9Ｓ 0.659 

500ｋ ＶＡ 超  Ｅ＝22.7Ｓ 0.718 

（備 考 ）  

１  「 油入 変 圧器 」 とは 、 絶 縁材 料 とし て 絶縁 油 を使 用 す るも の をい う 。  

２  「 モー ル ド変 圧 器」 と は 、樹 脂 製の 絶 縁材 料 を使 用 す るの を いう 。  

３  Ｅ 及び Ｓ は、 次 の数 値 を 表す も のと す る。  

Ｅ： 基 準エ ネ ルギ ー 消費 効 率 （単 位 ： W）  

Ｓ： 定 格容 量 （単 位 ：  kVA）  

４  表 の規 定 は、JIS C 4304 及 び C 4306 並び に 日本 電 機工 業 会規 格 1500 及 び 1501 に 規定 す る標 準 仕様 状 態で 使

用し な いも の に つい て 準用 す る。 こ の場 合 に おい て 、表 の 右欄 に 掲げ る 基 準エ ネ ルギ ー 消費 効 率の 算 定 式は 、 それ

ぞれ 当 該算 定 式の 右 辺 に 1.10（モ ー ルド 変 圧器 に あっ て は 1.05） を乗 じ た式 と して 取 り 扱う も のと す る。  

５  エ ネル ギ ー消 費 効率 の 算 定法 に つい て は、JIS C 4304「7.4 エネ ル ギー 消 費効 率」及 び JIS C 4306「7.4 エ ネル ギ

ー消 費 効率 」 によ る 。  

 

空調用機器  吸収冷温水機  ①冷房の成績係数が表１に示された区分の数

値以上であること。  

②冷房の期間成績係数が表２に示された区分

の数値以上であること。  

・建築設備工事において、施

設毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、その使用

を推進する。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断基 準 の対 象 と する「 吸 収冷 温 水機 」は 、冷 凍能 力 が 105kW 以 上 のも の とす る 。ただ し 、木 質 ペ レッ ト

を燃 料 とす る 機器 は 、対 象 外 とす る 。  

２  吸 収冷 温 水機 の 成績 係 数 の算 出 方法 は 、 JIS Ｂ 8622 によ る 。  

 

表１  冷房 の 成績 係 数  

区分  成績 係 数  

冷凍 能 力 が 352kW 未 満  1.20 
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表２  冷房 の 機関 成 績係 数  

区分  成績 係 数  

冷凍 能 力 が 352kW 以 上  1.45 

 

空調用機器  氷蓄熱式空調

機器  

①氷蓄熱槽を有していること。  

②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用され

ていないこと。  

③冷房の成績係数が別表３に示された区分の

数値以上であること。  

・建築設備工事において、施

設毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、その使用

を推進する。  

（備 考 ）  

１  「 氷蓄 熱 式空 調 機器 」 と は、 氷 蓄熱 ユ ニッ ト 又は 氷 蓄 熱式 パ ッケ ー ジエ ア コン デ ィ ショ ナ ーを い う。  

２  「 氷 蓄 熱 式 空 調 機 器 」 の 判 断 の 基 準 は 、 氷 蓄 熱 ユ ニ ッ ト に つ い て は 非 蓄 積 熱 形 相 当 冷 却 能 力 が 、 氷 蓄 熱 式 パ ッ ケ

ージ エ アコ ン ディ シ ョナ ー に つい て は定 格 蓄熱 利 用冷 房 能 力が そ れぞ れ 28kＷ 以 上の も のに 適 用す る 。  

３  成 績係 数 の算 出 方法 は 、 以下 の 算定 式 によ り 、昼 間 熱 源機 運 転時 間 は 10 時 間と す る。  

①氷 蓄 熱ユ ニ ット  

成績 係 数 =
定格 日 量冷 却 能力 (kW・h)

定格蓄 熱 消費 電 力量 (kW・h) +昼間 熱 源機 冷 却消 費 電力 量 (kW・h)
 

②氷 蓄 熱式 パ ッケ ー ジエ ア コ ンデ ィ ショ ナ ー  

 成 績 係数 ＝ 日量 蓄 熱利 用 冷 房効 率  

４  「 非 蓄熱 形 相当 冷 却能 力 」とは 、冷 房時 の 時間 当 たり 平均 負 荷率（ 時 間当 た りの ピ ーク 負 荷の 負 荷率 を 100％ と し

た時 の 平均 負 荷の 割 合） を 85％と し て、 こ の時 の ピー ク 負 荷熱 量 をい う 。  

５  「 定 格 蓄 熱 利 用 冷 房 能 力 」 と は 、 氷 蓄 熱 式 パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー が 別 表 １ に 規 定 さ れ た 一 定 の 定 格 冷

房温 度 条件 で 、主 と して 蓄 熱 を利 用 して 室 内か ら 除去 す る 熱量 を いう 。  

 

別表 １  温 度 条件(単位 ： ℃)  

 室内 側 入口 空 気条 件  室外 側 空気 条 件  

乾球 温 度  湿球 温 度  乾球 温 度  湿球 温 度  

冷  

房  

定格 冷 房  27 19 35 ―  

定格 冷 房蓄 熱  ―  ―  25 ―  

 

６  「 定 格 日 量 冷 却 能 力 」 と は 、 蓄 熱 槽 内 に 蓄 熱 し た 熱 量 の う ち の 正 味 有 効 蓄 熱 容 量 と 、 昼 間 熱 源 機 冷 却 の 運 転 に よ

って 冷 却さ れ る熱 量 を合 計 し て、 冷 水出 口 温度 ７ ℃で 、 二 次側 に 供給 で きる 日 積算 総 熱 量を い う。  

７  「 定 格 蓄 熱 消 費 電 力 量 」 と は 、 別 表 ２ に 規 定 さ れ た 蓄 熱 温 度 条 件 で 定 格 蓄 熱 容 量 ま で に 消 費 す る 電 力 （ ブ ラ イ ン

ポン プ 等の 一 次側 補 機の 消 費 電力 を 含む 。） を 積算 し たも のを い う。  

 

別表 ２  温 度 条件(単位 ： ℃)  

 室外 側 空気 条 件  

乾球 温 度  湿球 温 度  

冷  

却  

定格 冷 却  35 ―  

定格 冷 却蓄 熱  25 ―  

 

８  「 昼 間 熱 源 機 冷 却 消 費 電 力 量 」 と は 、 別 表 ２ に 規 定 さ れ た 定 格 冷 却 温 度 条 件 で 、 熱 源 機 と 蓄 熱 槽 が 直 列 に 接 続 さ

れて 運 転さ れ た時 に 消費 す る 電力 を 積算 し たも の をい う  

９  「 日量 蓄 熱利 用 冷房 効 率 」と は 、日 量 蓄熱 利 用冷 房 能 力を 日 量蓄 熱 利用 冷 房消 費 電 力量 で 除し た 値を い う。  

10 「 日 量 蓄 熱 利用 冷 房 能 力 」 と は 、氷 蓄 熱 式 パ ッ ケ ージ エ ア コ ンデ ィ シ ョ ナ ー が 別表 １ に 規 定さ れ た 一 定 の 定 格冷

房蓄 熱 温度 条 件で 、最 大 10 時間 蓄 熱運 転 した 後 、別表 １ に規 定 され た 一定 の 定格 冷 房 温度 条 件で 、蓄 熱利 用 冷房 時

間、 蓄 熱利 用 冷房 運 転す る 間 に室 内 から 除 去す る 熱量 を 積 算し た もの を いう 。  

11 「 日 量 蓄 熱 利用 冷 房 消 費 電 力 量 」と は 、 氷 蓄 熱 式 パッ ケ ー ジ エア コ ン デ ィ シ ョ ナー が 別 表 １に 規 定 さ れ た 一 定の

定格 冷 房蓄 熱 温度 条 件で 、 最 大 10 時 間蓄 熱 運転 し た間 に 消費 す る電 力 、及 び 別表 １ に 規定 さ れた 一 定の 定 格冷 房

温度 条 件で 、 蓄熱 利 用冷 房 時 間、 蓄 熱利 用 冷房 運 転す る 間 に消 費 する 室 外機 の 電力 を 積 算し た もの を いう 。  

 

別表 ３  冷 房 の成 績 係数  
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区分  成績 係 数  

氷蓄 熱 ユニ ッ ト  2.2 

氷蓄 熱 式パ ッ ケー ジ エア コ ン ディ シ ョナ ー  3.0 

 

空調用機器  ガスエンジン

ヒートポンプ

式空気調和機  

①期間成績係数が表に示された区分の数値以

上であること。  

②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用され

ていないこと。  

・建築設備工事において、施

設毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、その使用

を推進する。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 とす る「 ガ スエ ン ジン ヒ ート ポン プ 式空 気 調和 機」は、JIS B 8627 に 規 定さ れ るも の で、

定格 冷 房能 力 が 28kＷ 以上 の もの と する 。  

２  期 間成 績 係数 （APFp） の算 出 方法 は 、 JIS B 8627 に よる 。  

 

表  期 間成 績 係数  

区分   期 間成 績 係数(APFp) 

冷房 能 力 が 28kW 以 上 35.5kW 未 満  1.22 以 上  

冷房 能 力 が 35.5kW 以 上 45kW 未 満  1.37 以 上  

冷房 能 力 が 45kW 以 上 56kW 未満  1.59 以 上  

冷房 能 力 が 56kW 以 上  1.70 以 上  

 

空調用機器  送風機  ○プレミアム効率のモータが使用されている

こと。  

・建築設備工事において、施

設毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、その使用

を推進する。  

（備 考 ）  

１  プ レミ ア ム効 率 のモ ー タ は、JIS C 4213（低 圧 三相 か ご形 誘 導電 動 機－ 低 圧ト ッ プ ラン ナ ーモ ー タ）で 規定 さ れる

低圧 ト ップ ラ ンナ ー モー タ と する 。  

２  適 用範 囲 は 、定格 電 圧  600Ｖ以 下  の 三 相誘 導 電動 機 を用 い る空 調 用及 び 換気 用 遠 心送 風 機と す る 。ただ し 、電動

機直 動 式及 び 排煙 機 は除 く 。  

 

空調用機器  ポンプ  ○プレミアム効率のモータが使用されている

こと。  

・建築設備工事において、施

設毎の特性に応じた空調方

式に留意しつつ、その使用

を推進する。  

（備 考 ）  

１  プ レミ ア ム効 率 のモ ー タ は、JIS C 4213（低 圧 三相 か ご形 誘 導電 動 機－ 低 圧ト ッ プ ラン ナ ーモ ー タ）で 規定 さ れる

低圧 ト ップ ラ ンナ ー モー タ と する 。  

２  適 用範 囲 は 、定 格 電圧  600Ｖ以 下  の 三 相誘 導 電動 機 を用 い る空 調 用ポ ン プの う ち 、軸継 手 によ り 電動 機 とポ ンプ

本体 を 直結 し た遠 心 ポン プ と する 。  

 

配管材  排水・通気用

再生硬質ポリ

塩化ビニル管  

○排水用又は通気用の硬質のポリ塩化ビニル

管であって、リサイクル材料使用率が表に

示された区分の数値以上であること。  

 

【配慮事項】  

○製品使用後に回収され、再生利用されるた

めの仕組みが整っていること。  

・建築設備工事において、建

物（敷地内を含む。）の排

水及び通気用に塩化ビニル

管を用いる場合において

は、その使用を推進する。  

（備 考 ）  

１  判 断 の 基 準 は 、 敷 地 内 の 排 水 設 備 で 、 屋 内 の 排 水 管 ・ 通 気 管 及 び 屋 外 の 排 水 管 に 硬 質 の ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 管 を 用 い

る場 合 の無 圧 配管 に おい て の み適 用 する 。  
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２  「 排水 ・ 通気 用 再生 硬 質 ポリ 塩 化ビ ニ ル管 」 は、 JIS K 9797 で 規 定さ れ る「 リ サ イク ル 硬質 ポ リ塩 化 ビニ ル 三層

管」、JIS K9798 で 規 定さ れ る「 リ サイ ク ル硬 質 ポリ 塩 化 ビニ ル 発砲 三 層管 」、 AS 58 で規 定 され る 「排 水 用リ サ イ

クル 硬 質ポ リ 塩化 ビ ニル 管 」 に定 め る基 準 によ る 。  

３  「 リ サイ ク ル材 料 使用 率 」とは 、管体 の 質量 に 対 して 、硬質 ポ リ塩 化 ビニ ル 管・継 手類 か ら作 ら れた「 再 利用 ポ リ

塩化 ビ ニル 」 の割 合 をい う 。  

４  「 再利 用 ポリ 塩 化ビ ニ ル 」と は 、 JIS K 9797 の 3.a)4)、JIS K 9798 の 3.a)4)及 び AS 58 の 3.1 に よ る。  

 

表  重 量比  

管の 区 分  管の 種 類  重量 比  

三層 管  
リサ イ クル 硬 質ポ リ 塩化 ビ ニ ル三 層 管  50％  

リサ イ クル 硬 質ポ リ 塩化 ビ ニ ル発 砲 三層 管  30％  

単層 管  排水 用 リサ イ クル 硬 質ポ リ 塩 化ビ ニ ル管  80％  

 

衛生器具  自動水栓  ○電気的制御により、水栓の吐水口に手を近

づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を

遠ざけた際に自動で止水するものであるこ

と。  

・建築設備工事において、使

用頻度の高い箇所で施設ご

との特性に応じ、その使用

を推進する。  

 自動洗浄装置

及びその組み

込み小便器  

○洗浄水量が 4L/回以下であり、また、使用

状況により、洗浄水量を制御されること。  

・建築設備工事において、使

用頻度の高い箇所で施設ご

との特性に応じ、その使用

を推進する。  

 洋風便器  ○洗浄水量が 6.5L/回以下であること。  ・建築設備工事において、施

設ごとの特性に応じ、その

使用を推進する。  

（備 考 ）  

１  自 動 水 栓 の 判 断 の 基 準 は 、 公 共 用 ト イ レ の 洗 面 用 ま た は 手 洗 用 の 水 栓 を 対 象 と し 、 止 水 の 際 、 手 を 遠 ざ け た 後 速

やか に 止水 す るで き るも の で ある こ と。  

２  大 便器 の うち 、 高座 面 形 及び 和 風便 器 は、 対 象外 と す る。  

３  大 便器 の 導入 に 当た っ て は、 排 水設 備 全体 の 排水 機 能 の確 保 を十 分 配慮 す るこ と 。  

 

コ ン ク リ ー ト

用型枠  

再生材料を使

用した型枠  

○再生材料を使用した型枠については、再生

材料（別表に掲げる物を原料としたもの）

が原材料の重量比で 50％以上（複数の材料

が使用されている場合は、それらの材料の

合計）使用されており、使用後の再リサイ

クルが行われていること。  

 

別表  

再生材料の原料となるものの分類区分  

廃プラスチック  

古紙パルプ  

 

【配慮事項】  

①再生材料を使用した型枠については、通常

品と同等の施工性及び経済性（材料費、転

用回数、回収費、再生処理費等を考慮）が

確保されたものであること。  

②製品に使用されるプラスチックは、使用後

・コンクリート打設におい

て、使用部位等に応じ、

その使用を推進する。  
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に回収し、再リサイクルを行う際に支障を

来さないものであること。  

（備 考 ）  

１  プ レキ ャ スト 型 枠等 構 造 体の 一 部と し て利 用 する 型 枠 及び 化 粧型 枠 は本 品 目の 対 象 外と す る。  

２  再 生材 料 とし て 再生 プ ラ スチ ッ クを 用 いる 場 合、「 再 生プ ラ スチ ッ ク 」と は 、使用 され た 後に 廃 棄さ れ たプ ラ スチ

ック 製 品の 全 部 若し く は一 部 又は 製 品の 製 造 工程 の 廃棄 ル ート か ら発 生 す るプ ラ スチ ッ ク端 材 若し く は 不良 品 を再

生利 用 した も のを い う。（た だし 、 原料 と して 同 一工 程 内 で再 生 利用 さ れる も のは 除 く 。）。  

 

コ ン ク リ ー ト

用型枠  

合板型枠  【判断の基準】  

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材

等の残材、林地残材又は小径木の体積比割

合が 10%以上であり、かつ、合板・製材工

場から発生する端材等の残材、林地残材以

外の原料の原木は、伐採に当たって、原木

の生産された国又は地域における森林に関

する法令に照らして手続が適切になされた

ものであること。  

②①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当

たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らして手続が適

切になされたものであること。  

 

【配慮事項】  

①原料の原木は、持続可能な森林経営が営ま

れている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、林地残材、小径木等の再生

資源、間伐材は除く。  

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐

材の利用割合が可能な限り高いものである

こと。  

・コンクリート打設におい

て、使用部位等に応じ、そ

の使用を推進する。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準②は 、 機能 的 又は 需 給上 の 制約 が あ る場 合 とす る 。  

２  合 板 型 枠 の 原 料 と な る 原 木 に つ い て の 合 法 性 及 び 持 続 可 能 な 森 林 経 営 が 営 ま れ て い る 森 林 か ら の 産 出 に 係 る 確 認

を行 う 場合 に は 、合 板 型枠 の 板面 に おい て 、備考 ３ ア．及 びイ ．に 示す 内 容が 表 示さ れ てい る こと を 確認 す るこ と 。  

３  合 板 型 枠 の 板 面 に は 、 次 の 内 容 を 表 示 す る こ と と す る 。 な お 、 当 該 表 示 内 容 に つ い て は 林 野 庁 作 成 の 「 木 材 ・ 木

材製 品 の合 法 性、持 続可 能 性 の証 明 のた め のガ イ ドラ イ ン（平 成 18 年 ２ 月 15 日）」に 準拠 し たも の とす る 。な お 、

都道 府 県等 に よる 森 林、 木 材 等の 認 証制 度 も合 法 性の 確 認 に活 用 でき る こと と する 。  

ア． 本 項の 判 断の 基 準の ① 又 は② の 手続 が 適切 に なさ れ た 原木 を 使用 し てい る こと を 示 す文 言 又は 認 証マ ー ク  

イ． 認 定・ 認 証番 号 、認 定 団 体名 等  

  な お 、 合 板 型 枠 の 板 面 の 表 示 は 、 各 個 ご と に 板 面 の 見 や す い 箇 所 に 明 瞭 に 表 示 し て い る こ と 。 た だ し 、 表 面 加 工

コン ク リー ト 型 枠用 合 板で あ って 、 コン ク リ ート 型 枠用 と して 使 用す る た めに 裏 面に も 塗装 又 はオ ー バ ーレ イ を施

し、 板 面へ の 表示 が 困難 な も のに あ って は 木口 面 の見 や す い箇 所 に明 瞭 に表 示 して い る こと 。  

  ま た 、合 板 型枠 は 、再使 用に 努 める こ とと し 、上記 ア ．及び イ ．を 板 面へ の 表 示を した 合 板型 枠 であ っ ても 、再 使

用等 で 板面 へ の 表示 が 確認 で きな く なる 場 合 につ い ては 、 公共 工 事の 受 注 者が 、 調達 を 行う 機 関に 板 面 への 表 示を

した 合 板型 枠 を 活用 し てい る こと を 示し た 書 面を 提 出す る こと を もっ て 、 板面 へ の表 示 がな さ れて い る もの と みな

す。  
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【建設機械】  

品目名  要件  使用用途等  

排 出 ガ ス 対 策

型建設機械  

○別表１及び別表２に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼ

ルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下

表の第２次基準値又はこれより優れるものであること。  

 

別表１  トンネル工事用建設機械  

機種  適要  

バックホウ  ディーゼルエンジン出力 30KＷ以上 560KＷ以下、大

型ブレーカを装着したものを含む  

ホ イ ー ル ロ ー ダ ・

クローラローダ  

ディーゼルエンジン出力30KＷ以上560KＷ以下  

ダンプトラック  デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン 出 力 30KＷ 以 上 560KＷ 以 下 、 た だ

し、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く  

トラックミキサ  デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン 出 力 30KＷ 以 上 560KＷ 以 下 、 た だ

し、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く  

 

別表２  一般工事用建設機械  

機種  適要  

バックホウ  ディーゼルエンジン出力 8KＷ以上 560KＷ以下  

ホイールローダ  ディーゼルエンジン出力8KＷ以上560KＷ以下  

ブルドーザ  ディーゼルエンジン出力8KＷ以上560KＷ以下  

 

第２次基準値  

対象 物 質(単 位)  

出力 区 分  

HC 

(g/kW･h) 

NOx 

(g/kW･h) 

CO 

(g/kW･h) 

PM 

(g/kW･h) 

黒煙  

(%) 

8KＷ 以上 19KＷ 未 満  1.5 9 5 0.8 40 

19KＷ 以上 37KＷ 未 満  1.5 8 5 0.8 40 

37KＷ 以上 75KＷ 未 満  1.3 7 5 0.4 40 

75KＷ 以上 130KＷ 未 満  1 6 5 0.3 40 

130KＷ 以 上 560KＷ以 下  1 6 3.5 0.2 40 

１．測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成 ３

年 10 月８日付建設省経機発第 249 号）による。  

２．トンネル工事用建設機械は黒煙の基準値が表示基準値の 1/5 以下とす

る。  

 

○別表３及び別表４に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼ

ルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下

表の第１次基準又はこれより優れるものであること。  

 

別表３  トンネル工事用建設機械  

機種  適要  

ドリルジャンボ  ディーゼルエンジン出力 30KＷ以上 260KＷ

以下（40.8PS 以上 353PS 以下）  

コンクリート吹付機  ディーゼルエンジン出力 30KＷ以上 260KＷ

以下（40.8PS 以上 353PS 以下）  

 

・「建設機械

に関する技

術指針」

（平成 3 年

10 月 8 日

付建設省経

機発第 247

号）に従

い、その使

用を推進す

る。  
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別表４  一般工事用建設機械  

機種  適要  

発動発電機  ディーゼルエンジン出力 7.5KＷ以上 260KＷ以下  

（10.2PS 以上 353PS 以下）、可搬式（溶接兼用機

を含む）  

空気圧縮機  ディーゼルエンジン出力 7.5KＷ以上 260KＷ以下  

（10.2PS以上353PS以下）、可搬式  

油圧ユニット  ディーゼルエンジン出力 7.5KＷ以上 260KＷ以下  

（10.2PS以 上353PS以 下 ）、 基 礎 工 事 用 機 械 で 独 立

したもの  

ローラ  ディーゼルエンジン出力 7.5KＷ以上 260KＷ以下  

（10.2PS以上353PS以下）、ロードローラ、タイヤロ

ーラ、振動ローラ  

ホ イ ー ル ク レ ー

ン  

ディーゼルエンジン出力 7.5KＷ以上 260KＷ以下  

（10.2PS以上353PS以下）、ラフテレーンクレーン  

 

第１次基準値  

対象物質(単位) 

出力区分  

HC 

(g/kW･h) 

NOx 

(g/kW･h) 

CO 

(g/kW･h) 

黒煙  

(%) 

7.5KＷ以上 15KＷ未満  2.4 12.4 5.7 50 

15KＷ以上 30KＷ未満  1.9 10.5 5.7 50 

30KＷ以上 272KＷ以下  1.3 9.2 5 50 

１．測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成 ３

年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号）による。  

２ ． ト ン ネ ル 工 事 用 建 設 機 械 は 黒 煙 の 基 準 値 が 表 示 基 準 値 の 1/5以 下 と す

る。  
 

（備 考）「 特 定特 殊 自動 車 排出 ガス の 規制 等 に関 す る法 律 」(平 成 17 年法 律 第 51 号)に お いて 、規 制対 象 とな る 建設 機 械

を使 用 する 際 は、 同 法の 技 術 基準 に 適合 し たも の を使 用 す るこ と 。  

 

低 騒 音 型 建 設

機械  

○建設機械の騒音の測定値が別表に掲げる値以下のものであること。  

 

（別表）  

機種  機関出力（ｋW）  騒音基準値（ｄＢ）  

ブルドーザ  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ  

102 

105 

105 

バックホウ  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ ＜206 

206≦ Ｐ  

99 

104 

106 

106 

ドラグライン  

クラムシェル  

Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ ＜206 

206≦ Ｐ  

100 

104 

107 

107 

トラクターショベル  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ  

102 

104 

107 

・「建設工事

に伴う騒音

振動対策指

針技術指

針」（昭和

51 年３月

２日付建設

省経機発第

54 号）に

従い、騒

音、振動を

防止するこ

とにより住

民の生活環

境を保全す

る必要があ

ると認めら

れる区域に
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クローラークレーン  

トラッククレーン  

ホイールクレーン  

Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ ＜206 

206≦ Ｐ  

100 

103 

107 

107 

バイブロハンマー   107 

油圧式杭抜機  

油圧式鋼管圧入・引抜機  

油圧式杭圧入引抜機  

Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ  

98 

102 

104 

アースオーガー  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ  

100 

104 

107 

オールケーシング掘削機  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ ＜206 

206≦ Ｐ  

100 

104 

105 

107 

アースドリル  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ  

100 

104 

107 

さく岩機（コンクリートブレー

カー）  
 106 

ロードローラ  

タイヤローラ  

振動ローラ  

Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ  

101 

104 

コンクリートポンプ(車) Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ  

100 

103 

107 

コンクリート圧砕機  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ ＜206 

206≦ Ｐ  

99 

103 

106 

107 

アスファルトフィニッシャー  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ ＜103 

103≦ Ｐ  

101 

105 

107 

コンクリートカッター   106 

空気圧縮機  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ  

101 

105 

発動発電機  Ｐ ＜55 

55≦ Ｐ  

98 

102 
 

おいて、そ

の使用を推

進する。  
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【工法】  

品目分類  品目名  要件  使用用途等  

建 設 発 生 土 有

効利用工法  

低品質土有効

利用工法  

○施工現場で発生する粘性土等の低品質土

を、当該現場内において利用することによ

り、建設発生土の場外搬出量を削減するこ

とができる工法であること。  

・粘性土等の低品質土が発生

する現場において、現場内

で土質改良や施工上の工夫

を行うことにより、再利用

できる工種等がある工事に

おいて、その使用を推進す

る。なお、土質改良等につ

いては、「発生土利用基

準」に基づき、品質の確保

に留意する。  

建 設 泥 土 再 生

処理工法  

建設泥土再生

処理工法  

①施工現場で発生する建設泥土を、現場内再

生利用を目的として現場内で盛土材や流動

化処理土へ再生する工法であること。  

②重金属等有害物質の含有及び溶出について

は、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53

号）及び土壌の汚染に係る環境基準（平成

３年環境庁告示第 46 号）を満たすこと。  

・建設泥土が発生する現場に

おいて、現場内再生処理設

備の設置場所、稼働時の騒

音及び振動等に留意しつ

つ、建設泥土を再生した処

理土及び流動化処理土とし

て、４MPa 以上の脱水圧力

処理又は流動化処理により

現場内再利用できる工種等

がある工事において、その

使用を推進する。なお、再

生処理土については「建設

汚泥再生利用技術基準」及

び「建設汚泥の再生利用に

関するガイドライン」、流

動化処理土については「流

動化処理土利用技術マニュ

アル」に基づき、品質の確

保に留意する。  

コ ン ク リ ー ト

塊 再 生 処 理 工

法  

コンクリート

塊再生処理工

法  

○施工現場で発生するコンクリート塊を、現

場内再生利用を目的としてコンクリート又

は骨材に再生処理する工法であること。  

・コンクリート塊の発生する

現場において、現場内再生

処理設備の設置場所、稼働

時の騒音及び振動等に留意

しつつ、コンクリート用再

生骨材、路盤材及び埋め戻

し材・裏込め材として現場

内利用できる工種等がある

工事において、その使用を

推進する。なお、コンクリ

ート用再生骨材として使用

する場合は、JIS A 5021(コ

ンクリート用再生骨材Ｈ)、

JIS A 5023(再生骨材Ｌを用

いたコンクリート)、JIS A 

5022(再生骨材Ｍを用いた
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コンクリート)に基づき、品

質の確保に留意する。  

  

舗装（表層）  路上表層再生

工法  

○既設アスファルト舗装の表層を粉砕し、必

要に応じて新規アスファルト混合物や添加

材料を加え、混合して締め固め、現位置又

は当該現場付近で表層を再生する工法であ

ること。  

・舗装計画交通量 1,000 台／

日未満の道路の表層を補修

する場合に、その使用を推

進する。  

舗装（路盤）  路上再生路盤

工法  

○既設舗装の路盤材とアスファルト・コンク

リート層を粉砕して混合し、安定処理を施

し、現位置で路盤を再生する工法であるこ

と。  

・舗装計画交通量 1,000 台／

日未満の道路の路盤を補修

する場合に、その使用を推

進する。  

（備 考 ）ア ス ファ ル ト混 合 物 の層 の 厚さ が 10 ㎝ 以 下の 道 路に お いて 使 用す る もの と す る。  

 

法面緑化工法  伐採材又は建

設発生土を活

用した法面緑

化工法  

○施工現場における伐採材や建設発生土を、

当該施工現場において有効利用する工法で

あること。  

 ただし、伐採材及び建設発生土を合算した

使用量は、現地で添加する水を除いた生育

基盤材料の容積比で 70％以上を占めるこ

と。  

・道路等の切土法面や盛土法

面において、その使用を推

進する。  

山留め工法  泥土低減型ソ

イルセメント

柱列壁工法  

○セメント系固化剤の一部として泥土を再利

用又はセメント系固化剤の注入量を削減す

ることにより、施工に伴い発生する泥土が

低減できる工法であること。  

・仮設工事において、その使

用を推進する。  

（備 考 ）本 項 の判 断 の基 準 の 対象 と する 「 泥土 低 減型 ソ イ ルセ メ ント 柱 列壁 工 法」 は 、 仮設 工 事に お いて 使 用す る もの

とす る 。  

 



 

69 

【目的物】  

品目分類  品目名  要件  使用用途等  

舗装  排水性舗装  ○雨水を道路の路面下に浸透させて排水溝に

流出させ、かつ、道路交通騒音の発生を減

少させることができる舗装であること。  

・道路交通騒音を減少させる

必要のある道路において、

その使用を推進する。  

（備 考 ）道 路 交通 騒 音を 減 少 させ る 必要 が ある 場 合に 使 用 する も のと す る。  

 

舗装  透水性舗装  ○雨水を道路の路床に浸透させることができ

る舗装であること。  

・雨水を道路の路床に浸透さ

せる必要がある歩行者道等

の自動車交通がない道路に

おいて、その使用を推進す

る。  

（備 考 ）雨 水 を道 路 の路 床 に 浸透 さ せる 必 要の あ る歩 行 者 道等 の 自動 車 交通 が ない 道 路 の部 分 にお い て使 用 する も のと

する 。  

 

屋上緑化  屋上緑化  ①植物の健全な生育及び生育基盤を有するも

のであること。  

②ヒートアイランド現象の緩和等都市環境改

善効果を有するものであること。  

 

【配慮事項】  

①屋上緑化に適した植物を使用するものであ

ること。  

②灌水への雨水利用に配慮するとともに、植

物の生育基盤の保水及び排水機能が適切に

確保された構造であること。  

・荷重の増大による構造体へ

の影響に留意しつつ、建物

の屋上などでの整備を推進

する。  

（備 考 ）建 物 の屋 上 等に お い て設 置 する も のと す る。  
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【設備】  

品目名  要件  使用用途等  

太 陽 光 発 電 シ

ステム（公共・

産業用）  

【判断の基準】  

①太陽電池モジュールのセル実効変換効率が表１に示された区分ごとの

基準変換効率を下回らないこと。  

②太陽電池モジュール及び周辺機器について、表２に示された項目につ

いて、情報が開示され、ウエブサイト等により、容易に確認できるこ

と。  

③発電電力量等が確認できるものであること。  

④太陽電池モジュールの出力については、公称最大出力の 80%以上を最

低 10 年間維持できるように設計・製造されていること。  

⑤パワーコンディショナについては、定格負荷効率及び２分の１負荷時

の部分負荷効率について、出荷時の効率の 90%以上を 5 年以上の使用

期間にわたり維持できるように設計・製造されていること。  

⑥太陽電池モジュールについては、エネルギーペイバックタイムが 3 年

以内であること。  

⑦太陽電池モジュールについては、表３に掲げた環境配慮設計の事前評

価が行われており、その内容が確認できること。  

⑧修理及び部品交換が容易である等長期使用が可能となる設計がなされ

ていること。  

 

【配慮事項】  

①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされ

ている、又は、分解が容易である等部品の再使用または材料の再生利

用が容易になるような設計がなされていること。  

②来庁者の多い施設等に設置するものにあっては、可能な限り発電電力

量等を表示するなど、来庁者に対して効果の説明が可能となるよう考

慮したシステムであること。  

③設備撤去時には、撤去事業者又は排出事業者による回収及び再使用又

は再生利用が可能であり、再使用又は再生利用されない部分について

は適正処理が可能であること。  

④特定の化学物質を含有する二次電池が使用される場合には、二次電池

の回収及びリサイクルシステムがあること。  

⑤太陽電池モジュールの外枠・フレーム・架台等にアルミニウム合金を

使用する製品では、アルミニウム二次地金（再生地金）を原材料の一

部として使用している合金を用いること。  

⑥重金属等有害物質を製品の製造に使用しない又は可能な限り使用量を

低減すること。  

・太陽光発電シ

ステムを新

設、更新する

場合は、その

使用を推進す

る。  

（備 考 ）  

１  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 とす る「 太陽 光 発電 シ ステ ム 」は、商 用電 源 の代 替 とし て 、10kW 以 上 の太 陽 電池 モ ジュ

ール を 使用 し た太 陽 光発 電 に よる 電 源供 給 がで き る公 共 ・ 産業 用 のシ ス テム を いう 。  

２  「 太陽 電 池モ ジ ュー ル の セル 実 効変 換 効率 」 とは 、 JIS C 8960 に おい て 定め ら れた 実効 変 換効 率 を基 に 、モ ジ ュ

ール 化 後の セ ル実 効 変換 効 率 をい い 、次 式 によ り 算出 す る 。  

セル 実 効変 換 効率 ＝ モジ ュ ー ルの 公 称最 大 出力 ／ （太 陽 電 池セ ル の合 計 面積×放射 照 度 ）  

太陽 電 池セ ル の合 計 面積 ＝ １ セル の 全面 積×１ モ ジュ ー ル のセ ル 数  

放射 照 度＝1000W/㎡  

１ セ ル の 全面 積 に は 、 セ ル 内 の 非 発 電 部を 含 む 。 た だ し 、 シ リ コ ン 薄膜 系 、 化 合 物 系 の セ ル 全 面 積に は 集 積 部

を含 ま ない 。  
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３  「 定格 負 荷効 率」「 部分 負荷 効 率」 は JIS C 8961 に 準 拠し て 算出 す るも の とす る 。  

４  太 陽電 池 モジ ュ ール の 適 格性 確 認試 験 及び 形 式認 証 に つい て は JIS C 61215-1、JIS C61215-2、JIS C 61730-1、

JIS C 61730-2 に 加え 、 セル の形 式 に合 わ せ て JIS C 61215-1-1～JIS C 61215-1-4 の う ち一 つ に準 拠 する も のと す

る。  

５ 判断 の 基準 ⑧ の「 長 期使 用が 可 能と な る設 計 」と は 、自社 の 同等 の 性能 を 有す る 従 来機 種 と比 較 して 、部品・材料

の耐 久 性の 向 上 、消 耗 品や 部 品の 交 換性 の 向 上、 保 守・ 修 理の 容 易化 等 を 図る た めの 設 計が な され る こ とに よ り、

太陽 光 発電 シ ス テム の 長期 使 用を 促 すこ と を いう 。 ただ し 、架 台 等の 従 来 機種 と 比較 し て耐 久 性の 向 上 等を 確 認す

るこ と が困 難 な 場合 は 当該 評 価項 目 を除 く 。 なお 、 長期 使 用の た めの 保 守 点検 ・ 修理 、 維持 管 理に 係 る 範囲 、 体制

及び 内 容に 関 する 情 報提 供 に つい て は、 判 断の 基 準② に お いて 担 保す る こと 。  

６  調 達を 行 う各 機 関は 、 次 の事 項 に十 分 留意 す るこ と 。  

ア． 発 電量 の 適正 な 把握 ・ 管 理の た め、 物 品の 調 達時 に 確 認し た 表２ の 設置 報 告項 目 の 情報 を 、当 該 設備 を 廃棄 す

るま で 管理 ・ 保管 す るこ と 。  

イ． 調 達に 当 たっ て は、 発 電 に 係 る 機器 の 設置 条 件・ 方 法 を十 分 勘案 し 、設 置 に当 た っ ては 太 陽光 発 電シ ス テム の

長期 使 用等 を 踏ま え つつ 、 架 台の 部 分が 過 剰に 大 きく な る こと を 避け る など 適 切な 設 計 を行 う こと 。  

ウ． 太 陽光 発 電シ ス テム の 導 入に 当 たっ て は、 太 陽電 池 の 特性 を 十分 勘 案し た 上で 設 置 条件 ・ 方法 を 検討 す るこ

と。 な お、 薄 膜系 太 陽電 池 に あっ て は、 設 置事 業 者側 に 適 切な 設 計体 制 が整 っ てい る こ と等 、 環境 負 荷低 減 効

果を 十 分確 認 する こ と。  

エ． 調 達に 当 たっ て は、 設 置 事業 者 に設 置 要領 の 詳細 の 提 出を 求 め、 そ の内 容 を確 認 す ると と もに 、 当該 設 備の 維

持・ 管 理に 必 要と な る情 報 （ 製造 事 業者 が 有す る 情報 を 含 む。）を 、 設置 事 業者 を 通じ 把握 す るこ と 。  

オ． 太 陽発 電 シス テ ムの 更 な る有 効 利用 及 び時 の レジ リ エ ンス 強 化の 観 点か ら 蓄電 池 設 備の 導 入に つ いて 検 討を 行

うこ と 。  

カ． 太 陽光 発 電シ ス テム に よ る長 期 安定 的 かつ 効 率的 な 発 電が 可 能と な るよ う 、適 切 に 保守 点 検・ 修 理及 び 維持 管

理を 実 施す る こと 。 また 、 必 要に 応 じ、 設 備の 更 新に つ い て検 討 を行 う こと 。  

キ． 使 用済 み の太 陽 光発 電 シ ステ ム を撤 去 ・廃 棄 する 場 合 は、 資 源循 環 の観 点 から 再 使 用又 は 再生 利 用に 努 める こ

とと し 、再 使 用又 は 再生 利 用 でき な い部 分 につ い ては 、 重 金属 等 有害 物 質の 含 有情 報 等 を踏 ま え、 そ の性 状 等

に応 じ た適 正 な処 理 を行 う こ と 。  

 

表１  太陽 電 池モ ジ ュー ル の セル 実 効変 換 効率 に 係る 基 準  

区分  基準変換効率  

シリ コ ン単 結 晶系 太 陽電 池  16.0% 

シリ コ ン多 結 晶系 太 陽電 池  15.0% 

シリ コ ン薄 膜 系太 陽 電池  8.5% 

化合 物 系太 陽 電池  12.0% 

 

表２  太陽 光 発電 装 置機 器 に 係る 情 報開 示 項目  

区分  項目  確認 事 項  

太 陽 電 池 モ ジ ュ

ール  

発電 電 力量 の 推定 方 法の 提 示  

（基 準 状態 ）  

年間 の 推定 発 電電 力 量  

算 定 条 件 （ 用 い た 日 射 量 デ ー タ 、 太 陽 電 池 及 び パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ

ナの 損 失等 ）  

基 準 状 態 で の 発 電 電 力 量 が 得

られ な い条 件 及び 要 因  

影 の 影 響 、 日 射 条 件 （ モ ジ ュ ー ル へ の 影 の か か り 方 や 日 射 条 件 と 発

電量 の 下が り 方の 対 応に つ い て、 具 体的 に 記載 ）  

温 度 の 影 響 （ モ ジ ュ ー ル の 温 度 と 発 電 量 の 下 が り 方 の 対 応 に つ い て

具体 的 に記 載 ）  

気 候 条 件 、 地 理 条 件 （ 気 候 条 件 や 地 理 条 件 と 発 電 量 の 対 応 に つ い て

具体 的 に記 載 ）  

その 他 （配 線 、受 光 面の 汚 れ によ る 損失 等 、具 体 的に 記 載 ）  

周辺 機 器  

パワ ー コン デ ィシ ョ ナ  形式 、 定格 容 量、 出 力電 気 方 式、 周 波数 、 系統 連 結方 式  等  

接続 箱  形式 等  

連系 保 護装 置  可能 と なる 設 置方 法  

二次 電 池  使用 の 有無 、（ 有 の場 合 ）回 収・ リ サイ ク ル方 法  

保守 点 検・  

修理 の 要件  

保守 点 検  範囲 、 内容  

修理  範囲 、 内容  
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モ ジ ュ ー ル 及 び

周辺 機 器  

廃棄  
廃 棄 方 法 、 廃 棄 時 の 注 意 事 項 （ 使 用 済 製 品 が 最 終 処 分 さ れ た 際 の 適

正処 理 に必 要 な情 報 等） 等  

保証 体 制  保証 履 行期 限 等  

 

表３  太陽 電 池モ ジ ュー ル に 係る 環 境配 慮 設計 の 事前 評 価 方法 等  

目的  評価 項 目  事前 評 価方 法 等  

減量 化 ・共 通 化  

減量 化  
モジ ュ ール に 使用 す る原 材 料 を削 減 する た め、質 量を 評 価 して い る

こと 。  

部品 の 削減  
モ ジ ュ ー ル に 使 用 さ れ て い る 部 品 の 点 数 ・ 種 類 を 評 価 し て い る こ

と。  

部品 の 共通 化  他機 種 と共 通 化し て いる 部 品 の割 合 を評 価 して い るこ と 。  

再生 資 源の 使 用  再生 資 源の 使 用  
モジ ュ ール に 使用 さ れて い る 部品 の うち 、再生 資 源を 使 用 した 部 品

の割 合 を評 価 して い るこ と 。  

長期 使 用  
耐久 性 の向 上  モジ ュ ール の 信頼 性 試験 結 果 を評 価 して い るこ と 。  

耐汚 染 性の 向 上  モジ ュ ール の 表面 の 耐汚 染 性 を評 価 して い るこ と 。  

撤去 の 容易 性  撤去 作 業の 容 易性  
使用 済 みモ ジ ュー ル の撤 去 が 容易 な 構造 と なっ て いる か（ 取外 し に

要す る 時間 ） を評 価 して い る こと 。  

再生 資 源等 の 活用  リサ イ クル 可 能率 の 向上  
モジ ュ ール 全 体質 量 のう ち 、リサ イ クル 可 能な 部 品や 材 料 の質 量 の

比率 を 評価 し てい る こと 。  

解体・分別 処 理の 容

易化  

フレ ー ム解 体 の容 易 性  
分別 処 理の た めに 、モジ ュ ー ルの フ レー ム の解 体 が容 易 な 構造 と な

って い るか （ 取外 し に要 す る 時間 ） を評 価 して い るこ と 。  

フ レ ー ム 解 体 で 取 り 外 す ネ

ジの 数 量・ 種 類の 削 減  

フレ ー ム解 体 時に 取 り外 す ネ ジの 数 量・ 種 類を 評 価し て い るこ と 。 

フ レ ー ム 解 体 の た め の 情 報

提供  

フレ ー ムを 取 り外 す 際に 、フ レー ム の固 定 方法 等 の解 体・分別 に 必

要な 情 報を 提 供し て いる 又 は 提供 す る仕 組 みが あ るこ と 。  

端子 箱 解体 の 容易 性  
端 子 ボ ッ ク ス の モ ジ ュ ー ル か ら の 取 外 し が 容 易 な 構 造 と な っ て い

るか （ 取外 し に要 す る時 間 ） を評 価 して い るこ と 。  

端 子 箱 解 体 で 取 り 外 す ネ ジ

の数 量 ・種 類 の削 減  

端子 ボ ック ス の取 外 し時 に 取 り外 す ネジ の 数量・種類 を 評 価し て い

るこ と 。  

端 子 箱 解 体 の た め の 情 報 提

供  

端子 箱 を取 り 外す 際 に、端 子 ボッ ク スの 固 定方 法 等の 解 体・分 別 に

必要 な 情報 を 提供 し てい る 又 は提 供 する 仕 組み が ある こ と 。  

環境 保 全性  環境 負 荷物 質 等の 減 量化  
モジ ュ ール に 含ま れ る環 境 負 荷物 質 、適 正 処理・リサ イ ク ル処 理 に

当た っ て負 荷 要因 と なる 原 材 料の 質 量を 評 価し て いる こ と 。  

情報 の 提供  

使用 、保 守 点検 、安 全 性に 関

する 情 報提 供  

使用 上 の注 意 、故 障 診断 及 び その 措 置、保 守点 検・修 理 、安全 性 等

に関 す る情 報 を提 供 して い る 又は 提 供す る 仕組 み があ る こ と。  

撤去 、解 体 、適 正 処理・リ サ

イク ル に必 要 な情 報 提供  

撤去 、解 体 、適 正 処理・リ サ イク ル に必 要 な情 報 を提 供 し てい る 又

は提 供 する 仕 組み が ある こ と 。  

ラ イ フ サ イ ク ル の

各 段 階 に お け る 環

境負 荷 低減  

ラ イ フ サ イ ク ル ア セ ス メ ン

トの 実 施  

資源 採 取、製造 段 階、使用 段 階、撤去 、解 体、適 正処 理・リサ イ ク

ル ま で の 一 連 の ラ イ フ サ イ ク ル の 各 段 階 に お け る 環 境 負 荷 を 定 量

的に 評 価し て いる こ と。  

 

品目名  要件  使用用途等  

太 陽 熱 利 用 シ

ステム（公共・

産業用）  

【判断の基準】  

①日集熱効率が次の要件を満たすこと。  

ア 基準値１は、表１の基準値１の欄に示された集熱器の区分ごとの基

準。  

イ 基準値２は、表１の基準値２の欄に示された集熱器の区分ごとの基

準。  

②集熱器及び周辺機器について、表２に示された項目が、ウエブサイト

等により、容易に確認できること。  

 

・太陽熱利用シ

ステムを新

設、更新する

場合は、その

使用を推進す

る。  
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【配慮事項】  

①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされ

ている、又は、分解が容易である等部品の再使用または材料の再生利

用が容易になるような設計がなされていること。  

②集熱器の稼働に係るエネルギーが最小限となるような設計がなされて

いること。  

③設備撤去時には、撤去事業者又は排出事業者による回収及び再使用又

は再生利用が可能であり、再使用又は再生利用されない部分について

は適正処理が可能であること。  

④外枠・フレーム・架台等にアルミニウム合金を使用する製品では、ア

ルミニウム二次地金（再生地金）を原材料の一部として使用している

合金を用いること。  

⑤重金属等有害物質を製品の製造に使用しない又は可能な限り使用量を

低減すること。  

（備 考 ）  

１  本 項 の 判 断 の 基 準 の 対 象 と す る 「 太 陽 熱 利 用 シ ス テ ム 」 は 、 給 湯 又 は 冷 暖 房 用 の 熱 エ ネ ル ギ ー と し て 、 太 陽 エ ネ

ルギ ー を利 用 した 公 共・ 産 業 用の シ ステ ム をい う 。  

２  「 日 集 熱 効 率 」 と は 、 集 熱 器 の １ 日 の 単 位 面 積 当 た り の 集 熱 量 （ 集 熱 媒 体 平 均 温 度 か ら 、 周 囲 温 度 を 差 し 引 い た

値 が 10K かつ 日 射量 が 20,000kJ/(㎡・ 日)であ る とき の 値 を JIS A 4112 に 準 拠し て 算出 した も の） を 、集 熱 器総 面

積に 入 射す る 単 位面 積 当た り の太 陽 放射 エ ネ ルギ ー 又は ソ ーラ ー シミ ュ レ ータ ー によ っ て受 け るエ ネ ル ギー の １日

の積 分 値で 除 した 値 をい う 。  

３  調 達を 行 う各 機 関は 、 次 の事 項 に十 分 留意 す るこ と 。  

ア． 集 熱量 の 適正 な 把握 ・ 管 理の た め、 物 品の 調 達時 に 確 認し た 表２ の 設置 報 告項 目 の 情報 を 、当 該 設備 を 廃棄 す

るま で 管理 ・ 保管 す るこ と 。  

イ． 調 達に 当 たっ て は、 集 熱 に係 る 機器 の 設置 条 件・ 方 法 を十 分 勘案 し 、設 置 に当 た っ ては 架 台の 部 分が 過 剰に 大

きく な るこ と を避 け るこ と 。  

ウ． 太 陽熱 利 用シ ス テム の 導 入に 当 たっ て は、 現 在の 使 用 熱エ ネ ルギ ー 量を 十 分考 慮 し た設 計 を行 う こと 。  

エ． 調 達に 当 たっ て は、 設 置 事業 者 に設 置 要領 の 詳細 の 提 出を 求 め、 そ の内 容 を確 認 す ると と もに 、 当該 設 備の 維

持・ 管 理に 必 要と な る情 報 （ 製造 事 業者 が 有す る 情報 を 含 む。）を 設 置事 業 者を 通 じ把 握す る こと 。  

 

表１  集熱 器 に係 る 日集 熱 効 率の 基 準  

集熱 器 の区 分  日集 熱 効率  

集熱 媒 体・ 機 能  集熱 器 の形 状 ・透 過 体  基準 値 １  基準 値 ２  

液体  
平板 形 透過 体 付き  60％以 上  40％以 上  

真空 ガ ラス 管 形  50％以 上  40％以 上  

空気  平板 形  
透過 体 付き  40％以 上  30％以 上  

透過 体 なし  －  10％以 上  

太陽 光 発電 機 能付 き  －  －  10％以 上  

（備 考 ）空 気 集熱 式 の集 熱 器 であ っ て平 板 形透 過 体な し の もの 及 び太 陽 光発 電 機能 付 き 集熱 器 に係 る 判断 の 基準 は 基準

値２ の みと す る。  

 

表２  太陽 熱 利用 装 置機 器 に 係る 情 報開 示 項目  

区分  項目  確認 事 項  

集熱 器  

集熱 量 の推 定 方法 の 提示  
年間 の 推定 集 熱量  

算定 条 件（ 用 いた 日 射量 デ ー タ、 集 熱器 及 び蓄 熱 槽の 損 失 等）  

集 熱 量 が 判 断 の 基 準 ① を 満 た

さな い 条件 及 び要 因  

影の 影 響、日射 条 件（ 集熱 器 への 影 のか か り方 や 日射 条 件 と集 熱 効率 の

下が り 方の 対 応に つ いて 、 具 体的 に 記載 ）  

温度 の 影響（ 集 熱器 の 温度 と 集熱 効 率の 下 がり 方 の対 応 に つい て 具体 的

に記 載 ）  
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気候 条 件、地理 条 件（ 気候 条 件や 地 理条 件 と集 熱 効率 の 対 応に つ いて 具

体的 に 記載 ）  

その 他 （配 管 や配 線 、受 光 面 の汚 れ によ る 損失 等 、具 体 的 に記 載 ）  

集 熱 器 及 び

周辺 機 器  

廃棄  
廃棄 方 法、廃棄 時 の注 意 事項（使 用済 製 品が 最 終処 分 され た際 の 適正 処

理に 必 要な 情 報等 ） 等  

保守 点 検  保守 点 検の 条 件（ 点 検の 頻 度 等） 等  

保証 体 制  保証 条 件（ 修 理・ 交 換の 対 応 範囲 、 内容 ）、 保 証履 行 期限 等  

 

品目名  要件  使用用途等  

燃料電池  【判断の基準】  

○商用電源の代替として、燃料中の水素及び空気中の酸素を結合さ

せ、電気エネルギー及び熱エネルギーを取り出すものであること

（熱需要がない場合は、この限りでない。）。  

 

【配慮事項】  

○分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になる

ような設計がなされていること。  

・燃料電池を新

設、更新する場

合は、その使用

を推進する。  

エ ネ ル ギ ー 管

理システム  

【判断の基準】  

○建物内で使用する電力等のエネルギーを、受入、変換・搬送及び消

費の各ポイントにおいて用途別・設備機器別等で計測することによ

り、導入拠点等において可視化できるシステムであること。  

 

【配慮事項】  

○設備・機器等の制御を効率的に行う管理システムであること。  

・エネルギー管理

システムを新

設、更新する場

合は、その使用

を推進する。  

生ゴミ処理機  【判断の基準】  

○バイオ式又は乾燥式等の処理方法により生ゴミの減容及び減量等を

行う機器であること。  

 

【配慮事項】  

①分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなさ

れていること。  

②使用時のエネルギー節減のための設計上の工夫がなされているこ

と。  

③処理後の生成物は、肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生

利用されるものであること。  

・生ゴミ処理機を

新設、更新する

場合は、その使

用を推進する。  

節水器具  【判断の基準】  

①電気を使用しないこと。  

②吐水口装着型にあっては、単一個装置で多様な吐水口に対応できる

こと。  

 

＜個別事項＞  

①節水コマにあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 水栓のハン ドルを 120°に開いた場合に、 普通コ マを組み込 んだ

場合に比べ 20%を超え 70%以下の吐水流量であること。  

イ ハン ドル を全 開に した 場合に 、普 通コ マを 組み 込んだ 場合 に比べ

70%以上の吐水流量であること。  

②定流量弁にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧において、ハンドル開度

・節水器具を新

設、更新する場

合は、その使用

を推進する。  
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全開の場合、適正吐水流量は８L/分以下であること。  

イ 水量 的に 用途 に応 じた 設置が でき るよ う、 用途 ごとの 設置 条件が

説明書に明記されていること。  

ウ 定流量弁１個は、水栓１個に対応していること。  

③泡沫キャップにあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧において、ハンドル（レ

バー）開度全開の場合、適正吐水流量が、泡沫キャップなしの同型

水栓の 80%以下であること。  

イ 水圧 0.1MPa、ハンドル（レバー）全開において 5 リットル/分以

上の吐水流量であること。  

④流量調整弁にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧において、ハンドル（レ

バー）開度全開の場合、吐水流量が、流量調整弁なしの同型水栓の

80%以下であること。  

イ 水圧 0.1MPa、ハンドル（レバー）全開において 器具設置場所での

吐水流量が、表に示す数値以上であること。  

ウ 水量 的に 用途 に応 じた 設置が でき るよ う、 用途 ごとの 設置 条件が

説明書に明記されていること。  

 

【配慮事項】  

①取替用のコマにあっては、既存の水栓のコマとの取替が容易に行え

ること。  

②使用用途における従前どおりの使用感であること。  

（備 考 ）  

１  「 節 水コ マ 」と は 、給水 栓に お いて 、節 水を 目 的と し て製 作 した コ マを い う 。な お 、普通 コ マを 組 み込 ん だ給 水 栓

に比 べ 、節 水 コマ を 組み 込 ん だ水 栓 は、 ハ ンド ル 開度 が 同 じ場 合 、吐 水 量が 大 幅に 減 ず る。 固 定式 を 含む 。  

２  本 項の 判 断の 基 準の 対 象 とす る 「節 水 コマ 」 は、 呼 び 径 13mm の水 用単 水 栓に 使 用 され る もの で あっ て 、弁 座パ

ッキ ン 固定 用 ナッ ト など を 特 殊な 形 状に す るな ど して 、該 当品 に 取り 替 える だ けで 節 水 が図 れ るコ マ とす る 。また 、

既存 の 水栓 の コマ と の取 替 が 容易 に 行え る もの で ある こ と 。  

３  「 定 流 量 弁 」 と は 、 弁 の 入 口 側 又 は 出 口 側 の 圧 力 変 化 に か か わ ら ず 、 あ る 範 囲 で 流 量 を 一 定 に 保 持 す る 調 整 弁 の

うち 、 流量 設 定が 固 定式 の も のを い う。  

４  本 項 の 判 断 の 基 準 の 対 象 と す る 「 定 流 量 弁 」 は 、 手 洗 い 、 洗 顔 又 は 食 器 洗 浄 に 用 い る も の で あ っ て 、 あ る 吐 水 量

より 多 く吐 水 され な いよ う 、 該当 品 に取 り 換え る だけ で 節 水が 図 れる ｖ 弁と す る。  

５  本 項 の 判 断 の 基 準 の 対 象 と す る 「 泡 沫 キ ャ ッ プ 」 は 、 水 流 に エ ア ー を 混 入 す る こ と に よ り 、 節 水 が 図 れ る キ ャ ッ

プと す る。  

６  「 流 量 調 整 弁 」 と は 、 弁 の 入 口 側 又 は 出 口 側 の 圧 力 変 化 に か か わ ら ず 、 あ る 範 囲 で 流 量 を 一 定 に 保 持 す る 調 整 弁

のう ち 、流 量 設定 が 可変 の も の で あ って 、 止水 栓 より 吐 水 口側 に 設置 す るこ と によ り 節 水が 図 れる 弁 をい う 。  

７  判 断の 基 準＜ 個 別事 項 ＞ ①の 吐 水流 量 の試 験 方法 は 、 JIS B 2061 の 吐 水流 量 試験 に 準ず る もの と する 。  

 

表  流 量調 整 弁に 係 る機 器 設 置場 所 別の 吐 水流 量  

機器 設 置場 所  吐水 流 量  

洗面 所  5L/分  

台所 ・ 調理 場  5L/分  

シャ ワ ー  8L/分  

 

品目名  要件  使用用途等  

給水栓  【判断の基準】  

①節水コマ内蔵水栓にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア ハンドルを 120°に開 いた場合に 、普通コ マを組 み込んだ場 合に

・給水栓を新設、

更新する場合

は、その使用を
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比べ 20％を超え 70％以下の吐水流量であること。  

イ ハン ドル を全 開に した 場合に 、普 通コ マを 組み 込んだ 場合 に比べ

70％以上の吐水流量であること。  

ウ 電気を使用しないこと。  

②定流量弁内蔵水栓にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧において、ハンドル開度

全開の場合、適正吐水流量は８L/分以下であること。  

イ 水量 的に 用途 に応 じた 設置が でき るよ う、 用途 ごとの 設置 条件が

説明書に明記されていること。  

ウ 電気を使用しないこと。  

③泡沫機能付水栓にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧において、ハンドル（レ

バー）開度全開の場合、適正吐水流量が、泡沫キャップなしの同型

水栓の 80％以下であること。  

イ 水圧 0.1MPa、ハンドル（レバー）全開において 5L/分以上の吐水

流量であること。  

ウ 電気を使用しないこと。  

④時間止め水栓にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 設定した時間に達すると自動的に止水すること。  

イ 次の性能を有していること。  

 ｜(設定時間－実時間)／設定時間｜≦0.05  

⑤定量止め水栓にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 次の性能を有していること。  

 ｜(設定吐水量－実吐水量)／設定吐水量｜≦0.2  

イ 電気を使用しないこと。  

⑥自動水栓（自己発電機構付）にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 電気 的制 御に より 、水 栓の吐 水口 に手 を近 づけ た際に 非接 触にて

自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること。

また、止水までの時間は２秒以内であること。  

イ 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧において、吐水流量が５

L/分以下であること。  

ウ 単相交流（100V）の外部電源が不要で、自己発電できる機構を有

していること。  

⑦自動水栓（AC100V タイプ・乾電池式）にあっては、次の要件を満

たすこと。  

ア 電気 的制 御に より 、水 栓の吐 水口 に手 を近 づけ た際に 非接 触にて

自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること。

また、止水までの時間は２秒以内であること。  

イ 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧において、吐水流量が５

L/分以下であること。  

⑧手元止水機構を有する水栓にあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 吐水 切替 機能 、流 量及 び温度 の調 節機 能か ら独 立して 吐水 及び止

水操作ができる機構を有していること。  

イ ボタ ンや セン サー など のスイ ッチ によ って 使用 者の操 作範 囲内で

吐水及び止水操作だけができること。  

⑨小流量吐水機構を有する水栓にあっては、吐水力が、次のいずれか

の要件を満たすこと。  

推進する。  
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ア 流水中に空気を 混入さ せる構造を持た ないものに あっては、 0.6N

以上であること。  

イ 流水中に空気を混入させる構造を持つものにあっ ては、0.55N 以

上であること。  

⑩水優先吐水機構を有する水栓にあっては、次のいずれかの要件を満

たすこと。  

ア 吐水 止水 操作 部と 一体 の温度 調節 を行 うレ バー ハンド ルが 水栓の

胴の上面に位置し、レバーハンドルが水栓の正面にあるときに湯が

吐出しない構造であること。  

イ 吐水 止水 操作 部と 一体 の温度 調節 を行 うレ バー ハンド ルが 水栓の

胴の左右の側面に位置し、温度調節を行う回転軸が水平で、かつ、

レバー ハン ドルが 水平 か ら上方 45°までの角 度で 湯が吐 出し ない

構造であること。  

ウ 湯水 の吐 水止 水操 作部 から独 立し て水 専用 の吐 水止水 操作 部が設

けられた構造であること。  

 

【配慮事項】  

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易

さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。  

（備 考 ）  

１  「 節 水 コ マ 内 蔵 水 栓 」 と は 、 給 水 栓 に お い て 、 節 水 を 目 的 と し て 製 作 さ れ た コ マ を 内 蔵 し た 水 栓 を い う 。 普 通 コ

マを 組 み込 ん だ 給水 栓 に比 べ 、節 水 コマ を 組 み込 ん だ水 栓 は、 ハ ンド ル 開 度が 同 じ場 合 、吐 水 量が 大 幅 に減 ず る。

固定 式 を含 む 。  

２  「 定 流 量 弁 内 蔵 水 栓 」 と は 、 弁 の 入 口 側 又 は 出 口 側 の 圧 力 変 化 に か か わ ら ず 、 あ る 範 囲 で 流 量 を 一 定 に 保 持 す る

調整 弁 のう ち 、流 量 設定 が 固 定式 の もの を 内蔵 し た水 栓 を いう 。  

３  「 泡沫 機 能付 水 栓」 と は 、水 流 にエ ア ーを 混 入す る こ とに よ り、 節 水が 図 れる 水 栓 をい う 。  

４  「 時間 止 め水 栓 」と は 、 設定 し た時 間 に達 す ると 自 動 的に 止 水す る 水栓 を いう 。  

５  「 定 量 止 め 水 栓 」 と は 、 浴 槽 な ど へ の 貯 水 及 び 貯 湯 に 用 い 、 ハ ン ド ル で 設 定 し た 所 定 の 水 量 で 自 動 的 に 止 水 す る

水栓 を いう 。  

６  「自 動 水栓 」と は、光 電 式な ど のセ ン サー 、電 磁 弁な どを 組 み込 み、自 動的 に 開閉 する 給 水栓 を いう 。な お、水 用

と湯 用 があ り 、ま た 、自 己 発 電機 構 によ り 作動 す るも の と AC100V の 電源 又 は乾 電 池を 使用 す るも の があ る 。  

７  「 節 湯 水 栓 」 と は 、 サ ー モ ス タ ッ ト 湯 水 混 合 水 栓 （ あ ら か じ め 温 度 調 整 ハ ン ド ル に よ っ て 吐 水 温 度 を 設 定 す る こ

とに よ り、 湯 水 の圧 力 及び 温 度変 動 など が あ った 場 合で も 、湯 水 の混 合 量 を自 動 的に 調 整し 、 設定 温 度 の混 合 水を

供給 す る機 構 を組 み 込ん だ 湯 水混 合 水栓 ）、ミキ シ ング 湯 水 混合 水 栓（ 一つ の ハン ド ル操 作に よ って 、吐 水 温度 の 調

整が で きる 湯 水 混合 水 栓） 又 はシ ン グル 湯 水 混合 水 栓（ 一 つの ハ ンド ル 操 作に よ って 、 吐水 、 止水 、 吐 水流 量 及び

吐水 温 度の 調 節 がで き る湯 水 混合 水 栓） で あ って 、 流量 調 節部 お よび 温 度 調節 部 が使 用 者の 操 作範 囲 内 にあ り 湯 の

使用 量 を削 減 で きる 水 栓を い い、 手 元止 水 機 構を 有 する 水 栓、 小 流量 吐 水 機構 を 有す る 水栓 、 又は 水 優 先吐 水 機構

を有 す る水 栓 など の 型式 を 総 称す る もの 。  

８  「 手 元 止 水 機 構 を 有 す る 水 栓 」 と は 、 節 湯 水 栓 の う ち 、 台 所 水 栓 、 浴 室 シ ャ ワ ー 水 栓 又 は 浴 室 シ ャ ワ ー バ ス 水 栓

であ っ て、 使 用者 の 操作 範 囲 内で 吐 水及 び 止水 が でき る 水 栓（ シ ャワ ー 部を 含 む。）を いう 。  

９  「 小 流 量 吐 水 機 構 を 有 す る 水 栓 」 と は 、 節 湯 水 栓 の う ち 、 浴 室 シ ャ ワ ー 水 栓 又 は 浴 室 シ ャ ワ ー バ ス 水 栓 に お い て

小流 量 吐水 性 能を 持 つ水 栓 （ シャ ワ ー部 を 含む 。） を いう 。  

10 「 水 優 先 吐 水機 構 を 有 す る 水 栓 」と は 、 節 湯 水 栓 のう ち 、 台 所水 栓 及 び 洗 面 水 栓に お い て 、意 図 し な い 操 作 によ

る湯 の 使用 を 削減 す る水 栓 を いう 。  

11 吐 水 流 量の 試 験方 法 は、 JIS B 2061 の 吐 水流 量 試験 に 準ず る もの と する 。  

12 定 量 止 水性 能 の試 験 方法 は、 JIS B 2061 の定 量 止水 性 能試 験 に準 ず るも の とす る 。  

13 止 水 ま での 時 間は 、 吐水 の本 流 が収 束 した 時 点ま で と し、 5 回 測 定し た 平均 と する 。  

14 調 達 す る 各 機関 は 、 湯 用 の 自 動 水栓 の 調 達 に 当 た って 、 水 道 直圧 式 （ 瞬 間 式 ） のガ ス 給 湯 器・ 石 油 給 湯 器 で は湯

側流 量 が着 火 流量 に 満た な い 可能 性 があ る こと に 十分 留 意 する こ と。  

 

品目名  要件  使用用途等  
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日 射 調 整 フ ィ

ルム  

 

低 放 射 フ ィ ル

ム  

【判断の基準】  

①日射調整フィルムにあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 遮蔽係数は 0.7 未満、かつ、可視光線透過率は 10％以上であるこ

と。  

イ 熱貫流率は 5.9Ｗ/(㎡･K)未満であること。  

②低放射フィルムにあっては、次の要件を満たすこと。  

ア 可視光線透過率は 60％以上であること。  

イ 熱貫流率は 4.8Ｗ/(㎡･K)以下であること。  

③日射調整性能及び低放射性能について、適切な耐候性が確認されてい

ること。  

④貼付前と貼付後を比較して環境負荷低減効果が確認されていること。  

⑤上記①、③及び④並びに②、③及び④について、ウエブサイト等によ

り容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査さ

れていること。  

⑥フィルムの貼付について、適切な施工に関する情報開示がなされてい

ること。  

 

【配慮事項】  

○遮蔽係数が可能な限り低いものであること。  

・日射調整フィ

ルム、低放射

フィルムを新

設、更新する

場合は、その

使用を推進す

る。  

（備 考 ）  

１  「 日 射 調 整 フ ィ ル ム 」 と は 、 建 築 物 の 窓 ガ ラ ス に 貼 付 す る フ ィ ル ム で あ っ て 、 室 内 の 冷 房 効 果 を 高 め る た め に 日

射遮 蔽 の機 能 を持 っ たフ ィ ル ムを い う。  

２ 「低 放 射フ ィ ルム 」 とは 、建 築 物の 窓 ガラ ス に貼 付 す るフ ィ ルム で あっ て 、断 熱 機 能を 持 った フ ィル ム をい う 。  

３  遮 蔽係 数 、可 視 光線 透 過 率、 熱 貫流 率 の計 測 方法 は 、 JIS A 5759 に よ る。  

４  判 断の 基 準① ア にお い て 、可 視 光線 透 過率 が 70%以 上 の場 合 は、 遮 蔽係 数 は 0.8 未 満と す る。  

５  日 射調 整 性能 及 び低 放 射 性能 の 「耐 候 性」 の 確認 と は 、 JIS A 5759 に 規定 さ れた 耐 候性 試 験に お い て 1,000 時間

の試 験 を実 施 し、日 射調 整 性 能に つ いて は 、遮 蔽 係数 の 変 化が 判 断の 基 準① ア に示 さ れ たも の から±0.10 の 範 囲で

ある こ と、また 、低 放 射性 能 につ い ては 、熱 還 流率 の 変化 が判 断 の基 準 ②イ に 示さ れ た もの か ら ±0.40W/(m2･K)の

範囲 で ある こ と。  

６  「 貼 付 前 と 貼 付 後 を 比 較 し て 環 境 負 荷 低 減 効 果 が 確 認 さ れ て い る こ と 」 と は 、 輻 射 熱 を 考 慮 し た 熱 負 荷 計 算 シ ス

テム に おけ る シ ミュ レ ーシ ョ ンで 、 冷房 負 荷 低減 効 果が 確 認さ れ てい る こ とを い う。 併 せて 、 年間 を 通 じた 環 境負

荷に 関 する 情 報を 開 示す る こ と。  

７  調 達を 行 う各 機 関は 、 次 の事 項 に留 意 する こ と。  

ア． ガ ラス の 熱割 れ 等を 考 慮 し、「建 築 フィ ル ム１ ・ ２級 技能 士 」の 技 術資 格 を有 す る 若し く はこ れ と同 等 と認 め

られ る 技能 を 有す る 者に よ る 施工 に つい て 検討 を 行う こ と 。  

イ． 電 波遮 蔽 性能 を 有す る も のを 貼 付す る 場合 は 、電 波 遮 蔽に よ る影 響 につ い て考 慮 す るこ と 。  

ウ． 著 しい 光 の反 射 が懸 念 さ れる 場 所に お いて 施 工す る 場 合に は 、周 辺 の建 物 等へ の 影 響に つ いて 確 認を 行 うこ

と。  

エ． 照 明効 率 及び 採 光性 を 考 慮す る 場合 は 、可 視 光線 透 過 率の 高 いフ ィ ルム を 検討 す る こと 。  

 

品目名  要件  使用用途等  

テ レ ワ ー ク 用

ライセンス  

【判断の基準】  

○インターネットを介し、遠隔地において業務が遂行できるシステム用

アカウントであること。  

 

【配慮事項】  

○テレワークの導入前後における環境負荷低減効果が確認できること。  

・テレワーク用

ライセンスを

新設、更新す

る場合は、そ

の使用を推進

する。  

（備 考 ）  

１  「 テレ ワ ーク 」 とは 、 情 報通 信 技術 を 活用 し た、 場 所 と時 間 に捕 ら われ な い柔 軟 な 働き 方 をい う 。  

２  テ レ ワ ー ク の 導 入 に よ り 削 減 が 期 待 さ れ る 環 境 負 荷 と し て は 、 移 動 に 伴 う エ ネ ル ギ ー 、 事 務 所 等 に お い て 使 用 す
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るエ ネ ルギ ー 等 に対 し 、増 加 が見 込 まれ る 環 境負 荷 とし て は家 庭 や拠 点 施 設に お いて 使 用す る エネ ル ギ ー等 が あげ

られ 、 これ ら の増 減 を比 較 し て、 環 境負 荷 低減 効 果を 算 定 する こ とが 望 まし い 。  

３  発 注 者 が 使 用 す る 目 的 で 仕 様 書 等 に 記 載 を し て 納 入 （ 調 達 ） さ れ た 場 合 を 対 象 と し て お り 、 工 事 等 に お い て 受 注

者が 使 用す る ため に 調達 し た 場合 は 対象 外 とす る 。  

４  判 断基 準 を満 た す総 調 達 件数 （ ライ セ ンス 数 ）を カ ウ ント す る。  

 

品目名  要件  使用用途等  

Web 会議シス

テム  

【判断の基準】  

①インターネットを介し、遠隔地間等において会議が行えるシステムで

あること。  

②他の機関と相互に利用可能な会議システムであること。  

 

【配慮事項】  

①Web 会議システムの導入前後における環境負荷低減効果が確認でき

ること。  

②オンライン名刺交換機能が導入できること。  

・Web 会議シス

テムを新設、

更新する場合

は、その使用

を推進する。  

（備 考 ）  

１  「Web 会議 シ ステ ム 」と は 、テ レ ワー ク を行 っ てい る 職員 で あっ て もそ の 他の 職 員 と遜 色 なく 業 務を 遂 行で きる

よう 、 当該 機 関等 で 行わ れ る 会議 へ の遠 隔 参加 が 可能 と な るシ ス テム を いう 。  

２  Web 会 議シ ス テム の 導 入に よ り削 減 が期 待 され る 環 境負 荷 とし て は 、移 動 に伴 う エネ ル ギー 、紙 資源 の 削減（ペ

ーパ ー レス 化 ）等 が あげ ら れ る。  

３  発 注 者 が 使 用 す る 目 的 で 仕 様 書 等 に 記 載 を し て 納 入 （ 調 達 ） さ れ た 場 合 を 対 象 と し て お り 、 工 事 等 に お い て 受 注

者が 使 用す る ため に 調達 し た 場合 は 対象 外 とす る 。  

４  判 断基 準 を満 た す総 調 達 件数 （ シス テ ム数 ） をカ ウ ン トす る 。  
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提出書類の様式（チェックリスト） 
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環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト

↓入力順❶ (令和８年度)

工 事 件 名 ：

起 工 日 ：

工 期 日 ： ※全ての黄色セルに入力すること

受 注 者 名 ：

↓入力順❷ ↓入力順❺
↓入力順❸：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン

選択
↓入力順❹

特別品目 通常品

建設発生土 m3

改良土 m3

粒状改良土 m3

流動化処理土 m3

一体の施工システム内処理土 m3

分級処理土 m3

しゅんせつ土 m3

しゅんせつ土改良土 m3

建設泥土改良土 m3

流動化処理土 m3

建設発生木材の有効

利用を図るもの

再生木質ボード類
m2 未入力 エラー

熱帯雨林材等の使用

を抑制するもの

環境配慮型型枠(複合合板型枠等)

再生クラッシャラン m3 未入力 エラー

再生砕石(擁壁等裏込め用) m3 未入力 エラー

再生砕石(グラベルコンパクションパイル工法用) m3 未入力 エラー

再生単粒度砕石(浸透トレンチ用) m3 未入力 エラー

再生粒度調整砕石 m3 未入力 エラー

再生砂 m3 未入力 エラー

再生加熱アスファルト混合物

再生加熱アスファルト処理混合物 t 未入力 エラー

再生コンクリート路盤材 m3 未入力

再生コンクリート砕石等 m3 未入力

再生コンクリート埋立材 m3 未入力

道床砕石 m3 未入力

再生骨材Ｌを用いたコンクリート
m3 未入力

均しコンクリート、捨てコンクリート、裏

込めコンクリート等
エラー

再生骨材Ｍを用いたコンクリート
m3 未入力

乾燥収縮や塩害を受けにくい構造部材や無

筋コンクリート部材等
エラー

再生骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート
m3 未入力

建築物の主要構造部、基礎、杭、耐圧版、

基礎梁、鋼管充填、鉄筋コンクリート等
エラー

エコセメントを用いた均し(捨て)コンクリート等 m3

エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート m3

エコセメント(直接利用) t 未入力

エコセメントを用いたコンクリート二次製品

スーパーアッシュを用いた二次製品（基礎くい） 本 未入力 エラー

溶融スラグ(直接利用) t 未入力

溶融スラグを用いたコンクリート二次製品 個 未入力

溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物 t 未入力

スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品

スーパーアッシュを用いた土木材料 t 未入力

アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アス

ファルト混合物(再生・一般)
t 未入力

浄水場発生土を用いたグランド舗装材 t 未入力 エラー

浄水場発生土を用いた緑化用土 t 未入力 エラー

浄水場発生土を用いた土ブロック 個 未入力 エラー

抗火石（石英粗面岩）を用いた土木材料等 m3 未入力

火山礫を用いた土木材料等 m3 未入力

溶岩を用いた土木材料等 m3 未入力

その他の岩石を用いた土木材料等 m3 未入力

多摩産材(直接利用) m3 未入力

多摩産材を用いた道路(林道を含む)施設材料 m3 未入力

多摩産材を用いた河川(治山を含む)施設材料 m3 未入力

多摩産材を用いた建築材料 m3 未入力

多摩産材を用いた仮設材料 m3 未入力

国産木材(直接利用) m3 未入力

国産木材を用いた道路(林道を含む)施設材料 m3 未入力

国産木材を用いた河川(治山を含む)施設材料 m3 未入力

国産木材を用いた建築材料 m3 未入力

国産木材を用いた仮設材料 m3 未入力

高効率空調用機器(熱源機器)

高効率空調用機器(熱源以外の空調機器)

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 台 未入力 エラー

発光ダイオードを用いた交通信号機 個 未入力 エラー

ＬＥＤを光源とする照明器具 台 未入力 エラー

高効率のランプ等を使用した照明器具(道路照明) 台 未入力 エラー

ノンフロン断熱材 工事数 未入力 １又は０を入力 エラー

低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォーム

ド方式］

ヒートアイランド対

策を図るもの

高反射率塗料

kg 未入力

特定調達品目に類似品(高日射反射率塗料)

があることから、各品目の要件を確認の上

入力

エラー

ＬＥＤを光源とする非常用照明器具 台 未入力 エラー

照明制御システム 台 未入力 エラー

環境配慮形(ＥＭ)電線・ケーブル m 未入力 エラー

RoHS指令対応電線・ケーブル m 未入力 エラー

鉛フリー亀甲金網 m2 未入力 エラー

低ＶＯＣ塗料(建築物内装用) kg 未入力 エラー

低ＶＯＣ塗料(建築物外装用) kg 未入力 エラー

低ＶＯＣ塗料(構造物用(建築物内装用及び外装用を除

く))
kg 未入力 エラー

都内産緑化植物(支給材) 本 未入力 エラー

都内産緑化植物(請負材) 本 未入力 エラー

電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鉄筋等の棒鋼) t 未入力 エラー

電炉鋼材などのリサイクル鋼材(H鋼の形鋼等) t 未入力 エラー

電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鋼板) t 未入力 エラー

発動発電機
台 未入力 エラー

電気便座 台 未入力 エラー

再生加熱アスファルト混合物 ｔ 数量算出は「使用の手引」2-3参照

低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォーム

ド方式］
ｔ 数量算出は「使用の手引」2-3参照

□記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑧通常品の考え方(特別品目)を確認すること

□品目の内容は、本方針の本文で確認すること 特別品目が調達できない理由（通常品を調達する理由）

１　経済性の観点から調達できない

設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付する。(「起工日」は起工前と入力) ２　特別品目が調達品質を満たさない

施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付する。(「起工日」は発注者に確認) ３　調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)

調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告する。 ４　調達先、特別品目が存在しない

５　特別品目がわからない

６　その他(右欄に理由を具体的に記載)

エラー

エラー未入力

品目分類 品目名 単位

数量

多摩産材以外の国産木材

本表下段の当該項目欄に入力

別紙４チェックリストに入力

廃棄物処理に伴う副

産物の有効利用を図

るもの

別紙３チェックリストに入力

別紙２チェックリストに入力

アスファルト混合物

に係るもの

その他環境負荷の低

減に寄与するもの

都内の森林再生のた

め多摩産材の有効利

用を図るもの

未入力

島内産材料の利用を

促進するもの（岩

石、溶岩、火山礫

等）

温室効果ガスの削減

を図るもの

選択した「特別品目を調達できない理由」

について詳細な状況を入力

建設発生土の有効利

用を図るもの

建設泥土の有効利用

を図るもの

コンクリート塊、ア

スファルト・コンク

リート塊等の有効利

用を図るもの

本表下段の当該項目欄に入力

別紙１チェックリストに入力

未入力 エラー

特別品目が調達できない理由

（通常品を調達する理由）

使用割合

(％)

入力

チェッ

ク

備考
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環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト（環境配慮型型枠）

(令和８年度)

工 事 件 名 ：

起 工 日 ：

工 期 日 ：

受 注 者 名 ： ※全ての黄色セルに入力すること

↓入力順❶

合板型枠 m2 未入力 認証材等注であること

金属型枠 m2 未入力

再生木材型枠 m2 未入力

P52特定調達品目（合板型

枠）判断基準①に該当するも

の

再生樹脂混入木材型

枠
m2 未入力

樹脂製型枠 m2 未入力

再生樹脂製型枠 m2 未入力 ↓入力順❸

熱帯雨林材合板型枠 m2 未入力
選択した「特別品目を調達できない理由」に

ついて詳細な状況を入力

国産材合板型枠（非

認証材等注）
m2 未入力

全て国内で生育された木材で

製造されたもの、非認証材注

等

上記以外の型枠 m2 未入力

□購入材だけでなく転用した型枠（中古品）数量も入力する。中古品を使用した場合でも、環境配慮型型枠であると区別できるものは環境配慮型型枠として扱う。

□記入の際は、最初に別シート●使用の手引を確認すること

□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること

設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付する。(「起工日」は起工前と入力)

施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付する。(「起工日」は発注者に確認)

調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告する

特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)

１　現所有型枠(中古品)を転用(再利用) したため

２　立地条件により、安定的な特別品目型枠入手が困難なため

３　多量に使用するため、特別品目型枠が不足したため

４　特殊構造により特別品目型枠材での施工が困難なため

５　認証材等が見つからなかったため

６　その他(右欄に理由を具体的に記載)

未入力

品目名注

（認証材等について）

認証材(FSC、PEFC又はSGECによるもの＊)、

又は以下の①、②の条件を全て満たすものであること

①原木の伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材

②持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたもの

＊FSC：Forest Stewardship Council(森林管理協議会)

＊PEFC：Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

＊SGEC：Sustainable Green Ecosystem Council(緑の循環認証会議)

製品に使用されるプラスチッ

クは、使用後に回収し、再リ

サイクルを行う際に支障を来

さないものであること

通常品

エラー

特別品目

熱帯雨林材等の

使用を抑制する

もの

中古品で、特別品目

か通常品かの

区別ができないもの

不明

m2

品目分類 数量

↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン

選択

使用割合

(％)

特別品目が調達できない理由

(通常品を調達する理由)
備考単位

入力

チェック

シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク

別紙１
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環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(エコセメントを用いたコンクリート二次製品)

(令和８年度)

工 事 件 名 ：

起 工 日 ：

工 期 日 ：

受 注 者 名 ： ※全ての黄色セルに入力すること

↓入力順❶ ↓入力順❹

↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン

選択 ↓入力順❸

特別品目が調達しない理由

特別品目 通常品 (通常品を調達する理由)

舗装用コンクリート平板
個 数量未入力 エラー

視覚障がい者用誘導用ブロッ

ク
個 数量未入力 エラー

インターロッキングブロック
個 数量未入力 エラー

鉄筋コンクリートＵ形
個 数量未入力 エラー

鉄筋コンクリートＵ形用ふた
個 数量未入力 エラー

鉄筋コンクリートＬ形
個 数量未入力 エラー

鉄筋コンクリート特殊Ｌ形

(鉄筋コンクリートＵ形ふた

掛け用)

個 数量未入力 エラー

鉄筋コンクリート特殊Ｌ形及

び縁塊　(場所打側溝ふた掛

け用)

個 数量未入力 エラー

コンクリート境界ブロック
個 数量未入力 エラー

歩車道境界特殊コンクリート

ブロック 個 数量未入力 エラー

セミフラット型街きょ
個 数量未入力 エラー

集水ます(街きょ用・Ｌ形

用・Ｕ形用)ブロック類) 個 数量未入力 エラー

植樹帯用コンクリートブロッ

ク
個 数量未入力 エラー

道路浸透ます(コンクリート

枠)
個 数量未入力 エラー

公園用ハンドホール
個 数量未入力 エラー

鉄筋コンクリート境界標杭
個 数量未入力 エラー

コンクリート積みブロック
個 数量未入力 エラー

空洞コンクリートブロック
個 数量未入力 エラー

鉄筋コンクリート管(ソケッ

ト)
個 数量未入力 エラー

プレキャスト街きょ
個 数量未入力 エラー

信号機用ハンドホール
個 数量未入力 エラー

人孔
個 数量未入力 エラー

汚水ます・雨水ます
個 数量未入力 エラー

組合せ暗きょブロック
個 数量未入力 エラー

エプロンブロック
個 数量未入力 エラー

護岸ブロック類
個 数量未入力 エラー

ポーラスコンクリート製品類
個 数量未入力 エラー

電線共同溝用(特殊部・一般

部)
個 数量未入力 エラー

その他上記以外の製品

個 数量未入力

□記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑨通常品の考え方(エコセメント二次製品）を確認すること

□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること 特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)

１　特別品目が調達品質を満たさない

設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。) ２　経済性の観点から調達できない

施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。) ３　調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)

調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。 ４　調達先、特別品目が存在しない

５　特別品目がわからない

６　その他(右欄に理由を具体的に記載してください)

数量
使用割合

(％)
単位

廃棄物処理に伴

う副産物の有効

利用を図るもの

品目分類
数量入力

チェック

選択した「特別品目を調達できない理

由」について詳細な状況を入力

エコセメントを用い

たコンクリート二次

製品

品目名注

別紙２

シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク
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環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品)

(令和８年度)

工 事 件 名 ：

起 工 日 ：

工 期 日 ：

受 注 者 名 ： ※全ての黄色セルに入力すること

↓入力順❶ ↓入力順❸
↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン

選択
↓入力順❸

特別品目が調達しない理由

特別品目 通常品 (通常品を調達する理由)

管渠
個 数量未入力 エラー

人孔
個 数量未入力 エラー

ボックスカル

バート 個 数量未入力 エラー

セグメント
個 数量未入力 エラー

基礎くい
本 数量未入力 エラー

□ 記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑩通常品(スーパーアッシュ二次製品）の考え方を必ずご確認ください。

□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること 特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)

１　特別品目が調達品質を満たさない

設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。)２　経済性の観点から調達できない

施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。)３　調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)

調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。 ４　調達先、特別品目が存在しない

５　特別品目がわからない

６　その他(右欄に理由を具体的に記載してください)

廃棄物処理に伴

う副産物の有効

活用を図るもの

スーパーアッシュを

用いたコンクリート

二次製品

品目分類
選択した「特別品目を調達できない理由」

について詳細な状況を入力

数量
単位

使用割合

(％)

数量入力

チェック
品目名注

別紙３

シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク
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環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト（高効率空調用機器）

(令和８年度)

工 事 件 名 ：

起 工 日 ：

工 期 日 ：

受 注 者 名 ： ※全ての黄色セルに入力すること

↓入力順❶ ↓入力順❹
↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン

選択
↓入力順❸

特別品目が調達しない理由

特別品目 通常品 (通常品を調達する理由)

蒸気ボイラー伝熱面積10㎡以

上
台 数量未入力 エラー

温水ボイラー
台 数量未入力 エラー

直焚吸収冷温水機
台 数量未入力 エラー

排熱投入型直焚吸収冷温水機
台 数量未入力 エラー

小型吸収冷温水機ユニット
台 数量未入力 エラー

空気熱源ヒートポンプユニッ

ト
台 数量未入力 エラー

熱回収ヒートポンプユニット
台 数量未入力 エラー

熱回収ターボ冷凍機
台 数量未入力 エラー

水冷チリングユニット
台 数量未入力 エラー

空冷チリングユニット
台 数量未入力 エラー

ターボ冷凍機
台 数量未入力 エラー

ブラインターボ冷凍機
台 数量未入力 エラー

蒸気吸収冷凍機
台 数量未入力 エラー

温水吸収冷凍機
台 数量未入力 エラー

冷却塔
台 数量未入力 エラー

空調用ポンプ
台 数量未入力 エラー

空調機いわゆるエアハンドリ

ングユニット
台 数量未入力 エラー

パッケージ形空調機

台 数量未入力 エラー

空調・換気設備用ファン

台 数量未入力 エラー

□記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑪通常品の考え方(高効率空調用機器)を必ずご確認ください。

□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること 特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)

１　特別品目が調達品質を満たさない

設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。) ２　経済性の観点から調達できない

施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。) ３　調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)

調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。 ４　調達先、特別品目が存在しない

５　特別品目がわからない

６　その他(右欄に理由を具体的に記載してください)

温室効果ガスの

削減を図るもの

数量
数量入力

チェック
品目分類

高効率空調用機器

（熱源機器）

品目名注

高効率空調用機器

（熱源以外の空調機

器）

単位
使用割合

(％)

選択した「特別品目を調達できない理

由」について詳細な状況を入力

別紙４

シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク
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環境物品等(特定調達品目)使用予定(実績)チェックリスト

(令和８年度)

工 事 件 名 ：

起 工 日 ：

工 期 日 ：

受 注 者 名 ： ※全ての黄色セルに入力すること

建設泥土から発生した処理土 「特別品目」の「建設泥土改良土」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)

土工用水砕スラグ ｍ３

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 ｍ３

フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 ｍ３

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ ｍ３

高炉スラグ骨材 ｍ３

フェロニッケルスラグ骨材 ｍ３

銅スラグ骨材 ｍ３

電気炉酸化スラグ骨材 ｍ３

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 ｔ

鉄鋼スラグ混入路盤材 ｍ３

再生骨材等 「特別品目」の「再生クラッシャラン」、「再生粒度調整砕石」、「再生砂」のいずれかに入力する。(「使用の手

引」3-2参照)

小径丸太 間伐材 ｍ３

高炉セメント ｔ

生コンクリート(高炉) ｍ３

フライアッシュセメント ｔ

生コンクリート(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) ｍ３

セメント エコセメント 「特別品目」の「エコセメント(直接利用)」、「エコセメントを用いた均し(捨て)コンクリート等」、「エコセメ

ントを用いたレディーミクストコンクリート」、「エコセメントを用いたコンクリート二次製品」のいずれかに入

力する。(「使用の手引」3-2参照)

透水性コンクリート ｍ３

透水性コンクリート２次製品 個

鉄鋼スラグ水和固化体 鉄鋼スラグブロック ｋｇ

吹付けコンクリート フライアッシュを用いた吹付けコンクリート ｍ３

下塗用塗料(重防食) ｋｇ

低揮発性有機溶剤型の路面表示用水性塗料 ｍ２

高日射反射率塗料
ｍ２

特別品目に類似品(高反射率塗料)があることから、各品目の要件を確認の上入力

※特別品目の要件を満たす場合は特別品目のみに入力

防水 高日射反射率防水 ｍ２

再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) ｍ２

再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) ｍ２

バークたい肥 ｋｇ

下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) ｋｇ

道路照明 LED道路照明 台

中央分離帯ブロック 再生プラスチック製中央分離帯ブロック 個

タイル セラミックタイル(陶磁器質タイル) ｍ２

建具 断熱サッシ・ドア 工事数 １もしくは０で入力

製材 ｍ３

集成材 ｍ３

ｍ２

ｍ３

単板積層材(LVL) ｍ３

直交集成板(CLT) ｍ３

フローリング フローリング ｍ２

パーティクルボード

繊維板

木質系セメント板

木材・プラスチック複合材製品 木材・プラスチック再生複合材製品 ｍ３

ビニル系床材 ビニル系床材 ｍ２

断熱材 断熱材 「特別品目」の「ノンフロン断熱材」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)

照明機器 照明制御システム 「特別品目」の「照明制御システム」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)

変圧器 変圧器 台

吸収冷温水機 台

氷蓄熱式空調機器 台

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 「特別品目」の「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)

送風機 台

ポンプ 台

配管材 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 ｍ

自動水栓 工事数

自動洗浄装置及びその組み込み小便器 工事数

洋風便器 工事数

再生材料を使用した型枠

合板型枠

排出ガス対策型建設機械 工事数 １もしくは０で入力

低騒音型建設機械 工事数 １もしくは０で入力

建設発生土有効利用工法 低品質土有効利用工法 工事数 １もしくは０で入力

建設泥土再生処理工法 建設泥土再生処理工法 工事数 １もしくは０で入力

コンクリート塊再生処理工法 コンクリート塊再生処理工法 工事数 １もしくは０で入力

工事数 １もしくは０で入力

ｍ２

工事数 １もしくは０で入力

ｍ２

工事数 １もしくは０で入力

ｍ２

山留め工法 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 工事数 １もしくは０で入力

排水性舗装 ｍ２

透水性舗装 ｍ２

屋上緑化 屋上緑化 ｍ２

太陽光発電システム(公共・産業用) kW 総設備容量

太陽熱利用システム(公共・産業用) ｍ２ 総集熱面積

燃料電池 kW 総設備容量

エネルギー管理システム 件

節水器具 個

給水栓 個

日射調整フィルム ｍ２

テレワーク用ライセンス ﾗｲｾﾝｽ 調達したライセンス数を入力する

Web会議システム ｼｽﾃﾑ 調達したシステム数を入力する

調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。

設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。)

設備

衛生器具 １もしくは０で入力

施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。)

コンクリート用型枠 「特別品目」の「環境配慮型型枠」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)

基本的にはm2で集計を行う。ただし、使用部位によってm3で集計を行わざるを得ない場合にはm3で集計する。

再生木質ボード 「特別品目」の「再生木質ボード類」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)

空調用機器

舗装

建設機械

舗装(路盤) 路上再生路盤工法

法面緑化工法 伐採材及び建設発生土を活用した法面緑化工法

舗装(表層) 路上表層再生工法

コンクリート製品に用いられているものは、除く。

路盤材

混合セメント

コンクリート及びコンクリート製品 コンクリートとコンクリート製品を分けて実績を把握。

・生コンクリートも集計を行う。

・コンクリート製品は除く。

アスファルト混合物

園芸資材

製材等

品目名 単位 　数量　

舗装材

盛土材等

コンクリート用スラグ骨材

塗料

合板

備考品目分類

シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク
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工 事 件 名 ：

起 工 日 ：

工 期 日 ：

受 注 者 名 ： ※全ての黄色セルに入力すること

資

材

建

設

機

械

工

法

目

的

物

設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。)

施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。)

調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。

環境物品等(調達推進品目)使用予定(実績)チェックリスト

(品目分類) (品目名) 使用量 単位

シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク
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環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト

⑧【手引】通常品の考え方(特別品目)

建設発生土

改良土

粒状改良土

流動化処理土

一体の施工システム内処理土

分級処理土

しゅんせつ土

しゅんせつ土改良土

建設泥土改良土

流動化処理土

建設発生木材の有効利用を図るもの 再生木質ボード類 m2 木質ボードなど：再生木質の割合が不足している木質又は新材の木質を使用したボード類をカウント

熱帯雨林材等の使用を抑制するもの 環境配慮型型枠(複合合板型枠等)

再生クラッシャラン m3 クラッシャラン：新材(Ｃ40等のC材)を使用した場合にカウント

再生砕石(擁壁等裏込め用) m3 砕石：擁壁等裏込め用として、新材(C材)を使用した場合にカウント

再生砕石(グラベルコンパクションパイル工法用) m3 砕石：グラベルコンパクションパイル工法用として、新材(C材)を使用した場合にカウント

再生単粒度砕石(浸透トレンチ用) m3 単粒度砕石：浸透トレンチ用として、新材(C材)を使用した場合にカウント

再生粒度調整砕石 m3 粒度調整砕石：新材(Ｍ30等のＭ材)を使用した場合にカウント

再生砂 m3 砂：埋戻し等に新たに採取した砂を使用した場合カウント

再生加熱アスファルト混合物

再生加熱アスファルト処理混合物 t 加熱アスファルト処理混合物：新材の骨材のみを使用していた場合カウント

再生コンクリート路盤材 m3

再生コンクリート砕石等 m3

再生コンクリート埋立材 m3

道床砕石 m3

再生骨材Ｌを用いたコンクリート レディーミクストコンクリート：均しコンクリート、捨てコンクリート、裏込めコンクリート等の再生骨材Ｌを用いたコンク

リートが利用できる用途に通常のレディーミクストコンクリートを使用していた場合カウント

再生骨材Ｍを用いたコンクリート レディーミクストコンクリート：乾燥収縮や塩害を受けにくい構造部材等の再生骨材Ｍを用いたコンクリートが利用できる用途

に使用していた場合カウント。無筋コンクリート

再生骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート：建築物の基礎、主要構造部等の再生骨材L又はMを用いたコンクリートが使用できない用途に

使用していた場合カウント。鉄筋コンクリート

エコセメントを用いた均し(捨て)コンクリート等

エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート

エコセメント(直接利用) t

エコセメントを用いたコンクリート二次製品

スーパーアッシュを用いた二次製品（基礎くい） 本

溶融スラグ(直接利用) t

溶融スラグを用いたコンクリート二次製品 個

溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物 t

スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品

スーパーアッシュを用いた土木材料 t

アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混

合物(再生・一般)

t

浄水場発生土を用いたグランド舗装材 t グランド舗装材：浄水場発生土を用いていないグランド舗装材をカウント

浄水場発生土を用いた緑化用土 t 緑化用土：浄水場発生土を用いていない緑化用土をカウント

浄水場発生土を用いた土ブロック 個 土ブロック：浄水場発生土を用いていない土ブロックをカウント

抗火石（石英粗面岩）を用いた土木材料等 m3

火山礫を用いた土木材料等 m3

溶岩を用いた土木材料等 m3

その他の岩石を用いた土木材料等 m3

多摩産材(直接利用) m3

多摩産材を用いた道路(林道を含む)施設材料 m3

多摩産材を用いた河川(治山を含む)施設材料 m3

多摩産材を用いた建築材料 m3

多摩産材を用いた仮設材料 m3

国産木材(直接利用) m3

国産木材を用いた道路(林道を含む)施設材料 m3

国産木材を用いた河川(治山を含む)施設材料 m3

国産木材を用いた建築材料 m3

国産木材を用いた仮設材料 m3

高効率空調用機器(熱源機器)

高効率空調用機器(熱源以外の空調機器)

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 台 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機：期間成績係数、窒素酸化物の排出濃度が環境物品等調達方針の別表６(P..31)に掲げた

数値を満たさない機器を通常品としてカウント

発光ダイオードを用いた交通信号機 個 発光ダイオードを用いていない交通信号機：発光ダイオードを用いていない交通信号機をカウント

ＬＥＤを光源とする照明器具 台 ＬＥＤを光源としない照明器具：施設照明でＬＥＤを光源としない照明器具や要件を満たさないものをカウント

高効率のランプ等を使用した照明器具(道路照明) 台 高効率のランプ等を使用しない照明器具：道路照明で要件を満たさない照明器具をカウント

ノンフロン断熱材 工事数 ノンフロンではない断熱材：ノンフロンではない断熱材を使用している工事数をカウント

低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォームド方式］

ヒートアイランド対策を図るもの 高反射率塗料 kg 高反射率ではない塗料：反射率等の要件を満たさない塗料を使用した量をカウント

但し、屋上緑化等の代替手段の適用により不要な場合はカウントしない

なお、高日射反射率塗料(特定調達品目)は、特定調達品目にカウント

ＬＥＤを光源とする非常用照明器具 台 ＬＥＤを光源としない非常用照明器具：非常用照明器具でＬＥＤを光源としない照明器具や要件を満たさないものをカウント

照明制御システム 台 電力節減機能を有さない照明制御システム：LED照明用の照明制御システムで電力節減機能を有さないシステムをカウント

環境配慮形(ＥＭ)電線・ケーブル m 環境配慮形ではない電線・ケーブル：要件を満たさない電線・ケーブルをカウント(RoHSケーブルは除く)

RoHS指令対応電線・ケーブル m RoHS指令対応ではない電線・ケーブル：要件を満たさない電線・ケーブルをカウント

鉛フリー亀甲金網 m2 鉛フリーではない亀甲金網：鉛フリーでない亀甲金網をカウント

低ＶＯＣ塗料(建築物内装用) kg 低ＶＯＣではない塗料：低ＶＯＣ等の要件(建築物内装用：VOC含有量1％以下(鉄部用は5%以下)の水性塗料)を満たさない塗料

をカウント

低ＶＯＣ塗料(建築物外装用) kg 低ＶＯＣではない塗料：低ＶＯＣ等の要件(建築物外装用：粉体・無溶剤系塗料、もしくは水性塗料であること。)を満たさない

塗料をカウント

低ＶＯＣ塗料(構造物用(建築物内装用及び外装用を除く)) kg 低ＶＯＣではない塗料：低ＶＯＣ等の要件(構造物用：粉体・無溶剤系塗料、水性塗料、もしくはVOC含有量が30％以下の低

VOC塗料(溶剤系)であること。)を満たさない塗料をカウント

都内産緑化植物(支給材) 本 都内産ではない緑化植物：支給材で都内産の要件を満たさない緑化植物をカウント

都内産緑化植物(請負材) 本 都内産ではない緑化植物：請負材で都内産の要件を満たさない緑化植物をカウント

電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鉄筋等の棒鋼) t

電炉鋼材などのリサイクル鋼材(H鋼の形鋼等) t

電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鋼板) t

発動発電機 台 発動発電機：各排出ガス成分及び黒煙の量が、環境物品等調達方針の別表９に掲げた第３次基準を満たさない機器を通常品とし

てカウント

電気便座 台 電気便座：基準エネルギー消費効率を上回る電気便座をカウント

再生加熱アスファルト混合物 t

低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォームド方式］ t

アスファルト混合物に係るもの 加熱アスファルト混合物：新材の骨材のみを使用かつ低炭素(中温化)アスファルト混合物に該当しない場合カウント

本表下段の当該項目欄

別紙３チェックリスト

別紙４チェックリスト

その他環境負荷の低減に寄与するもの

新材の鋼材(棒鋼)：高炉で鉄鉱石を主体に製造された鋼材を使用した棒鋼をカウント

新材の鋼材(形鋼)：高炉で鉄鉱石を主体に製造された鋼材を使用した形鋼等をカウント

新材の鋼材(鋼板)：高炉で鉄鉱石を主体に製造された鋼材を使用した鋼板をカウント

温室効果ガスの削減を図るもの

建設発生土の有効利用を図るもの m3

都内の森林再生のため多摩産材の有効利

用を図るもの

山土、山砂等：新材を使用した場合にカウント

建設泥土の有効利用を図るもの

別紙１チェックリスト

コンクリート塊、アスファルト・コンク

リート塊等の有効利用を図るもの

廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図

るもの

島内産材料の利用を促進するもの（岩

石、溶岩、火山礫等）

本表下段の当該項目欄

m3

別紙２チェックリスト

品目分類 品目名 単位 「通常品」の例と考え方

《入力不可》
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舗装用コンクリート平板 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(舗装用コンク

リート平板)をカウント

視覚障がい者用誘導用ブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(視覚障がい者

用誘導用ブロック)をカウント

インターロッキングブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞ

ﾛｯｸ)をカウント

鉄筋コンクリートＵ形 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンク

リートＵ形)をカウント

鉄筋コンクリートＵ形用ふた 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンク

リートＵ形用ふた)をカウント

鉄筋コンクリートＬ形 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンク

リートＬ形)をカウント

鉄筋コンクリート特殊Ｌ形(鉄筋コンクリートＵ形ふた掛

け用)
個

エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンク

リート特殊Ｌ形(鉄筋コンクリートＵ形ふた掛け用))をカウン

ト

鉄筋コンクリート特殊Ｌ形及び縁塊(場所打側溝ふた掛け

用)
個

エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンク

リート特殊Ｌ形及び縁塊(場所打側溝ふた掛け用))をカウント

コンクリート境界ブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(コンクリート

境界ブロック)をカウント

歩車道境界特殊コンクリートブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(歩車道境界特

殊コンクリートブロック)をカウント

セミフラット型街きょ 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(セミフラット

型街きょ)をカウント

集水ます(街きょ用・Ｌ形用・Ｕ形用)ブロック類 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(集水ます(街

きょ用・Ｌ形用・Ｕ形用)ブロック類)をカウント

植樹帯用コンクリートブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(植樹帯用コン

クリートブロック)をカウント

道路浸透ます(コンクリート枠) 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(道路浸透ます

(コンクリート枠))をカウント

公園用ハンドホール 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(公園用ハンド

ホール)をカウント

鉄筋コンクリート境界標杭 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンク

リート境界標杭)をカウント

コンクリート積みブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(コンクリート

積みブロック)をカウント

空洞コンクリートブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(空洞コンク

リートブロック)をカウント

鉄筋コンクリート管(ソケット) 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンク

リート管(ソケット))をカウント

プレキャスト街きょ 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(プレキャスト

街きょ)をカウント

信号機用ハンドホール 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(信号機用ハン

ドホール)をカウント

人孔 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(人孔)をカウン

ト

汚水ます・雨水ます 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(汚水ます・雨

水ます)をカウント

組合せ暗きょブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(組合せ暗きょ

ブロック)をカウント

エプロンブロック 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(エプロンブ

ロック)をカウント

護岸ブロック類 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(護岸ブロック

類)をカウント

ポーラスコンクリート製品類 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(ポーラスコン

クリート製品類)をカウント

電線共同溝用(特殊部・一般部) 個
エコセメントを用いないコンクリート二次製品(電線共同溝用

(特殊部・一般部))をカウント

*エコセメントを用いないコンクリート二次製品には、「スー

パーアッシュを  用いたコンクリート二次製品」も含む

環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(エコセメントを用いたコンクリート二次製品)

⑨【手引】通常品の考え方(エコセメント二次製品)

「通常品」の考え方

廃棄物処理に伴う

副産物の有効利用

を図るもの

品目分類 単位

《入力不可》

品目名

エコセメントを用いた

コンクリート二次製品
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管渠 個
コンクリート二次製品(管渠)：スーパーアッシュを用いな

いコンクリート二次製品*の管渠をカウント

人孔 個
コンクリート二次製品(人孔)：スーパーアッシュを用いな

いコンクリート二次製品*の人孔をカウント

ボックスカルバート 個

コンクリート二次製品(ボックスカルバート)：スーパー

アッシュを用いないコンクリート二次製品*のボックスカル

バートをカウント

セグメント 個
コンクリート二次製品(セグメント)：スーパーアッシュを

用いないコンクリート二次製品*のセグメントをカウント

基礎くい 本
コンクリート二次製品(基礎くい)：スーパーアッシュを用

いないコンクリート二次製品*の基礎くいをカウント

*スーパーアッシュを用いないコンクリート二次製品には、

「エコセメントを用いたコンクリート二次製品」も含む

廃棄物処理に伴う

副産物の有効活用

を図るもの

品目分類 単位

環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品)

⑩【手引】通常品の考え方(スーパーアッシュ二次製品)

「通常品」の考え方

《入力不可》

品目名

スーパーアッシュを用い

たコンクリート二次製品
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蒸気ボイラー伝熱面積10㎡以上 台
成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３　高効率空調用機器(熱源機

器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント

温水ボイラー 台
成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３　高効率空調用機器(熱源機

器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント

直焚吸収冷温水機 台
成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３　高効率空調用機器(熱源機

器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント

排熱投入型直焚吸収冷温水機 台
成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３　高効率空調用機器(熱源機

器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント

小型吸収冷温水機ユニット 台

空気熱源ヒートポンプユニット 台

熱回収ヒートポンプユニット 台

熱回収ターボ冷凍機 台

水冷チリングユニット 台

空冷チリングユニット 台

ターボ冷凍機 台

ブラインターボ冷凍機 台

蒸気吸収冷凍機 台

温水吸収冷凍機 台

冷却塔 台

空調用ポンプ 台

空調機いわゆるｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 台

パッケージ形空調機 台
環境物品等調達方針 特別品目「別表４　パッケージ形空調機の判断基準」に該

当する部品のいずれも採用していない機器を通常品としてカウント

空調・換気設備用ファン 台
環境物品等調達方針 特別品目「別表５　高効率空調用機器(熱源以外の空調機

器)」に該当する部品のいずれも採用していない機器を通常品としてカウント

温室効果ガスの削

減を図るもの

品目分類 単位

環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト（高効率空調用機器）

⑪【手引】通常品の考え方(高効率空調用機器)

「通常品」の考え方

《入力不可》

成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３　高効率空調用機器(熱源機

器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント

環境物品等調達方針 特別品目「別表５　高効率空調用機器(熱源以外の空調機

器)」に該当する部品のいずれも採用していない機器を通常品としてカウント

品目名

高効率空調用機器

（熱源以外の空調

機器）

高効率空調用機器

（熱源機器）
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特記仕様書記載例 
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（参考）  特記仕様書記載例  

 

（１）設計業務段階（基本事項）  

（２）設計業務段階（特別品目等使用の検討）  

（３）設計業務段階（チェックリストの作成）  

（４）施工段階（特別品目の具体的品目を特記仕様書で指定する場合）  

（５）施工段階（特別品目のリストを特記仕様書で指定する場合）  

（６）施工段階（特定調達品目の具体的品目を特記仕様書で指定する場合）  

（７）施工段階（特定調達品目のリストを特記仕様書で指定する場合）  

（８）施工段階（調達推進品目の具体的品目を特記仕様書で指定する場合）  

（９）施工段階（調達推進品目の定義を特記仕様書で指定する場合）  

（10）施工段階（チェックリストの作成）  

（11）施工段階（調達完了報告等）  
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（１）設計業務段階（基本事項）  

設計業務受託者は、本業務 の実施に当たっては、その 対象となる工事で使用する 資材、建設機械、工法

又は目的物については、「 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 12 年法律第 100 号）

及び「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき都が作成した「東京都環境物品等調達方針（公共工

事）」（以下「調達方針」と いう。）の規定に従い、本業務の趣旨や建設（設計）目的等を踏まえ、調達方針

に定められた環境物品等の選択に努めなければならない。なお、調達方針に定めのない事項については、

監督員の指示による。  

 

（２）設計業務段階（特別品目等使用の検討）  

設計業務受託者は、本業務 の実施に当たっては、調達 方針の規定に従い、発注者 の設計基準、材料使用

規定、占用（使用）工事の場合は管理者条件等に照らし合わせて特別品目を使用することが可能かどうか

精査を行い、使用が可能な場合は、特別品目を選択し、その旨を監督員に提案しなければならない。  

また、発注者の設計基準、 材料使用規定、占用（使用 ）工事の場合は管理者条件 等に該当しない場合で

あっても、材料の使用部位、要求強度、性能及び品質 、特別品目の生産・供給状 況、製造場所から工事現

場までの距離等を勘案して、特別品目が使用可能かどうか精査を行い、使用が可能な場合はその旨を監督

員に提案しなければならない。  

なお、監督員から特別品目 、特定調達品目又は調達推 進品目を使用するよう指示 があった場合は、それ

を選択する。  

 

（３）設計業務段階（チェックリストの作成）  

設計業務受託者は、本業務 の実施に当たっては、特別 品目、特定調達品目又は調 達推進品目に関する精

査の結果について、特別品目の場合は「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、

特定調達品目の場合は「環境物品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、調達推進品

目の場合は「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」を作成（チェックリストは

都のホ ーム ペー ジか らダ ウンロ ード する など して 入手す る。） して 「リサ イ クル計 画書 」に 添付 の上 監督

員に提出し、確認を受けなければならない。  

 

（４）施工段階（特別品目の具体的品目を特記仕様書で指定する場合）  

受注者は、本工事の施工に当たっては、以下の特別品目を使用すること。  

  ア  特別品目名  ○○○○  

  イ  使用部位    ○○○○  

 

（５）施工段階（特別品目のリストを特記仕様書で指定する場合）  

受注者は、本工事の施工に 当たっては、別添の特別品 目のリスト（又は都のホー ムページに掲載されて

いる調達方針によることとしてもよい。）と本工事で使用する資材、建設機械、工法又は目的物とを比較・

精査し、材料の使用部位、要求強度、性能及び品質、特別品目の生産・供給状況、製造場所から工事現場

までの距離等を勘案して、特別品目が使用可能な場合には、事前に監督員の承諾を受けた上で、積極的に

使用するものとする。  

 

（６）施工段階（特定調達品目の具体的品目を特記仕様書で指定する場合）  

受注者は、本工事の施工に当たっては、以下の特定調達品目を使用すること。  

  ア  特定調達品目名  ○○○○  

  イ  使用部位    ○○○○  

 

（７）施工段階（特定調達品目のリストを特記仕様書で指定する場合）  

受注者は、本工事の施工に 当たっては、別添の特定調 達品目のリスト（又は都の ホームページに掲載さ
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れてい る調 達方 針に よる ことと して もよ い。）と 本 工事で 使用 する 資材 、建 設機械 、工 法又 は目 的物 とを

比較・精査し、材料の使用 部位、要求強度、性能及び品質、特定調達品目の生産・供給状況、製造場所か

ら工事現場までの距離等を勘案して、特定調達品目が使用可能な場合には、事前に監督員の承諾を受けた

上で、積極的に使用するものとする。  

 

（８）施工段階（調達推進品目の具体的品目を特記仕様書で指定する場合）  

受注者は、本工事の施工に当たっては、以下の調達推進品目を使用すること。  

  ア  調達推進品目名  ○○○○  

  イ  使用部位    ○○○○  

 

（９）施工段階（調達推進品目の定義を特記仕様書で指定する場合）  

受注者は、別添の調達推進 品目の定義に関する資料（ 又は都のホームページに掲 載されている調達方針

によることとしてもよい。）に該当する調達推進品目の使用を希望する場合は、当該調達推進品目の性能、

使用の有効性、品質確保等について証明し、事前に監督員の承諾を受けた上で、それを使用することがで

きる。  

 

（10）施工段階（チェックリストの作成）  

受注者は、本工事の施工に 当たっては、特別品目、特 定調達品目及び調達推推進 品目について品目ごと

の「環境物品等使用予定（実績）チェックリスト」を作成（都のホームページからダウンロードするなど

して入手する。）し、施工 計画書に添付の上監督員に提出して確認を受けなければならない。  

 

（11）施工段階（調達完了報告等）  

受注者は、本工事の施工に 当たり、環境物品等の調達 が完了したときは、使用し た環境物品等の種類に

応じて、特別品目の場合は「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェック リスト」を、特定調達品

目の場合は「環境物品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、調達推進品目の場合は

「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」を監督員に提出しなければならない。 

また、併せて、上記チェックリストの電子情報を格納した電子媒体を監督員に提出する。  

さらに、工事完了検査に当 たっては、提出した各種書 類を検査員に提示し、環境 物品等の使用状況等に

ついて説明しなければならない。  
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(巻末)用語の解説  

環境物品等  環境物品等とは、グリーン購入法第 2 条に規定する物品又は役務をいい、以下のいず

れかに該当するものをいう。  

  再生資源その他の環境への負荷（環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 2 条第

1 項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。）の 低減に資する原材料又は部品。 

  環境への負荷の低減に資す る原材料又は部品を利用し ていること、使用に伴い排

出される温室効果ガス等に よる環境への負荷が少ない こと、使用後にその全部又 は

一部の再使用又は再生利用 がしやすいことにより廃棄 物の発生を抑制することが で

きることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品。  

  環境への負荷の低減に資す る製品を用いて提供される 等環境への負荷の低減に資

する役務。  

環境影響物品等  原 材 料 の 調 達 や 製造 に 環 境 破 壊 を 伴 う も の、 使 用 す る こ と に よ り 環境 に 悪 影 響 を 与 え

るもの、エネルギーや資源を浪費するものなど。  

工事条件等  事業計画の趣旨、事業の特性、工事の種類、必要とされる機能・強度・耐久性、供給状

況、コスト等  

建 設 グ リ ー ン 調

達の考え方  

公共工事の分野におけるグリーン調達（建設グリーン調達）については、その実施に当

たって、以下の下線部の内容に留意する。  

 公 共 工事 に つ い て は、 各 機 関 の調 達 の 中 で も金 額 が 大 きく 、 国 民 経 済に 大 き な 影

響力を有し、また国等が率 先して環境負荷の低減に資 する方法で公共工事を実施 す

ることは、地方公共団体や 民間事業者の取組を促す効 果も大きいと考えられる。 こ

のため、環境負荷の低減に 資する公共工事を役務に係 る特定調達品目に含めたと こ

ろであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進していくものとする。  

公共工事の目的となる工作物（建築物を含む。）は、国民の生命、生活に直接的に

関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事

の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とさ

れる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意する必要がある。ま

た、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点からその縮減に鋭意取

り組んできていることにも留意する必要がある。調達 目標の設定は、事業の目的 、

工作物の用途、施工上の難 易により資材等の使用形態 に差異があること、調達可 能

な地域や数量が限られてい る資材等もあることなどの 事情があることにも留意し つ

つ、より適切なものとなるように、今後検討していくものとする。  

また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少

ない工法等を含む種々の方 策が考えられ、ライフサイ クル全体にわたった総合的 な

観点からの検討を進めていくこととする。  

(出典)環境 物 品等 の 調達 の 推 進に 関 する 基 本方 針  令 和 8(2026)年 2 月  P4「オ ． 公共 工事

の取 扱 い」  

調 達 が 可 能 な 場

合  

地域性  

 都内（島しょ部においては島しょ地域内）で製造されており、在庫も注文生産も当

該工事の工期内で十分対応可能な場合  

 仕様等  

  当該工事で求める仕様、強度、品質、安全性等を満た す製品が当該工事の工期内に

供給可能な場合  

試験施工として  試験施工の種類  

  製造事業者が実施するもの  

道路工事等での使用を可能とするために、仕様、強度、品質、安全性、再掘削性そ

の他の要因について製造事業者が実施するもの。  

  研究機関が実施するもの  
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道路工事等での使用を可能とするために、仕様、強度、品質、安全性、再掘削性そ

の他の要因について製造事業者からの依頼を受けて研究機関が実施するもの。  

  製造事業者以外の事業者が実施するもの  

道路工事等での使用を可能とするために、仕様、強度、品質、安全性、再掘削性そ

の他の要因について製造事 業者等が行う試験施工のほ か、さらに広範にデータ収 集

等を行うため暫定的に一般事業者に試験施工を認めるもの。  

  新材料・新工法取扱要領に伴い実施するもの  

発 注 部局 の 新 材 料 ・新 工 法 取 扱要 領 に 基 づ き採 用 さ れ たも の に つ い て、 当 該 発 注

部局が指定又は出先事務所の判断で出先事務所が試験施工を実施するもの。  

  発注部局と関係事業者等との共同開発に伴い実施するもの  

発 注 部局 と そ の 発 注部 局 の 実 施事 業 に 係 る 関係 事 業 者 とが 環 境 配 慮 や再 資 源 化 等

の技術の共同開発を行う場合に試験施工を実施するもの。  

 試験施工の運用   

  試 験 施工 は 、 上 記 試験 施 工 の 種類 に 該 当 す る品 目 に つ いて 、 当 該 関 係機 関 が 実 施

することが可能な場合に行うものとする。  

 試験施工の適用範囲  

  土木材料仕様書に掲載されているもの（参考材料は除く）、東京都道路占用工事 要

綱に適合するもの、既に一 般材料扱いで使用されてい るものは原則使用とし、試 験

施工の対象とはしない。  

  道路工事等での使用を可能とするために、仕様、強度、品質、安全性、再掘削性そ

の他の要因について検証する必要のあるものは試験施工の対象とする。  

  一般都民が通行、出入りする道路、河川、公園、建築物等においては、仕様、強度、

品質、安全性、再掘削性そ の他の要因についての検証が十分にされていないものは、

原則として試験施工の対象 とする。ただし、製造事業 者が事業関連施設等の敷地 内

で使用するものは全面的に使用できる。  

（特別品目の）  

旧分類  

 

都は、東京都環境物品等調達方針（公共工事）（以下、調達方針という。）において、令

和 4 年度まで環境物品等の特別品目について、「原則として使用する品目（〇印）」と「使

用可能か検討 を行う品目 （ 無印）」に分類（以 下、分 類という。）し、調 達を推 進してき

た。  

し か し な が ら 、 特別 品 目 の 調 達 は 品 目 の 相違 に よ っ て 調 達 の 考 え 方に 差 を つ け る べ き

でなく、上記分類にかかわらず推進すべきものである。  

 

建 設 グ リ ー ン 調 達の 考 え 方 に つ い て 、 国 等に よ る 環 境 物 品 等 の 調 達の 推 進 等 に 関 す る

法律（グリーン購入法）第６条の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（以下、

基本方針）に おいて、国 の 環境物品等の 調達の推進 に 関する基本的 方向、環境 物 品等の

種類等が定め られ、その う ち公共工事に 区分される 分 野の取扱い等 については 以 下の点

に留意するよう明記されている。  

 

⚫ 公 共 工 事 の 構 成 要 素 で あ る 資 材 等 の 使 用 に 当 た っ て は 、事

業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を

備えていることについて、特に留意する必要がある。  

⚫ 公 共 工 事 のコストについては、予算の適正な使用の観点か

らその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必

要がある。  

 

都の場合は、調達方針 P3 に基本方針と同様の内容を以下のように記載している。  
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１ 調達する環境物品等  

（中略）公共工事の実施に当たっては、本方針に基づき、事

業計画の趣旨、事業の特性、工事の種類、必要とされる機能・

強度・耐久性、供給状況、コスト等（以下「工事条件等」と

いう。）を踏まえ、特別品目、特定調達品目及び調達推進品目

の３品目からなる環境物品等を調達する。（以下、省略）  

 

さらに、土木工事の場合は東京都土木工事標準仕様書で以下のように記載している。  

第２章 材 料  第１節 工事材料の品質及び検査  

(２) 特別品目等の検討  

受注者は、設計図書 で特別 品目等が指定されて いない 材料

においても、特別品目等が使用可能な場合には、積極的に特

別品目等を使用するものとする。ただし、その使用に当たっ

ては、事前に監督員の承諾を受けること。  

なお、特別品目等が使用可能かは、材料の使用部位、要求

強度、性能及び品質、特別品目等の生産・供給状況、製造場

所から工事現場までの距離等を勘案して検討する。  

 

このように、建設グリーン調達は、事業計画の趣旨、事業の特性、工事の種類、必要と

される機能・ 強度・耐久 性 、環境物品等 の生産・供 給 状況、製造場 所から工事 現 場まで

の距離、コスト等（以下、工事条件等という。）を踏 まえ、環境物品等が使用可能か検討

し、使用可能な場合に実施される。  

このため、令和 5 年度から上記の分類を廃止し、「工事条件等を踏まえ使用可能な場合

は特別品目を原則調達する」ことにしている。  

 

供 給 状 況 に 地 域

格 差 が あ る こ と

に留意しつつ  

都 内 や 島 し ょ 地 域で 調 達 が 可 能 で あ る こ と、 都 内 で 製 造 さ れ て い なく て も 市 場 に ま か

せて流通するものであればよい。  

再 資 源 化 施 設 へ

の 距 離 に 留 意 し

つつ  

再資源化施設から 50km 以内とする。ただし、コンク リート等の運搬中に固結するもの

等は運搬時間も考慮する。  

 


